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午前９時00分開議 

○事務局長（熊懐 洋一君） 起立、礼。着席。 

○議長（川 正男君） では、改めまして、おはようございます。直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問 

○議長（川 正男君） 日程第１、一般質問を行います。 

 それでは、順番に質問を許可します。５番、佐藤湛陽議員の発言を許可します。５番、佐藤湛

陽議員。 

○議員（５番 佐藤 湛陽君） 許可を得ましたので、それでは質問させていただきます。 

 せんだってから、市長はヨーロッパへ視察に行かれたということですが、私も以前、旅館を経

営した折、旅行会社さんとのつきあいなどで何度か海外旅行をする機会がありました。そのとき

に感じたことは、その国独自の自然環境、歴史、文化及び食事など、見るもの、聞くもの、食べ

るものなど、全てのものが初めて体験するものばかりだったので、感動して帰ってきたことを覚

えています。それからは、そこで見たことや体験したことをどのように自分の商売に取り入れる

ことができるかということを絶えず考えていたことが思い出されました。 

 そこで質問。 

 １．このたびの市長の欧州視察について、（１）市長はせんだって欧州視察をされたが、その

目的と視察の感想を伺う。また、視察してきたことを今後どのように行政に取り入れていこうと
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考えているか。 

 以上。 

○議長（川 正男君） 髙木市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君） おはようございます。ただいま、このたびの欧州視察について、欧州視

察の目的と成果、さらには今後の施策にどのように生かしていくのかという御質問をいただきま

した。 

 このたび１０月１日から８日までオランダ、フランスに出張してまいりました。地方創生推進

交付金を活用した国際連携・文化資本創出事業の取り組みとして、住環境建設課の橋口参事、う

きはブランド推進課の田篭課長、地域おこし協力隊の平田隊員の同行のもと、市長によるトップ

セールスを行ってまいったところであります。 

 今回の欧州出張は、３つの目的を持って行ってまいりました。 

 一つ目は、観光プロモーションであります。フランスボルドー市観光局長のニコラ・マルタン

氏を初め、フランス世界遺産の村サン・テミリオンの観光協会会長、その他多くの民間の観光事

業者と面談を行い、うきは市のＰＲを行ってまいりました。また、前駐日オランダ大使、ラー

ディング・ヤン・ファン・フォレンホーベン御夫妻ともお会いする機会をいただき、３年後の東

京オリンピックの事前キャンプ誘致の相談を行うなど、インバウンド推進のＰＲを行ってまいり

ました。 

 ２つ目は、オランダとの文化交流でございます。 

 これまでもオランダとはアーティスト・イン・レジデンス事業を初めさまざまな文化交流を

行ってまいりましたが、今回、オランダ政府外郭団体ダッチカルチャーのケース・デ・グラーフ

所長とお会いし、これまでの交流事業への協力に対し感謝を伝えるとともに、今後とも協力関係

を深めることを確認してまいりました。 

 ３つ目は、フランスにおける農業視察であります。 

 今、うきは市が進めている、うきはテロワールの観点から、特に地勢的特徴が類似しているア

ルザス地方、ボルドー地方、それから、シャンパンの産地として有名なシャンパーニュ地方を訪

ね、ブドウ栽培者やシャンパン、ワインの醸造家の多くの皆さんと意見交換ができ、今後のうき

は市の農業振興に当たってアイデアをいただいたところでございます。 

 今回の欧州出張では、多様な関係者の皆さんと出会うことができましたし、意見交換を通じて

多くの貴重な学びの機会がありました。これらをこれからの施策につなげてまいりたいと考えて

いるところであります。 

 具体的には、まず観光ＰＲにつきましては、引き続きオランダ、フランスとの交流を通して欧

州からのインバウンド推進を図ってまいりたいと考えております。 
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 次に、オランダとの文化交流でありますが、今後は、特に幼児を対象とした文化交流を進めて

いきたいと考えております。幼少期から一流の芸術・文化を体験することで、国際感覚を身につ

けるとともに、豊かな感性と文化力が身につく教育を推進していきたいと、このように考えてお

ります。 

 ３番目のフランスの農業視察では、ブドウの栽培やワイン醸造技術に関して、視察先より協力

の申し出があっており、うきは市におけるワインブドウ栽培の可能性について調査研究を行って

まいりたいと考えております。 

 最後になりますが、今回の欧州トップセールスにつきましては、１２月議会会期中にお時間を

いただきまして報告会をさせていただくことになっておりますので、改めまして、詳しくは報告

会でお話しをさせていただきたいと思います。 

○議長（川 正男君） 佐藤議員。 

○議員（５番 佐藤 湛陽君） 以前、私が海外旅行をしたときに思ったことは、一言で言うと、

短期移民のようなものと思った。短期移民とは、短期間でその地に滞在している、お金を落とし

てくれるという意味で、私がその地に行くことでそこに貢献しているなと思ったことがありまし

た。市長はどのように感じたか、まず１点目。 

 ２点目は、百聞は一見にしかずという言葉があるように、市長も既に視野は広いと思いますが、

時間ができたならば、なるべくいろんなところを見てはいかがでしょうか。 

 以上２点、とりあえず。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 今、インバウンド政策を進める中で、再三申し上げていますように、国

内旅行者に比べて海外旅行者のほうがいわゆる観光消費額が多い、そういうデータもしっかりあ

りますので、そういう視点で今、取り組みを図らせていただいておりますので、今回はアウトバ

ウンドというか、私どもが海外に出たわけでありますので、もちろん現地の方から見ればそうい

う思いで我々を迎え入れているものと、このように思っております。しかし、私自身は、今回は

先ほどから申し上げていますように、３つのミッションを持ってお邪魔したわけでありますので、

欧州の地元経済効果という観点よりも、我々の３つのミッションをしっかり確保していくという

ことが重要で、この８日間、これに専念をさせていただいたということであります。 

 それから、２点目は、今後、本当に社会経済情勢が大きな転換期にある中で、やっぱり見聞を

深めて、いろんな知識を得て施策に生かしていくというのが重要であると思いますので、これは

海外のみならず国内も含めて、しっかり見聞は広めていきたいと、このように考えております。 

○議長（川 正男君） 佐藤議員。 

○議員（５番 佐藤 湛陽君） この地方創生推進交付金事業外の中に３つのミッションのことが
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うたわれておるわけでございますが、その中で１つ目のことですが、観光プロモーション事業に

ついてですが、多くの民間の観光事業との面談をして、先ほどから３年後の東京オリンピックの

事前キャンプ誘致の相談を行ってきたということでございますが、今後、うきは市について認知

度向上のために具体的にどのようなＰＲをしてきたかというのが１点目。 

 ２点目ですが、オランダの交流についてということで、私はこの事業概要を見てみましたが、

アーティスト・イン・レジデンス事業については、まだまだ地元の人には知られていないんじゃ

ろうかと思うわけですよ。私もこの事業概要を見て初めてわかったんですが、この点について周

知がまだまだ不十分だろうと思いますが、その点についていかがか。 

 その２点、以上。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） まず１点目でありますが、オランダ、フランスともども、しっかりうき

はをアピールしてまいりました。うきはは、いつも申し上げていますように、フルーツ王国うき

はということで、年間を通してフルーツの生産が盛んであるということ、そうすると、これまで

もオランダの方、フランスの方、うきはにおいでいただいていて、口々にうきはの自然に感動を

なさっておりますので、今うきはは、この自然あるいは歴史資源等も含めて、今あるもの、地域

資源を掘り起こして、ブラッシュアップして、それを武器に、今、いろんな観光を含めた地域お

こしに生かしているんだと、こういうことで説明をさせていただいております。 

 先方から見ますと、観光という視点でいくと、やはりうきはだけではなくて、もっと広域的な

連携の中でＰＲをされたらどうかというアドバイスもいただきましたので、まさに広域連携等も

進めさせていただいておりますので、そういうことで、また検討していきたいなと、このように

思っているところであります。 

 それから、アーティスト・イン・レジデンス事業を例えに、今、文化の交流が市民の皆さんに

浸透していないんではないかという、そういう御質問をいただきました。私は再三申し上げてい

ますように、今、大きな過渡期を迎えている我が国の中にあって、地方創生の争点は創造する、

「造る」という言葉であります。これは全く前例が通用しない新しい発想のもとで、新しいまち

づくりを考えなくてはいけない、そのためには、やっぱり感性というか、文化力を養うことが非

常に重要ではないかということで、ことしから幼児を対象にリトミック教育、いわゆる音感教育

なんかをやって、文化力あるいは感性豊かな子供につなげようという取り組みをやっているとこ

ろであります。 

 今後、なかなかそういう気持ちが市民の皆さんに伝わっていないのではないかという御指摘が

ありますので、いろんな場を通じて、まさに文化力をつけること、そして、感性豊かな人材を排

出することが、このうきはの新しい地域おこしにつながるということをしっかり御説明してまい
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りたいと、このように思っております。 

○議長（川 正男君） 佐藤議員。 

○議員（５番 佐藤 湛陽君） 地方創生の取り組みの一環として、うきは市の基幹産業である農

業を取り巻く自然環境を科学的に証明し、その環境をうきはテロワールと名づけて、農業の高付

加価値化とそれに伴う地域活性化に取り組んでいることから、フランスにおける農業視察に行か

れたと思います。 

 そこで、フランスのボルドーといえばワインの産地で有名であるが、我がうきは市も巨峰を初

めとするブドウの産地であり、地勢的にも特徴が類似しているということで視察に行かれたよう

だが、現地の人たちとのどのような意見交換があったか伺いたいんですが。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） まず、私どもの観光プロモーションにもつながるんですが、フルーツ王

国うきはの説明と同時に、例えば、ブドウを例にとって巨峰とかピオーネを初め４７種類のブド

ウが生産されているという御説明をしたら、本当に驚いておられました。ただ、現実的にはほと

んどが生食用のブドウでありますが、御当地ボルドー地方とかアルザス地方は、加工というか、

ほとんどがワインでございます。うきはで生産されている４７のブドウの品種とは全く異なるも

のでありまして、その後、ボルドー地方、アルザス地方と、そして、うきはの地勢、地形等につ

いてしっかり意見を交換したところ、先方も、なだらかな丘陵地、その中で水はけのよさ、保水

力を生かしたブドウの生産、そしてワインの加工ということをやります。そうしますと、このう

きはの耳納北麓一帯の丘陵地と全く地勢、地形が一致することがお互い共有され、先方からの提

案としては、ぜひ本格的なボルドーで生産しているワイン用のブドウを、先方ではワインを醸造

するためのブドウの品種というのは２種類しかないらしいんですが、そのブドウの品種をぜひう

きはでつくってみてはどうかという御提案なんかも今いただいているところであります。 

○議長（川 正男君） 佐藤議員。 

○議員（５番 佐藤 湛陽君） それでは、２番の総合産業である観光によるまちづくりについて、

平成２６年９月議会の折、私が総合産業である観光によるまちづくりについて、観光理念、観光

行動、観光消費、観光が生み出す経済効果について質問させていただきました。そのとき、市長

から、観光は多くの産業に幅広くかかわり合いがある総合産業であり、市にとっても重要な産業

であると認識している。観光による消費の多くは市の外からもたらされるものであるので、それ

を地域でしっかり受けとめることにより、地域経済の活性化にも大きく寄与するものと考えてお

り、また、観光消費の特色は、そのお金が地域に還流する比重が高いことにある。観光は、うき

は市内で生産される産物、産品や人的な資源を有効に活用し、地域の中でお金を循環させるため

の重要な経済システムを担うものと捉えることができる。そこで、観光はすそ野が広い産業であ
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り、市にとっても外貨を稼ぐための重要な産業であるという認識のもと、振興に向けて対応を

図っているところである。市としても経済循環を高めるため仕組みを構築できるように努力して

まいりたいと思っておりますという答弁をいただきました。 

 そこで、（１）平成２６年９月の定例会の一般質問で、観光は外貨を稼ぐ重要な産業であり、

市としても経済循環を高めるための仕組みを構築していきたいとのことだったが、仕組みはどう

なったのか、また、それをどう実行しているか伺う。 

 平成２６年１２月の議会の折、観光庁の発表によると、仮にうきは市での定住人口が１人減少

した場合、それだけ域内の年内消費額というのが減少して経済が衰退してくるわけだが、それを

観光客、日帰り客なら１年間７９人、宿泊客なら２４人、外国の旅行客なら７人がうきは市に訪

れればカバーできるということだった。また、平成２６年９月の市長の答弁の中では、地理的に

もアジアからの玄関口となる福岡空港、博多港からも近いうきは市は、外国人観光客の誘致につ

いても可能性がある。よって、近隣のアジア諸国ではなく欧米諸国についても重要なターゲット

になると考えられるので、今後、インターネットやＳＮＳなどメディアを活用した情報発進も重

要になると思われる。このような状況の中、うきはブランド推進隊が中心となり、英語による情

報発進についても強化を図っているということでした。 

 そこで質問、（２）インバウンド観光に向けて、どのような情報発信をし、その結果どれくら

いの入り込み客数や経済効果が上がっているかを伺う。 

 また、その一環としてうきはブランド推進隊が韓国釜山の旅行会社を訪問し、うきは市をＰＲ

するとともに、誘客に向けた旅行商品の造成に対し働きかけを行っているということだったが、

そこで質問、（３）以前、韓国の旅行会社を訪問し、旅行商品の造成に働きかけを行っていると

のことだったが、訪問した結果や現在までどのような成果があったか伺う。 

 平成２６年１２月の議会の折、うきは市内に、スイーツ＆フルーツコレクション、森林セラ

ピーや棚田オーナー制度などの特色のあるイベントなどが多く存在している。これらの既存のイ

ベントに磨きをかけることでリピーターはさらにふやしていけると考えられるので、市としても

積極的な支援を行っている。さらに、新たな観光資源の発掘も重要となってくる。市内には古墳

や日本書紀にかかわる遺跡等を初めとした歴史的資源豊かな農村空間など、現状では大きなニー

ズはないものの、今後、人を呼び込むために重要な資源となり得るものが多く内在している。新

たな観光資源を発掘し既存の資源との連携を図ることにより、うきはをアピールし、一層魅力を

高めていくことが重要であるということでした。 

 そこで、ガストロノミーツーリズムという言葉を聞いたことがありますか。グリーンツーリズ

ムなら私も知っていますが、どういう意味かといいますと、その土地を歩きながら、その土地な

らではの食を楽しみ、その土地ならではの歴史文化を知る旅ということだそうです。 
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 そこで、質問、（４）観光コースをつくる場合、ほとんどが若者や一般の人を対象としたコー

スが多いと思うが、高齢化になった現在、古墳や日本書紀にかかわる遺跡といった歴史資源を取

り入れた中高年向けのコースを考えたらどうか。 

 以上４点。 

○議長（川 正男君） 答弁、髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま総合産業である観光によるまちづくりについて、大きく４点の

御質問をいただきました。 

 １点目が、観光は外貨を稼ぐ重要な産業であり、経済循環を高めるための仕組みはどうなった

のかという御質問についてでありますが、平成２６年９月の一般質問で、総合産業である観光に

よるまちづくりについて、大きく６点の御質問をいただいておりました。その中で、観光が生み

出す経済効果についての御質問があり、市内のさまざまな関係者との連携の中で、これまで以上

に経済循環を高めるための仕組みを構築できるよう努力していきたいと答弁をさせていただきま

した。 

 御承知のとおり、観光は移動や宿泊、食事、おみやげの購入などの消費を伴うすそ野の広い産

業であり、地域経済の活性化に対し大きな効果をもたらすものであります。しかしながら、観光

客の増加と観光消費の増加を連動させるためには、受け入れ側の努力も必要となってまいります。

具体的には、サービスの向上やブランド力の高い魅力ある商品の開発など、さまざまな対応を

図っていく必要があるとお答えをしております。 

 地方創生の大きな流れの中、市では、地域内の経済循環を高めるため、うきは地域総合商社を

立ち上げました。市外から外貨を稼ぐことを目指し、お土産となる新商品の開発や特産品の域外

への販売の取り組みを始めております。あわせて、観光地域づくり、いわゆるＤＭＯの取り組み

も始まっており、イベント開催や旅行関係事業者への営業など、観光協会、商工会、温泉組合、

うきはの里株式会社など関係団体との連携はもとより、うきは市民も巻き込んだオールうきはで

取り組む新しいうきはならではの着地型観光の仕組みづくりを進めているところであります。 

 ２点目が、インバウンド観光に向けてどのような情報発信を行い、入り込み客数や経済効果は

上がっているのかという御質問についてでありますが、国内のインバウンドの状況についてであ

りますが、観光庁によりますと、平成２８年中の訪日外国人旅行者は２，４００万人、これは対

前年度比１２３％増となっております。旅行消費額も４兆円を超えて、年々増加をしているとこ

ろであります。平成３２年度の４，０００万人、消費額８兆円を計画目標として推進していると

ころであります。 

 このような中で、うきは市では平成２６年度に観光ツーリズムプランナーとしてインバウンド

の推進をミッションとした語学が堪能な地域おこし協力隊を配置して、アジアを中心としたプロ
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モーションやオランダとの文化交流を通してアーティスト・イン・レジデンス事業などを実施す

るとともに、ＳＮＳやホームページ等で観光情報発信に努めてまいりました。また、昨年度から

は、台湾や韓国の若い世代に影響力のある有名なブロガーをうきは市に招き、フルーツ狩りや食

事、観光名所などを回ってインスタ映えするうきはの画像を海外へ発信しているところでありま

す。また、今年度は外国語版の観光案内パンフレット、これは英語、韓国語、中国語の３カ国語

となっておりますが、このリニューアルも行っているところであります。 

 次に、外国人の入り込み客数でございますが、うきは市での把握はできておりませんが、道の

駅うきはの観光案内所を訪れる外国人は、平成２７年度が１３３名、平成２８年度が２１６名、

対前年度比１．６倍となっております。筑後川温泉の宿泊客は、平成２９年度の１１月時点で

１，４６４名となっており、平成２８年度同期と比較しますと、前年度比６倍の増加となってお

ります。経済効果につきましては試算できておりませんが、平成２７年度の観光庁の試算では外

国人旅行者の１人当たり消費額が約１７万６，０００円となっておりますので、経済効果につい

ても一定の成果が上がっているものと推測をしております。引き続き関係団体等と連携して、う

きはの地域資源を生かしたインバウンド推進を図ってまいりたいと思っております。 

 ３点目が、韓国の旅行会社へ訪問した結果、どのような成果があったかという御質問について

でありますが、韓国でのプロモーションにつきましては、ＪＲ九州久留米鉄道事業部、うきは市、

久留米市、日田市で構成する久大本線観光連絡会を中心に行っております。昨年度までの３年間

は、釜山において現地旅行会社と商談会を行いました。また、韓国の旅行会社の担当者を当地に

招聘し、うきはの魅力的な観光資源の紹介を行っております。さらに、昨年からは筑後川温泉旅

館関係者も現地に同行し、直接商談を行っております。 

 なお、ことしからは、商談会の開催地をソウルに移し、３市の観光資源とモデルコースの提案

を行っております。 

 取り組みの成果につきましては、各旅行会社が主催する視察は実施されておりますけれども、

新しい旅行商品の開発までには至っておりません。しかしながら、先ほどお答えしましたように、

筑後川温泉の宿泊客については、かなりの増加となっておりますので、引き続き、韓国だけでは

なく台湾などアジアでの観光プロモーションを推進していきたいと考えております。 

 ４点目が、観光コースをつくる場合、古墳や日本書紀に係る遺跡といった歴史資源を取り入れ

た中高年向けのコースを考えたらどうかという御質問についてでありますが、観光コースにつき

ましては、観光協会のホームページでモデルコースを紹介しております。「うきは体感」、「う

きは散歩」、「うきは＋足をのばして」と、３つのジャンルに分けて、水や自然、白壁、棚田、

五庄屋、パワースポットなど市のさまざまな観光資源が入った魅力ある観光コースを１０本御提

案しております。また、最近は、自転車でめぐるサイクリングマップも作成し、着地型観光の推
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進を図っているところであります。 

 若者向けのコースが多いのではないかという御指摘でございますが、現在のコースも中高年の

お客さんも十分に楽しんでいただけるものと思っております。御提案いただきました歴史的資源

を取り入れたコースづくりでございますが、国指定の装飾古墳や２０２０年に編さん１，３００

年を迎える日本書紀には、うきはの名が登場するなど、数多くの歴史資源がございますので、引

き続き魅力ある観光コースを提案してまいりたいと考えております。 

○議長（川 正男君） 佐藤議員。 

○議員（５番 佐藤 湛陽君） 観光は外貨を稼ぐ重要な産業であるということでございますので、

経済循環を高めるための仕組み構築ということでございますが、これにつきましては、組織の明

確化を図り、やっぱりそれぞれ責任を持たせることが重要ではないかと思うわけでございますが、

いかがでしょうか。１点目は。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） まさに明確化を図ったらどうかという御指摘でありますが、先ほどから

答弁させていただいていますように、ＤＭＯへの取り組みなんかはその最たるものではないかと

思います。ＤＭＯというのは、わかりやすく説明しますと着地型観光ですね。今までの観光とい

うのは発地型観光ということで、東京とか大阪とか福岡の一定のエージェントが机上で、そして、

もしうきはの観光商品ということでありますと、うきはの特定の観光事業者と机上で商品をつく

り上げるということが大きな主流であったんですが、これからは着地型、まさにうきは市民３万

全ての市民の皆さんがうきはの観光にかかわっていただけるような、そういう着地型の観光を今、

目指しているところであります。 

 先日も東京に住む高校生の若者が今回の朝倉の災害支援で訪れた際、うきはに立ち寄って、こ

のうきはの自然に感銘をした。そして、何よりもうきは市民のお一人お一人というか、市民の皆

さんの人情、優しいおもてなしに感動したというお便りを先日いただきました。あるいは、先日

東京に住むコミック家というか漫画家の方が、うきはを題材にしたコミック本を出版する、その

動機も、その漫画家の方が中学時代にうきはを訪ねて、このうきはの人々の優しさ、おもてなし

のすごさに感銘を受けて漫画化に踏み切ったというコメントがつけられておりますけれども、そ

のように、市民の方お一人お一人がおもてなしをすること自身も、やっぱり観光に携わるものだ

と、このように考えておりますので、まさにオールうきは、着地型の観光を大きな旗印に観光振

興を今、進めようとしているところであります。 

○議長（川 正男君） 佐藤議員。 

○議員（５番 佐藤 湛陽君） 今、外国からの入り込み客については聞きましたけど、現在のう

きは市についても、若干道の駅についても聞かれましたけど、旅行の目的は観光なのか、あるい
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は次の観光地に行くための中継点なのか、その点、どういうふうなことでうきはに入り込んでい

るかということを知りたいんですが、いかがですか。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 先ほど筑後川温泉の宿泊客が、インバウンド客が対前年度比６倍伸びて

いるという御説明をさせていただきましたが、これなどは明確に、うきはを訪ね、うきはの地で

体を休めたいという目的のもとに来ていただいているものと、このように承知をしております。 

○議長（川 正男君） 佐藤議員。 

○議員（５番 佐藤 湛陽君） 私は平成２６年１２月の議会の折、タイの旅行社の担当者を招き、

白壁通りの散策や柿狩りを体験してもらい、旅行商品にうきは市を入れてもらうように働きかけ

を行うなど、多様な機会を活用して外国人観光客の誘致を積極的に行っているところですと。ま

た、インバウンド対策としては、英語、中国語、韓国語表記のパンフレットを作成し、最低限の

案内ができるように対策を図っているということだったが、３年経過した今現在、どのような成

果があったのか伺いたいんですが。 

○議長（川 正男君） 髙木市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君） 先ほども答弁させていただきましたが、外国語版の観光案内のパンフ

レットも３カ国語でございますが、リニューアルも行って、積極的に外国人の入り込み客の対応

を図っているところであります。先ほど道の駅うきはあるいは筑後川温泉の外国の方の入り込み

客の具体的な数字を申し上げたところでありますが、その数字にあらわれているように、年々多

くの外国の方も訪れてきていると、このように承知をしております。 

○議長（川 正男君） 佐藤議員。 

○議員（５番 佐藤 湛陽君） また平成２６年の１２月議会の折に、うきは市内では古墳や日本

書紀にかかわる遺跡を初めとした歴史的資源豊かな農村空間など、現状では大きなニーズはない

ものの、今後、人を呼び込むための重要な資源となり、得るものが多く内在しているということ

だった。 

 そこで、うきはテロワールですね、ここにうたわれているように、うきは歴史テロワールの旅

ということで、古代、中世、近世というかな──のうきは市はどんなところかという題で、装飾

古墳、山城日本名水百選の水をめぐる旅を企画してみたらどうかということと、もう一点は、今

までも結構多いんですが、大石堰、袋野隧道の旅についても、そして、あるいは景行天皇巡行の

概要ということで私は調べたんですが、せっかくなので景行天皇の巡行の足跡をたどると題して

企画したらどうかなと思って、以上３点について伺いたいんですが。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 御指摘のように、うきはは多数の歴史資源があると、このように承知を
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しております。特に３年後、東京オリンピックの年は日本書紀編さん１，３００年であります。

８年前の古事記のときにはうきはの描写がなかったんですけれども、今回の日本書紀には、景行

天皇を初め幾つものうきはに係る話が記述されております。もともと古事記も日本書紀も初期の

天皇の生い立ち等について触れたものでありますけれども、非常に景行天皇のみならず、いろん

な歴史にかかわりのあった、このうきはの地というのは、そういう要所にあったということがわ

かってまいりました。 

 そこで、今、うきはテロワールの歴史バージョンというのはおかしいんですが、「歴史で見る

うきはテロワール」という冊子を新たにつくったところであります。でき上がったばっかりで、

まだ議会のほうにも詳しく御説明をしておりませんけれども、しっかり御説明し、また、市民の

皆さんにも歴史的に由緒あるうきはということをしっかり普及を図って、それをまた観光につな

げるような施策に持っていきたいと、このように考えております。 

○議長（川 正男君） 佐藤議員。 

○議員（５番 佐藤 湛陽君） ３．所有者不明の土地について、（１）国内の所有者不明の土地

が、２０１６年時点で約４１０万ヘクタールと九州の面積の約３６７万ヘクタールを超えている

という。所有者が死去後も相続登記されず、世代を重ねるうちに持ち主不明になっているケース

が多いようだ。こうした土地は、既に公共事業の停滞や土地の有効利用阻害などに多く問題が生

じているが、うきは市の所有者不明の土地の実態はどうなっているのか、また、どう対処してい

るか伺う。 

 （２）所有者はわかっているが、土地の管理ができない場合、施設入所、遠方居住等の周囲へ

の迷惑・危険防止などに対してどのように対処しているか伺う。 

 （３）所有者不明の土地の固定資産税はどうなっているのか。徴収しようがない場合、土地の

放棄をしたとみなし、没収等はできないのか。 

 以上３点。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま所有者不明の土地について大きく３点の御質問をいただきまし

た。 

 １点目が、所有者不明の土地の実態についてのお尋ねでありますが、所有者不明の土地につい

ては、増田寛也元総務大臣を座長とする民間有識者による所有者不明土地問題研究会がことしの

６月に取りまとめた、持ち主を特定できない所有者不明の土地が２０１６年時点で全国に４１０

万ヘクタールという独自推計を公表したところであります。所有者不明土地は、公共事業の実施

の支障、土地の有効利用阻害、空き家対策、農地や森林の荒廃等さまざまな影響が想定され、今

後、ますますそういった実態が広がるものと、このように思っております。 
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 うきは市における現在の対応状況としては、所有者不明の原因となる相続未登記の問題につい

て、相続登記が完了するまでの間の措置として、死亡届の手続の際に、相続人の中から相続人代

表者の選定をお願いする相続人代表指定届の提出をお願いしているところであります。 

 なお、国土交通省が所有者不明土地の有効活用に向けた新法案を来年の通常国会に提出すると

の報道があっておりますので、今後、国の動向も注視しながら適切に対処してまいりたいと思い

ます。 

 ２点目が、土地の管理ができない所有者への対応についての御質問でありますが、周辺住民や

区長さんからの苦情・相談を受けた管理不全の土地について、家屋等がある場合は外見黙視によ

り現地調査及び写真撮影を行い、所有者等へ適正管理に関する依頼文書及び現況写真を送付して

おります。遠方で管理が難しい場合は、市内で管理業務をされている事業者一覧を同封すること

もあります。また、解体したほうがよいと思われる空き家につきましては、空き家解体の補助金

のお知らせも入れているところであります。送付後も改善が見られないときは再送付をしており

ますが、それでも改善が見られず、空家等対策の推進に関する特別措置法で定めている特定空き

家に該当する場合は、認定をしまして指導していくこととなります。また、更地の管理不全につ

きましては、場合によっては関係住民から改善要望の嘆願書を取りまとめ、所有者にお知らせと

して送付している場合もあります。 

 ３点目が、所有者不明土地の固定資産税についてのお尋ねについてでありますが、固定資産税

は、毎年１月１日現在の所有者に対して課税され、所有者は原則として登記簿上の所有者となっ

ております。土地の所有者が死亡した場合、相続登記が完了するまでの間の当面の措置として、

先ほども申し上げました相続人の中から選定していただいた相続人代表者に固定資産税をお願い

しているところであります。 

 また、所有者が全くわからない場合に、土地の放棄とみなし没収等はできないかと御質問もい

ただいております。民法第２３９条第２項では、所有者のない不動産は国庫に帰属するという規

定があります。現状では、国に不動産を帰属させることで土地を放棄できることとされているこ

とから、所有者が全くわからない場合には土地の放棄とならず、国庫に帰属させることは困難な

状況でございます。法務省は、有識者を集めた研究会を立ち上げ、土地を放棄できる仕組みにつ

いて議論を開始したとの新聞報道もあっておりますので、そういった国の動向も見守りながら、

適切な課税に努めてまいります。 

○議長（川 正男君） 佐藤議員。 

○議員（５番 佐藤 湛陽君） 現に私の地域では、所有者がわかっているが土地の管理ができて

いないところがあり、地元の方に大変迷惑をかけているわけでございます。その状況としては、

子供たちの登下校の折、また、地元の人たちの日常生活において大変危険であるので支障を来す
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ということで、早く解決してほしいというのが地元民からでございますが、この点についていか

がですか。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 空き家の中でも、すぐさま利用できる空き家については、空き家バンク

制度で今いろんな移住、定住の受け皿として最大限の活用をさせていただいているところであり

ますが、空き家の中にはどうしてもそのまま住まうことは不可能であろうという空き家がござい

ます。そういうことにつきましては、今、議員御指摘のように、安全・安心の面、あるいは公衆

衛生の面で本当に課題が大きいものがありますので、先ほどから答弁させていただいていますよ

うに、しっかり所有者の皆さんにそういう現状をお伝えして、適正な管理をしていただくように

お願いをしているところであります。 

○議長（川 正男君） 佐藤議員。 

○議員（５番 佐藤 湛陽君） この点につきましては、後で同僚の議員が質問しますので、私は

次の質問に移らさせていただきたいと思います。 

 ４．行政改革推進委員会答申を反映した予算や補助金のあり方について、平成２８年１０月

１８日付で平成２９年度予算編成の方針についてという中で、総括事項で教育面において将来を

担う子供たちが確かな学力を持ってたくましく生き抜く力を身につけ、これからの人生をしっか

りとした足どりで歩んでいけるような教育の推進、その一方で、縮小していく社会へ対応すべく

現在の実施している事業を行い、効果の薄いものについては、そのあり方を再考すべきときであ

る。昨年度から２年間うきは市行政改革推進委員会に諮問し、現在、実施している事業の検証を

行ってきた。同委員会答申を推進するとともに、本年度中に作成予定である公共施設など総合管

理計画に沿った既存施設の統廃合を推進し、痛みを伴う改革も勇気を持って実行していくことが、

将来うきは市を考えた上で極めて重要なことである。このような大きな時代の流れを的確に捉え、

官民協力や地域間の連携を積極的に図りながら、身の丈に合ったうきは市の行財政運営を確実に

実行していかなければならない。本市の財政状況は歳入面では一般財源の大部分を占める地方交

付税加算が減少する見込みに対し、歳出面では社会保障に要する扶助費が増加しており、一層の

計画的な財政運営が求められているということが記載されていますが、そこで、（１）これまで

予算編成方針に行政改革推進委員会答申は尊重されたのか、また、検証したのか、検証した場合、

その結果はどうだったのか伺う。 

 市の交付する全ての補助金のあり方についての答申、平成２３年５月３０日の諮問に対して、

平成２３年１１月３０日付の答申では、１．運営補助金については１０％削減を原則とし、使途

基準の見直しを図ること。２．答申については最大限尊重し、平成２４年度予算より実施するこ

と。３．削減の実施については、交付団体の理解を得て、行政の信頼を失わないように努めるこ
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と。 

 そこで質問。（２）補助金は交付自体が既得権となり、見直しが難しいと思われてきたが、そ

こをあえて打破する勇気が今こそ重要と思われる。そこで、終期を決めて原則廃止にするサン

セット方式を取り入れてはどうか。 

 以上２点。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま行政改革推進委員会答申を反映した予算や補助金のあり方につ

いて、２つの御質問をいただきました。 

 まず１点目が、行政改革推進委員会答申が予算に反映されたのか、また、検証されたのかにつ

いての御質問でありますが、行政改革推進委員会からは、平成２３年１１月に補助金のあり方に

ついて、そして、平成２６年９月に公共施設の有効活用について、さらに、平成２９年１月には、

具体的な１６事業の検証結果について答申を頂戴いたしております。 

 まず、補助金のあり方では、運営補助金について１０％削減を原則として見直す旨の御指摘を

受けたところでありますが、これに対しては、各種団体等と調整を行った上で、実現可能なもの

については、平成２４年度以降の予算に反映をさせてまいりました。結果として、８５件の補助

金のうち６件の補助金を廃止するとともに、６４件について削減を行い、平成２６年度予算にお

いては、全体で１，２１３万円の削減を行ってきたところであります。 

 公共施設の有効活用につきましては、答申の内容を踏まえて、平成２９年３月に公共施設等総

合管理計画を策定させていただきました。今後、これに沿って施設の維持管理や整備を進めてい

くことになりますが、長いスパンでの計画実行になりますので、各年度の予算編成作業の中で継

続して検証していくことにしております。 

 １６事業の検証結果に係る答申につきましては、平成３０年度の予算編成方針において、答申

内容を十分検証した上で予算要求に当たるよう指示をしているところでございます。いずれにい

たしましても、答申の内容につきましては、今後の予算編成作業の中でしっかり検証してまいり

たいと考えております。 

 ２点目が、補助金にサンセット方式を取り入れてはという御提案でございますが、議員御指摘

のとおり、補助金のサンセット方式とは、補助金の交付に当たって、例えば、原則３年といった

終期を設定し、終期の到来時には改廃を含めてゼロベースで見直すというものでございます。時

代の変遷と多様化する市民のニーズに的確に対応するために、このサンセット方式を取り入れて

いる自治体もあると認識をしております。うきは市におきましても、長期にわたり継続して運営

費に対する補助金を交付している団体が複数あります。本来、団体は自主財源で自立した運営を

行うべきものでありますが、団体の性格上、運営費の補助が必要な団体が存在することも、また
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事実であります。そういった点では、本市においては毎年毎年ゼロベースでその公益性や公平性

等を判断した上で、必要な補助金について予算を計上させていただいているところでございます。 

 いずれにしましても、地方自治法第２３２条の２に、「普通地方公共団体は、その公益上必要

がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。」と規定しているとおり、目的が曖

昧なものや公益性や公平性を欠くものに補助金を交付するわけにはいきません。サンセット方式

を含めて適切な補助金の交付のあり方を検討してまいりたいと思います。 

○議長（川 正男君） 佐藤議員。 

○議員（５番 佐藤 湛陽君） 先ほど言ったと思いますが、総括事項の中に、教育面において将

来を担う子供たちが確かな学力を持ってたくましく生き抜く力を身につけ、これからの人生を

しっかりとした足どりで歩んでいけるような教育の推進と上げられていたようだが、これは何を

根拠として言われたのか伺いたいんですが。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 御指摘のように、将来を担う子供への教育施策というのは、本当に重要

なものだと、このように認識をしております。そういう中で、平成２８年の３月、昨年の３月で

ございますが、うきは市教育大綱というのを初めて策定をいたしました。その中で、今議員御指

摘のように、社会を生き抜く力をどう養わせるか、そして、２つ目が、学力向上に向けてどのよ

うな取り組みをするか、さらには、うきは市らしい特色ある教育をどのように展開するかという

大きな三本柱の中で、この大綱を策定し、この大綱に基づいて、種々各種事業を進めさせていた

だいているところであります。 

 そんな中で、先ほどからお話しをしておりますように、やはり創造性豊かな子供というか、次

代を担う子供たちには、そういう感性とか文化力を養っていただきたいという考えのもとに、リ

トミック教育であったり、アーティスト・イン・レジデンスであったり、種々の事業を今、展開

をさせていただいているところであります。なかなか私どもの思いがまだまだ市民の皆さんに伝

わっていないということであれば、いろんな機会を捉えて、今、うきは市がいかに将来を担う子

供たちの教育施策にいろんな方面で取り組んでいるということを御説明したいと思いますし、ま

た、ホームページ等についても、うきは市の教育施策について、もっと若いお母さん、お父さん

たちに見ていただけるよう、そして、うきは市がこれだけ教育施策を熱心に取り組んでいるとい

うことがわかられるよう、しっかり随時更新しながらアピールをしていきたいと、このように考

えているところであります。 

○議長（川 正男君） 佐藤議員。 

○議員（５番 佐藤 湛陽君） これも前言ったと思いますが、公共施設など総合管理計画に沿っ

た既存施設の統廃合を進め、痛みを伴う改革も勇気を持って実行していくことが将来のうきは市
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を考えていく上で極めて重要なことである。そこで、平成１６年の公立保育園の運営費や施設整

備は一般財源から出されており、全国的に保育所の民営化が進行している中、うきは市において

も、公立保育園の民営化、統廃合を計画し、浮羽町域では、平成２５年度３月末に新川・小塩保

育所を廃止し浮羽保育所に統合し、同年度末に山北保育所も廃止し、うきは幸輪保育園が開設さ

れました。 

 そこで、吉井町域の公立保育園の民営化について、現在、吉井町域には若葉、千年、千草、い

ずみ保育園の４園の公立保育園があり、若葉保育園は平成１４年度から建築で、その他の３園は

昭和５３年から５７年度に建設され、いずれも３０年以上経過しています。まずは既存の建物が

利用ができ、定員の規模、立地条件など、また、今後の入所児童の動向を見ながら統廃合する園

や新設の場所などを検討していくこととなると思うので、しっかり利用者や当事者の意見を聞き

ながら慎重に審議して結果を出していただくようにお願いしたいと思いますが、もう最後１分だ

から、お願いします。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 保育所、保育園の統廃合並びに民営化については、今、議員御指摘のと

おり、今までは浮羽町域を中心に進めてきました。今後は吉井町域におきましても、今、御指摘

のような線で、今、関係団体、関係者の皆さんと今、協議をさせていただいているところであり

ます。 

 やはり人の脳というのは大体１０歳で固まるというふうに言われております。今まさに、ずっ

と再三申し上げていますように、特に幼児を中心として、やっぱり多様な教育というか、文化の

視点も含めて、本当に感性豊かな子供に成長していただけるような、種々いろんな取り組みとあ

わせて、この組織のあり方について、しっかりそれと並行しながら取り組みを進めていきたいと、

このように考えているところであります。（「終わります」と呼ぶ者あり） 

○議長（川 正男君） これで、５番、佐藤湛陽議員の質問を終わります。 

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 

○議長（川 正男君） 次に、２番、水英一議員の発言を許可します。２番、水英一議員。 

○議員（２番 水 英一君） おはようございます。私は、平成２８年４月１４日並びに１６日

に発生しました熊本、大分地震災害後の６月、地域防災の件で一般質問をしております。また、

本年６月、河川整備等についての一般質問後、５０年に１度と言われる中、まさかのことし７月

５日から６日に起きた九州北部豪雨災害、いつ、どこでという思いが、不安がよぎったところで

す。当市より派遣されている２名の職員の方へ、鋭意に感謝をしたいと思います。 

 そこで、過去２度にわたる質問に関連するかとは思いますが、よろしくお願いいたします。 

 また、通告書提出後、次々と新法案などの提出の報道がなされています。このことも含め、確
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認が主となる質問になることを御了承いただきたいと思います。 

 ここで、失礼ですが、通告外でございますが、先日の太宰府市議選につき市長の思いを一言で

もお聞きできればお願いしたいと思いますが。できなければ、もうよろしいですけどね。どうで

しょう、いかがでしょうか。 

○議長（川 正男君） では、ないということで。水議員。 

○議員（２番 水 英一君） では、また後日でもお聞きしたいと思います。 

 今回は、２つ目の質問についてお伺いしますが、まず初めに、１項目めの、土地や建物などの

所有者不明の実態についてお尋ねいたします。 

 平成２７年５月２６日、空家対策特別措置法施行後、空き家については、２８年６月の一般質

問でお聞きしています。対策、また活用については、ことしの６月の岩佐、諌山、両議員の質問

に対し、所管の働きによる答弁にておおむね理解はしています。要は、所有者不明の実態をお聞

きしたく、この質問となります。 

 そこで、１点目、平成２８年度に実施した空家等実態調査結果、７７６件、所有者の特定作業

は終わって、夏から意向調査の実施中でしょうが、固定資産調査など、現在までの進捗状況をお

伺いします。 

 ところで、補正予算で意向調査の委託料が３２万４，０００円減額となってということは、終

わっているのかもしれませんが、その辺をよろしくお願いします。 

 次に、２点目、７７６件の実態調査とは、居住として利用できない空き家の種類、住宅に該当

しない放置された建物などを含んでいるのでしょうか。行政として、確認、また検証につき、お

伺いいたします。 

 ３点目、先ほどの、５番佐藤議員に似通り、再度の答弁となると思いますが、近年ふえ続けて

いる所有者不明の土地、災害復旧や耕作放棄地の解消、空き家対策などへの障害、特に不動産登

記簿の相続登記、任意で義務がないため、更新がなされていないのが多く、相続不登記、その結

果放置され、子や孫の代になって、ネズミ算式に法定相続人がふえ続けていき、相続、売却もで

きなく、塩漬け物件となる現状です。国土交通省では、都道府県知事の裁定により一定の公共性

を持った事業が対象で、「５年程度」が、５年など「一定期間」と修正された利用権設定の骨子

をまとめた審議が進みつつあります。 

 そこで、難をする問題でしょうが、市長の抑止の対応など、考えがあればお伺いします。 

 以上、３点についてよろしくお願いいたします。 

○議長（川 正男君） 答弁、髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、土地、建物など、所有者不明の実態について、大きく３点の

御質問をいただきました。 
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 まず１点目が、空家等実態調査の結果に基づく意向調査の進捗状況についての御質問でありま

すが、空家等実態調査で判明した７７６件については、平成２９年９月に所有者意向調査を実施

しており、現在集計し、分析をしているところであります。 

 空き家の所有者の内訳は、市内居住者が３０８件、市外居住者２４９件、所有者が死亡してい

る空き家２１３件で、そのうち、相続代表者、納税管理人の届け出がない空き家が２２件ありま

す。また、そのほか所有者不明が６件となっております。 

 意向調査につきましては、約６００件実施をしており、利活用可能な空き家が４００件、中規

模修繕が必要な空き家が１２０件、大規模修繕、または解体が必要な空き家８０件となっており

ます。 

 なお、今回の意向調査では、個別に市へ相談があったもの及び７月の災害で被災された所有者

へは調査を行っていないところであります。 

 現在、意向調査に対する回収率は３６４件、６０％で、未回答については、今確認調査を行っ

ているところであります。 

 ２点目が、平成２８年度に実施した空家等実態調査に該当しない建物の確認、検証についての

御質問でありますが、実態調査では、住宅、店舗事務所、併用住宅等の建物を調査し、倉庫や物

置等については調査をしておりません。現在、周辺住民や区長等から苦情相談があったものをリ

スト化し、適正な管理を依頼しているところであります。 

 ３点目が、所有者不明土地問題の要因である相続未登記抑止についてでありますが、土地の権

利関係では、相続などで所有者が変っても、登記名義を変更するかどうかは任意であり、義務づ

けではありません。都市部と比較して資産価値の低い農地や山林では、登記が放置される傾向が

あります。先ほど、佐藤議員の御質問に対する回答の中でも申し上げましたように、うきは市と

しましては、死亡時の各種届け出の案内時に、相続登記促進の働きかけを行うとともに、相続登

記完了までの間の措置として、引き続き相続人代表者指定届の提出を求め、実際の所有者の特定

が困難になる所有者不明にならないように努めるとともに、今後の法改正の動向も注視して、適

切に対処してまいりたいと考えております。 

○議長（川 正男君） 水議員。 

○議員（２番 水 英一君） 空き家については、６月の定例会のときにもお聞きしております。

空き家の現況調査で、所在と所有者の把握が６０％近く終わっていますけど、適切な管理を促進

する意向調査を実施する途中でしょうが、終了は、今６０％ということは、減額になった理由も

聞きたいんですけど、この半年の間に、１１月までの所有者不明の建物数とか固定資産税などの

市税の滞納者数、滞納金額など、所管が分かれましょうが、発表できますかね。出ていますかね、

金額とかは。（「滞納金額」と呼ぶ者あり）そうですね、今調査の終わり次第の６０％の中で。
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例えば、所有者がわからなくて、徴税の未収入がある物件。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 先ほど答弁させていただきました。今、議員のほうで、平成２８年に調

査した実態調査と今回の意向調査がちょっと混乱しているところがあるかと思いますので、整理

しますが、先ほどから答弁させていただいていますように、２８年に調査した実態調査は７７６

件であります。そのうち、意向調査は約６００件。その差は、先ほどから言いましたように、個

別にうきは市に相談があったものであったり、ことしの７月５日の九州北部豪雨災害で被災され

た皆さんについては、その意向調査から外れていますので、そこが数字が合わないということを

まず御理解をいただきたいと思います。 

 そして、この６００件の意向調査については、まだ６０％の回収で、未回収がまた多いという

ことについてはしっかり受けとめさせていただいて、早期に回収ができるようにやらせていただ

きたいと、このように思っているところであります。 

○議長（川 正男君） 水議員。 

○議員（２番 水 英一君） 調査の途中ということでわかりましたけど、終了次第、報告のほ

うをお願いしておきたいと思います。 

 それから、これは２８年度だけど、水害後の問題でしょうが、年度年度で実態が変わりますが、

随時意向調査を行っていく考えはお持ちでしょうかね。 

○議長（川 正男君） 答弁、髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 住環境建設課長に答弁をさせます。 

○議長（川 正男君） 住環境建設課長。 

○住環境建設課長（江島 高治君） ただいまの御質問でございます。 

 空き家につきましては、それこそ周辺住民にいろんな迷惑がかかっているということで、現在

も区長さんを初め地域住民のほうから、そういった要望等といいますか情報が参っております。 

 現在、この調査に基づきまして、この空き家についてはデータベース化をしております。です

から、新たなそういった空き家等の苦情等が来ましたら、そのデータベースに入力いたしまして、

適切な助言、指導等を行っていっているところでございます。 

○議長（川 正男君） 水議員。 

○議員（２番 水 英一君） これは委託ですかね。所管がやっているんですかね、委託ですか

ね、お伺いします。 

○議長（川 正男君） 答弁、髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 住環境建設課長に答弁をさせます。 

○議長（川 正男君） 住環境建設課長。 
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○住環境建設課長（江島 高治君） 個別の案件につきましては、担当課のほうでそういった苦情

等を受け付けをいたして、データベース化をしているというところでございます。 

○議長（川 正男君） 水議員。 

○議員（２番 水 英一君） その件についてはよろしくお願いします。 

 それと、空き地、空き家を減らすため、買い手を見つけるのが難しい物件の取引を市町村が仲

介する制度を新設し、都市再生特別措置法の改正が検討されています。税負担軽減策や不動産取

得税軽減などを国が示しており、自治体としてどう判断されているのか、お伺いいたします。 

○議長（川 正男君） 答弁、髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 議員御指摘のように、国のほうでいろいろ検討なされているということ

は承知をしているんですが、まだ具体的な話がおりてきておりませんので、うきは市独自に対応

策についてはまだ策定していないところであります。 

○議長（川 正男君） 水議員。 

○議員（２番 水 英一君） この制度は、自治体、市町村の権限がありますので、今後空き家

物件解消の取り組みなどに、利便性があると思われます。よろしくお願いしておきます。議長、

続けていいですかね。 

○議長（川 正男君） はい、どうぞ。水議員。 

○議員（２番 水 英一君） それでは２点目ですが、いろいろ倉庫とかは含んでいないという

ことですが、空き家は賃貸のための住宅、売却する目的の住宅、別荘など、ふだんは人が住んで

いない住宅、何らかの理由によって、長期不在や取り壊す予定の住宅などの居住を目的とした住

宅を示し、その他の物件、さっき市長がおっしゃいました倉庫とかと言いましたけど、病院の病

院棟とかもあります。この放置された物件、かなりの数でしょうが、新たな実態調査をこれもや

るお考えはありますかね。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 住環境建設課長に答弁をさせます。 

○議長（川 正男君） 住環境建設課長。 

○住環境建設課長（江島 高治君） 病院等の施設の話でございます。現在行っておりますのが、

住宅とか店舗というところで空き家の調査を行っておるところでございます。まずは、その空き

家の今後の対応等のためのリスト化、調査をやっておるところでございます。 

 今後につきましては、今、議員さん言われますように、そういった施設等につきましては、市

としても調査を行っていかなければならないというふうに考えておりますので、今後またそう

いった件については検討をしていきたいというふうに思っております。 

○議長（川 正男君） 水議員。 
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○議員（２番 水 英一君） 固定資産税等にも影響がありますので、日々の検証をよろしくお

願いしておきます。 

 それから、公共施設については、総合管理計画の中で説明を受けております。ただ、有効活用

という物件が多く、この件につき速やかな成果を願うところです。答弁は結構です。 

 それでは、次に、３点目についてですけど、おっしゃられたとおり、国内で４１０万ヘクター

ルと、九州の面積３６８万ヘクタールを超え、年間１，８００億円の経済損失に上る、分からな

くなった土地があります。これは２０４０年には１．８倍の７２０万ヘクタールと、北海道の９

割、さらに、６兆円の経済的損失となる見通しと、所有者不明土地問題研究会──さっき市長が

おっしゃられました──が公表しています。 

 そこで、所有者不明の土地対策に納税情報活用と、国交省が法案の骨子をまとめています。自

治体の土地取得など、担当課が所有者を探す際に、従来は個人情報保護のため、税務課だけが利

用を制限されていた固定資産税の納税の情報を使えるようにするとし、納税者は、登記されてい

る人の子孫など、相続人であるケースが多いため、その情報が使えれば、所有者を探す有力な手

がかりになるとしています。これは、所管の横軸ともなり、今後、特に死亡者名義のまま放置し

ている場合、相続人の相続義務者の変更や相続人調査などに結果が出てくるのではないでしょう

か。 

 それから、公共事業に影響を及ぼしている所有者不明の土地、簡単でいいので、実態があれば

お伺いしたいんですが。 

○議長（川 正男君） 答弁、髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 先ほどから答弁をさせていただいていますように、国のほうでは、来年

の通常国会に法案を出すということで、非常に期待をしているところであります。議員御指摘の

ように、今うきは市では、道路においても、河川改修においても、いろんな公共事業を進めさせ

ていただいているんですが、かなりそういう土地不明者の案件はございます。苦慮しているとこ

ろも多々あります。かつ、また今うきは市は、国、あるいは県のほうにもいろんな事業のお願い

をしている中で、例えば福岡県にお願いしている県道の改修の中で、土地不明者がいて事業がな

かなか進捗しない。あるいは、国においては、国土交通省の河川事業において、そこらがネック

になって、なかなか事業が進まないというのを幾つも幾つも承知をしているところでありますの

で、今度の新しい法案にしっかり注視をしながら対応していきたいと、このように考えておりま

す。 

○議長（川 正男君） 水議員。 

○議員（２番 水 英一君） おっしゃられるとおり、今後、新法案による対処方法など出てく

ると思われます。 
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 ところで、所有者不明の土地、うきは市でどれだけの面積があるのか、わかればお伺いしたい

んですが。 

○議長（川 正男君） 答弁、髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ちょっと面積までは把握しておりませんので、またわかりましたらお知

らせをしたいと思います。 

○議長（川 正男君） 水議員。 

○議員（２番 水 英一君） ということは、固定資産税の徴税にどれぐらい支障が出ているの

かということも、これはどんなですかね、わかりますかね。 

○議長（川 正男君） 答弁、髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 税務課長に答弁をさせます。 

○議長（川 正男君） 税務課長。 

○税務課長（山崎 秀幸君） 今、水議員さんからの御質問ですけれども、先ほど面積について

は申しわけありませんが、面積までは把握しておりませんで、今後調査していきたいと思います。 

 それから、固定資産税に対する影響の関係ですけれども、先ほどの市長の回答の中にもありま

したように、相続人の中から代表者を選んでいただいて、そういった方にお願いしたりして対応

してきているんですけれども、現実的にやっぱり、それでも追い切れない部分がありまして、今

つかんでいる数字としては、年間５件程度発生している模様です。 

○議長（川 正男君） 水議員。 

○議員（２番 水 英一君） 後で、面積等についてはまた担当課のほうにお聞きしたいと思い

ますがね。 

 それから、相続未登記に対し相続人がわからず、死亡者名義での課税を続ける、死亡者課税で

すかね。また、徴収が困難で、課税から一旦外し保留をする課税保留、こういう物件の実態はあ

りますかね。 

○議長（川 正男君） 答弁、髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 税務課長に答弁をさせます。 

○議長（川 正男君） 税務課長。 

○税務課長（山崎 秀幸君） 今の御質問の、死亡者課税並びに課税保留の件ですけれども、現実

的にはやっぱり所有者はわからなくて、そのままいってしまっている部分も現実的にはございま

す。特に、市外の方の分がなかなかこちらのほうでは情報がわかりませんので、そういった部分

がそういったケースになっている部分があります。課税保留の分は、先ほど言いました５件の分

でございます──済みません、間違いです。５件はちょっと別でした。（「実態だけでいいです、

件数はいいです」と呼ぶ者あり）済みません、未納になっている分が５件ということでございま
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す。 

○議長（川 正男君） 水議員。 

○議員（２番 水 英一君） これは改めてまた検証をし直してみてください。やはりその要因

とは、所有者不明が大きな原因ではないでしょうかね。それと、市外の問題もあります。 

 先ほども佐藤議員のところで市長おっしゃいましたけど、所有者、納税義務者が死亡された場

合の市からの通告書、どのようにされているのでしょうか。これは先ほどお聞きしましたが、も

う一度お聞きしたいんですが。 

○議長（川 正男君） 答弁、髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 税務課長より答弁をさせます。 

○議長（川 正男君） 税務課長。 

○税務課長（山崎 秀幸君） 先ほどの回答と重複しますけれども、亡くなられた場合に、窓口の

ほうでいろいろ手続が必要になります。その場合に、それとあわせて税務課のほうで、相続人の

中から代表者の方を選んでくださいということでお願いをして、相続人代表者指定届、そういっ

たものを出していただいて、課税に使っているところでございます。 

○議長（川 正男君） 水議員。 

○議員（２番 水 英一君） わかりました。ここに倉敷市の納税義務者が死亡された場合の提

出の書式がありますので、後でごらんいただいたら参考になると思いますので。 

 全国で、地方税の滞納総額が１兆２，０００億円、今後、土地利用価値の低下など、相続未登

記がふえれば、所有者不明化は慢性的に拡大し、固定資産税にも影響が及ぶ。これは必至であり、

国土交通省、法務省などの来年の通常国会の関係新法案の提出・可決を願望しているところでご

ざいます。 

 それでは、次に２つ目の項目に入りたいと思います。議長、よろしいですかね。 

○議長（川 正男君） はい、どうぞ。水議員。 

○議員（２番 水 英一君） 本年６月、河川改修につき一般質問で伺い、その後、入札情報に

よると、道路改良舗装、橋梁補修等は徐々に進んでいますが、河川では、本年度予算化、計上さ

れている赤尾川のみのようでございます。 

 そこで１点目、確認を含め再度の質問となりますが、具体的な整備計画のない県営７河川、ま

た、市管理４５河川改修計画、本年７月に発生しました九州北部豪雨災害から５カ月が過ぎてお

ります。この中で、新たな対応、見直し、調査などは行っているのでしょうか。 

 ２点目、６月の答弁で、河川改修には補助事業がないと述べられましたが、国が示している自

然災害に対する事前防災、減災対策に徹底して取り組み、国土強靱化を進めるとしていますが、

自治体の長としてどのように判断されているのか、お伺いします。 
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 ３点目です。市民協働推進課による自治協議会が、中間指導として、各行政区の自主防災組織

が結成されていますが、朝倉市東峰村の災害を教訓にし、事前防災行動計画、タイムラインを行

政が中心となり、中・小河川流域ごとに作成してはいかがでしょうか。 

 以上、３点につき御答弁お願いします。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、中・小河川氾濫対策について、大きく３点の御質問をいただ

きました。 

 まず、１点目ですが、県営７河川についての対応の御質問でありますが、うきは市内には、福

岡県が管理している河川が７河川、具体的には、小塩川、隈上川、井延川、巨瀬川、山曽谷川、

美津留川、樋ノ口川がありますが、福岡県久留米県土整備事務所では、河川改修工事については、

具体的な計画は現在ありません。市内の県営河川では、維持管理工事において、今年度は出水期

前に井延川の古川地区、巨瀬川の岩光地区において、しゅんせつ工事が行われました。また、美

津留川の金本地区では、今年度発生した災害復旧工事が進められております。現在、市内の県営

河川では、特に巨瀬川の流川から川前の区間、井延川では、糸丸地区で極端に土砂の堆積がござ

います。今後も、久留米県土整備事務所へしゅんせつ工事の要望を行ってまいります。 

 次に、平成２３年度調査の市管理河川の改修計画及び平成２９年７月の九州北部豪雨災害後の

対応についての御質問でありますが、７月５日の九州北部豪雨災害では、朝倉市の雨量について

は、２４時間雨量５４５．５ミリ、時間雨量１２９．５ミリの猛烈な雨量を記録しております。 

 うきは市では、小塩の束川で２４時間雨量２２６ミリ、時間雨量５０ミリ、藤波ダムでは、

２４時間雨量１２８ミリ、時間雨量４８ミリを記録しております。うきは市では、豪雨後、翌７

月６日現地調査を行い、市道への崩土があり、応急復旧工事を行いましたが、市内河川において

は被害の発生はありませんでした。 

 現在、市が管理している４５河川の維持管理計画については、計画の見直しは行っておりませ

ん。 

 ２点目が、国が示す国土強靱化に対する自治体としての判断についての御質問でございますが、

国土強靱化基本法につきましては、平成２５年１２月１１日に法が公布、施行されたところであ

ります。そして、翌平成２６年６月３日に、国土強靱化基本計画が閣議決定されました。この国

土強靱化基本計画の趣旨は、東日本大震災の発生を教訓に、大規模自然災害等に備えて、早急に

事前防災及び減災に係る施策を進めるため、脆弱性を分析、評価し、優先順位を定め、事前に的

確な施策を実施して、大規模自然災害等に強い、国土及び地域をつくることとされており、みず

からの命及び生活を守ることができるよう、地域住民の力を向上させることが必要であると、こ

のようにされているところであります。 
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 議員より、地域防災の面で河川改修の補助事業についての御質問でございますが、国土強靱化

地域整備計画に基づき実施される取り組みに対する支援策はあります。具体的には、国土交通省

所管の防災・安全交付金事業が該当をいたします。内容といたしましては、準用河川で総合流域

防災事業があります。事業採択要件としては、総事業費がおおむね４億円以上、２４億円以内の

準用河川の河川改修事業で、過去３年間に氾濫被害が３回以上発生した地域であること。そして、

河川工事により氾濫被害が防止される区域内に、６０ヘクタール以上の農地、５０戸以上の家屋、

または５ヘクタール以上の宅地があること。さらには、宅地開発、区画整理、土地改良等の事業

に関連して、河川改修が必要とされるもの等の要件が付与されております。 

 うきは市では、準用河川は大谷川で、残る河川は普通河川であります。大谷川は、現在、久留

米県土整備事務所で砂防事業により河川整備が行われています。残る市営河川につきましては、

事業採択要件に適合しないため、単独で維持工事での対応を行ってまいりたいと思っております。 

 ３点目が、中・小河川のタイムライン作成についての御質問でありますが、事前防災行動計画、

タイムラインにつきましては、平成２３年３月の東日本大震災における防潮堤の破壊、平成２４

年７月の九州北部豪雨における矢部川の決壊、平成２７年９月の鬼怒川の決壊等を踏まえて、国

は、施設で災害を防ぐとの考えから、施設だけでは防ぎ切れない。災害は必ず発生するとの考え

に変更し、水防災意識社会再構築ビジョンを策定して、気象状況や河川の水位の状況等により、

早目の避難を呼びかけているところであります。 

 そのために、災害が発生する状況をあらかじめ想定し、共有した上で、いつ、誰が、何をする

かを時系列に整理した計画、タイムラインを策定することを進めております。 

 国土交通省筑後川河川事務所において、筑後川、隈上川、巨瀬川のタイムラインは策定されて

おり、策定に当たっては、うきは市の意見を反映したものとなっております。市では、災害の発

生が予想される場合には、避難勧告等、判断伝達マニュアルを基本に、このタイムラインに基づ

き、災害対応に当たっているところであります。 

 また、福岡県及びうきは市が管理している河川のタイムラインにつきましては、タイムライン

自体が河川の水位と気象状況により実施する計画となっておりますが、当該河川につきましては、

水位計が設置されていないため、まだ策定にはいたっておりません。水位計が設置されていない

河川でタイムラインを策定することにつきましては、今後、福岡県とも協議し、検討をしていき

たいと考えております。 

○議長（川 正男君） 水議員。 

○議員（２番 水 英一君） それでは、１点目ですけど、確認としてお伺いしましたが、災害

後５カ月という中で、国、県による農地や河川の復旧が進んでいますが、本格的な復旧工事はこ

れからが正念場だと思われます、朝倉の災害ですがね。１２月１日に、国土交通省は、中小河川
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氾濫対策として、九州で砂防ダムの設置、１０９河川、川底を掘り下げる、１３９河川、簡易型

水位計設置、５６５河川、その中で、福岡県管理の中小河川、砂防ダム設置、１８河川、水位計

設置、６９河川が発表されています。また、林野庁は、流木を防ぐ対策として、治山ダムの設置

や間伐により、木々が深く根を張れるようにしたり、災害時、流れ出すおそれのある木の伐採な

ど、整備の発表があっております。 

 九州１６２地区の中で、福岡２７のうち、朝倉市９地区となっています。この計画で、うきは

市の県営河川、また整備地区などが含まれているのでしょうか、お伺いします。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 住環境建設課長に答弁をさせます。 

○議長（川 正男君） 住環境建設課長。 

○住環境建設課長（江島 高治君） ただいまの県の関係で、治山ダム、それから砂防関係の工事

でございます。 

 県内で２７地区、朝倉では９地区ということで、残りの地区でうきは市のほうで該当があるか

ということでございます。今、県のほうに問い合わせ等を行っておりまして、うきは市のほうで

そういった計画があるのかというのは、今確認をとっておりますので、わかり次第、また御報告

をさせていただきたいと思っております。 

○議長（川 正男君） 水議員。 

○議員（２番 水 英一君） 今確認中ということでございますが、こういうときが新たな調査

とか点検、報告が必要ではないのでしょうかね、重ねてお願いしておきます。 

 それと、市河川、４５河川改修計画、６月質問で答弁をいただいておりますが、特に重要性が

高い６河川の１１カ所、改修が必要な２２河川の８２カ所、現況に変化があったのでしょうか、

お伺いします。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 住環境建設課長に答弁をさせます。 

○議長（川 正男君） 住環境建設課長。 

○住環境建設課長（江島 高治君） 市内の河川でございます。 

 先ほどの市長の答弁にもありましたように、７月５日の豪雨後、翌日でございます。市内の河

川及び市道関係の調査を行ったところでございます。市道につきましては、崩落等の土砂撤去に

絡む災害応急工事が必要なところがございました。河川につきましては、現在、維持管理計画に

挙げております６河川の１１カ所及び８２カ所の関係につきまして確認をいたしております。特

に、造波等の被害がなかったというところで現状把握をしておるところでございます。 

○議長（川 正男君） 水議員。 
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○議員（２番 水 英一君） 了解しました。今後も、落ちのない、自主防災にも影響がありま

すので、定期的な調査をお願いしておきます。 

 ２点目についてですが、今月に入り、国土交通省、林野庁、法務省など、新法案の提出が広く

見えてきたところですが、これを見ますと、推測ですが、河川改修に対し補助の可能性もと思わ

れるのですが、先ほど市長が、いろいろな要件の中であるということですが、改めて、これの法

案に対して補助の可能性があるかどうか、おわかりなら御返答をお願いします。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 河川改修の国の補助要件については、先ほど答弁させていただいたとお

り、かなり厳しいというか、基本的には準用河川──普通河川が対象になっていないというのが

大きなネックであります。今後、新しい国の法案については、しっかりその動向を注視しながら、

私どもも、道路に比較して国の河川の補助事業が手薄になっているところをしっかり踏まえて、

適切に対処していきたいと、このように考えております。 

○議長（川 正男君） 水議員。 

○議員（２番 水 英一君） はい、わかりました。 

 それでは、はっきりとした返事出ないでしょうけど、建物、橋、インフラ、こういうのは老朽

化などは、耐用年数で維持されていっていますが、河川には、耐用年数はないように見受けられ

ます。限られた財政とは思いますが、自然災害、河川改修は重大な事業であり、そこで、当初計

画からいうと、平成３０年度から残り３年間で年次計画をもって、重要性の高い河川より予算化

をされると思うのですが、調査からすると、７年になろうとしております。川は動いております。

その辺のお考えはいかがでしょうか。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 以前から御報告していますように、橋梁点検等については、これまで順

次進めてまいりまして、その対応も図らせていただいているところであります。 

 具体については、住環境建設課長のほうから答弁をさせます。 

○議長（川 正男君） 住環境建設課長。 

○住環境建設課長（江島 高治君） ただいまの御質問でございます。 

 インフラ整備の関係でございますけれども、今、市長が申しましたように、橋梁につきまして

は、５年計画で点検を行いまして、またその点検に基づきまして改修工事というようなところに

つきましては、国の補助事業のメニューがございます。ただ、河川につきましては、先ほどから

も申しますように、具体的な補助事業といいますか、交付金事業がありますのはありますけれど

も、かなり規模が大きいというところでございます。現在、市内の４５河川のうちにこの改修計

画というところで、数年前に試算を行ったところ、約７億７，０００万円ほどかかるというとこ
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ろでございます。本来ですと、早急に計画を立てて予算執行するべきところと思いますけれども、

やはり相当な金額がかかるわけでございます。現在、市のほうでは、ことしの７月の豪雨でもご

ざいましたが、緊急な調査を行いまして、もし被害等があれば、まず、国庫の災害復旧事業で実

施をやっていくというふうな取り組みでございます。残る河川につきましては、常時のそういっ

た点検を行いまして、異常等があれば、そういったところからまず維持工事等で対応をしていく

というふうなところでございますので、やはりこの全体計画といたしましては予算が絡むという

ところで、現在ですと、そういった維持工事で対応をしていくと。 

 ことしの予算につきましては、赤尾川の改修工事を昨年度からやっております。やはりここに

つきましては、被害が住宅地に及ぶというところで湛水被害、冠水被害、そういった防除を兼ね

まして、昨年度から赤尾川の改修を年次計画で進めておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（川 正男君） 水議員。 

○議員（２番 水 英一君） ありがとうございました。 

 ２年が過ぎ、進捗もまばらの中、１点目で申しましたが、定期的な調査をもって年次計画を立

ててもらいたいと思います。これは、答弁はいいです。 

 それでは３点目、国内でのタイムラインの作成は始まったばかりですが、これは大規模な水災

害が発生した場合を想定し、災害発生二、三日前から発生後二、三日までの期間、行政や公共機

関などがとるべき防災行動であり、決めておくものです。先ほどお聞きしましたが、県内、国が

管理する一級河川については、３０の市町が策定を終えたとお聞きしております。今後、県営管

理河川については、３３年度をめどに策定できるよう、大規模氾濫減災協議会を通じて支援して

いくとのことですが、引き続き、市管理の中小河川も、流域ごとの策定を率先してもらいたいの

ですが、いかがでしょうか。再度のお願いですけど。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 先ほどから答弁させていただいておりますように、国のほうでは、去年

一昨年、鬼怒川決壊を契機として、水防災意識社会再構築ビジョンというのを策定しております。

この中に、初めてタイムラインという話が出てきております。まさに、災害は必ず起きるものだ

と。今までは、どちらかというと人間の力で堤防を高くし、しゅんせつして、災害を人間の力で

抑えるという意識だったんですが、やはり防ぎ切れないという意識を変えて、逃げ後れゼロを目

指そうというのが大きなキーワードになっています。逃げ後れゼロとなりますと市町村の首長の

責任が大きくなりますし、私は、それをしっかり受けとめて、うきは市長として適切な判断でう

きは市民の皆さんの安全・安心を守る、これが一番重要な責務だと、このように思っていますが、

そのめどとなるのがこのタイムラインでございます。 
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 具体的には、ことし５月１９日に成立しました水防法等の一部を改正する法律の中に、タイム

ラインについては、当座、国土交通大臣、または都道府県が指定している河川において、流域自

治体、河川管理者等からなる協議会を設置して、その中でタイムラインをつくるということであ

りますので、基本的に直轄の国土交通省は３河川、筑後川、そして隈上川、巨瀬川と策定が済ん

でおりますけれども、県営河川について、水位計の設置がなされないこともあってまだ策定され

ておりませんので、先ほど答弁させていただきましたように、福岡県ともしっかり協議をさせて

いただいて、このタイムラインのあり型、県営河川のみならず、市の管理している河川について

も、どうあるべきかについてはしっかり検討していきたいと、このように考えているところであ

ります。 

○議長（川 正男君） 水議員。 

○議員（２番 水 英一君） タイムラインについて今お聞きしましたが、今、１５８行政区の

中で９５の自治防災組織が結成されていますが、残り６３の地域も徐々に結成されていきましょ

うが、その際、このタイムラインについての説明をしていただきたいのと、基準である避難準備

情報、避難勧告、避難指示、それにつけ加え、避難命令などの文言などの考えはございますで

しょうかね、お伺いします。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 市民協働推進課長に答弁をさせます。 

○議長（川 正男君） 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（瀧内 教道君） 市民協働推進課長の瀧内でございます。 

 自主防災組織につきましては、鋭意その設立について努力をしているところでございまして、

申される９６の行政区で自主防災組織が結成をされております。 

 自主防災組織に対しては、日ごろの避難行動、そういった部分についての防災講習会を積極的

に開催をお願いしているところでございます。 

 議員御指摘のタイムライン、それから、避難情報、避難勧告なり避難指示、そういった言葉の

意味合い、こういった部分についても、これまで広報活動が不十分な点もあったと感じますので、

日ごろのそういった講習会とか広報うきはとかそういった媒体を使いながら、日常から避難行動

に資する地域を提供していきたいというふうに考えております。 

○議長（川 正男君） 水議員。 

○議員（２番 水 英一君） このタイムラインというのは、避難指示が最高の基準になってい

ますが、避難命令という文言にはどうお考えか、御返答をお願いします。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 避難勧告、避難指示の用語定義等については、国のほうでそういう基準
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というんですか、意味合いというのは策定しているところであります。 

 今、議員が指摘している避難命令的なものが避難指示というふうに受けとめておりますので、

あと用語の違いがどうかということはあるかもしれませんが、私どもの避難指示というのは、命

令に近いものだと、このように承知をしているところであります。 

○議長（川 正男君） 水議員。 

○議員（２番 水 英一君） それでは、一応、指示が命令という判断を市民の方が受けとられ

るような、講習会とかでも発言をお願いしておきます。 

 被害の発生は、予測する精度などタイムラインにはまだまだ課題がありましょうが、少しでも

早く防災行動を起こし、被害を最小化にすることが重要なことではないでしょうか。 

 今回の質問は、空き家、所有者不明の土地、河川災害など、新たな計画による各省庁の重要な

法案につき中心的になりましたが、自治体にとって制度の遂行は大変な苦労でもありましょうが、

大きなプラスと考え、職員の日々の努力に期待し、以上で私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（川 正男君） これで、２番、水英一議員の一般質問を終わります。 

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 

○議長（川 正男君） ここで暫時休憩とします。１１時１０分より再開します。 

午前10時58分休憩 

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 

午前11時10分再開 

○議長（川 正男君） 再開します。 

 続きまして、９番、諌山茂樹議員の発言を許可します。９番、諌山茂樹議員。 

○議員（９番 諌山 茂樹君） ９番、諌山です。議長の許可を得ましたので、通告書に従いまし

て４つの件名について質問いたします。 

 まず１つ目でありますが、電気料金削減による経費節減。 

 今後とも我が国の発電コストの上昇は必至であり、節電、省エネ活動は国民的課題であります。

また、二酸化炭素削減による地球温暖化対策も非常に重要なことで、かつ、消費電力費用の削減

は行政経費削減に大きく寄与します。 

 なお、電力自由化に伴い、新電力事業者からの電力購入は今後の電力経費節減策として注目さ

れております。 

 そこで質問いたします。 

 １つ目、平成２７年１２月議会の一般質問で、学校や庁舎、市有施設等の照明をＬＥＤ照明と

取りかえて消費電力低減と長寿命化による経費節減を求めた結果、平成２８年８月の臨時議会で

２，１９２万円の補正予算を計上されていたが、取りつけ器具の関係で平成２９年度に延期され



- 112 - 

ていたということでありますので、その進捗状況と今後の計画を尋ねます。 

 ２つ目、私は平成２７年より、電力自由化の進展に伴い、特に高圧電力を優先に従来の九州電

力からの電力購入から新電力事業者からの購入契約を変更し、大幅な経費節減を実施するよう提

案、質問を続け、ようやく積極的、前向きに進める答弁をいただいていたので、進捗状況を伺い

たい。 

 以上、１回目の質問を終わります。 

○議長（川 正男君） 答弁。髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま電気料金削減による経費節減について、大きく２点の御質問を

いただきました。 

 まず１点目が、公共施設の照明のＬＥＤ化についての御質問でありますが、進捗状況につきま

しては、平成２７年度に千年小学校の屋内運動場のつり天井撤去工事に伴いまして照明のＬＥＤ

化を完了したほか、平成２８年度にはスポーツアイランドのテニスコート、そして、平成２９年

度は西別館を含む庁舎について約７割程度及び御幸小学校、江南小学校の屋内運動場のＬＥＤ化

を完了しております。また、今後の予定としましては、平成３０年度に庁舎の未実施分と２つの

小学校の屋内運動場をＬＥＤ化する計画があります。 

 しかしながら、スポーツアイランドのテニスコートはスポーツ振興くじの助成金を活用できま

したが、公共施設に対するＬＥＤ化については一般財源で対応しなければならない現状でありま

す。したがいまして、今後につきましては全体予算を考慮しながら、可能なものから実施をして

まいりたいと考えております。 

 ２点目が、新電力事業者からの電力導入についての御質問でありますが、このことにつきまし

ては、久留米広域連携中枢都市圏ビジョンの事業の一つとして、既に電力入札に取り組み、実績

を上げてきました久留米市の協力を得ることが可能になり、うきは市におきましても本年１０月

に電力入札を実施したところであります。 

 対象とした施設は、市役所庁舎、西別館、うきは市民センターなど、これまで九州電力と高圧

受電契約を行ってきた２３施設で、入札には９者の応札があり、東京に本社を置く株式会社パネ

イルが落札いたしました。 

 なお、落札事業者である株式会社パネイルとの契約は、平成３０年１月１日から１年間となり

ます。 

 電力入札に当たっては、電力に関する技術職員のノウハウが必須でありますので、今後も久留

米市の協力をいただいて順次対象施設の拡大を検討してまいりたいと、このように考えておりま

す。 

○議長（川 正男君） 諌山議員。 



- 113 - 

○議員（９番 諌山 茂樹君） 再質問ですけれども、ＬＥＤ化をしたところが７０％相当という

ことでありますが、ＬＥＤ化する前の電力消費の金額がわかりましたら、大体幾らぐらいの分を

ＬＥＤしましたということがわかれば、教えていただきたいなというふうに思いますが。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 企画財政課長に答弁をさせます。 

○議長（川 正男君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（中野昭一郎君） ＬＥＤ化に伴います電気料の節減効果という質問に当たると思

います。 

 まず、庁舎の前に、千年小学校の屋内運動場の場合を御説明したいと思います。 

 ２７年度と２８年度の電気料を比較いたしまして、年間４３万円程度の節減効果ということに

なっております。事業費につきましては、つり天井撤去を含めた全体の事業費が約１，４００万

円ほど。ＬＥＤ化に伴う事業費といたしましては、２９年度、別の小学校の体育館の屋内運動場

の工事実績から７００万円程度になるのではないかなというふうに思っておりまして、単純に事

業費を節減額で割りますと、１６．３年ほど回収にかかるというような計算になってくるのかな

というふうに考えております。 

 それから、市の庁舎の場合でございますが、工事完了が本年の７月初旬でありましたので、現

在、比較可能な電気料は８月分から１０月分の３カ月分ということに限られておりますが、この

平均を用いますと、大体年額の１４０万円ぐらいの削減効果があるのではないかなというふうに

思っております。 

 以上です。 

○議長（川 正男君） 諌山議員。 

○議員（９番 諌山 茂樹君） はい、わかりました。とにかく消費電力というのは普通の照明の

大体２分の１、寿命は３倍ということになっておりますので、もちろん財源とのバランスも大切

でありますけれども、この取り組みというのは優先度からしたらかなり高いのかなというふうに

思いますので、費用対効果からしても条件はいいと思いますので、財源を見つけて、できるだけ

早く取り組んでいただきたいなというふうに思います。 

 それから、新電力事業者との契約変更の件でありますが、私、久留米市の広域連携の課長、部

長ともいろいろお話ししまして、私は約３０％ぐらいの効果があったのかなという試算をしてお

りました。金額にして約３，０００万円ぐらいかなというふうに試算をしておったんですが、実

際のところ、新しい契約金額と旧金額を比較しますとどのくらいの効果があったのか、お尋ねし

たいというふうに思います。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 
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○市長（髙木 典雄君） 企画財政課長に答弁をさせます。 

○議長（川 正男君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（中野昭一郎君） 九州電力の電気料を見込んで、予定価格として入札を行ってお

ります。予定価格が１億２３１万７，４９０円に対しまして、落札価格が７，０６９万２０２円

ということでありましたので、約３，１００万円、率にいたしまして３１％の削減になっており

ます。 

○議長（川 正男君） 諌山議員。 

○議員（９番 諌山 茂樹君） すごいコストダウン効果だというふうに思います。約３１％、約

３，０００万円。これは、投資額が要らなくて効果を得る事業でございますので、費用対効果は

極めて高いわけでありますので、ぜひともこういうことを早く見つけていただきまして、こうい

う契約に、新しいことにチャレンジしていただきたいというふうに思います。 

 それで、私の提言を理解していただきまして、余りリスクはないんですよということを理解し

ていただきまして、本当にありがたく思っているわけです。素早く果敢に新しいことに挑戦して

いただいた、そして見事に成功された、これは高く評価し、そして敬意を表したいというふうに

思います。これがもし１年おくれとったら、約３，０００万円損したことになるわけであります

ので、素早く対応していただいたと、これについては本当によかったなというふうに思うわけで

ございます。 

 このようなコストダウンは迅速に積極的に取り組んでいただいて、そして、早い変化に適切に

対応してスピーディーに判断し実行する、そういう人材の育成も今後ぜひともお願いをしておき

たいというふうに思います。 

 それで、久留米市の職員の行動指針の中に素早い対応が明記されております。うきは市もこれ

が必要かなと。クイックレスポンス、素早い対応、こういうことも考えていただいたらいかがだ

ろうかというふうに思いますが、いかがでございましょう。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 新電力への移行については、以前も答弁で申し上げましたように、我々

も何もしていないというわけではなくて、既にうきは久留米環境施設組合等も導入しておりまし

て、十二分に承知をしていたところで、今回これだけ大規模になるためには、やっぱりどうして

もいろんな技術的な課題が必要ということで、今回、久留米市さんとの協力が広域圏の中で得る

ことができましたので、こういうタイミングで進めさせていただきました。私どもとしては、も

たもたしているというよりも、むしろ素早く広域圏の中で取り組みをしていたということを御理

解いただければと思います。 

 一般論でございますが、本当に我が国の社会・経済情勢が大きく変わる中で、議員が御指摘さ
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れるように、私たちも時代に合った素早い対応が必要というのは十二分に承知しておりますので、

できるだけいろんな施策におきましても、そういう前向きな素早い対応というのを心がけて対処

していきたいと、このように思っています。 

○議長（川 正男君） 諌山議員。 

○議員（９番 諌山 茂樹君） 重ねて申し上げますが、よくやっていただいたというふうに思い

ます。こういうことに限らず、やっぱり広域連携ということを考えながらいろんな事業もやって

いったら効率よくやれるのじゃないかというふうに思います。 

 次に入りたいと思いますが、新エネルギーへの取り組みについてでございます。 

 新エネルギーへの取り組みは、地球温暖化対策、エネルギーの安定供給、循環型社会の構築な

どに重要な課題と理解しておりますので、お尋ねします。 

 １つ目、平成１３年度に浮羽町地域新エネルギービジョン策定等事業、平成２０年度にはうき

は市地域新エネルギービジョン策定等事業、ほぼ同様な内容で合計１，３２９万円を支出してお

りますが、その主な趣旨と内容、そして、そこで得られた成果を伺いたいと思います。 

 また、平成２１年度は約３９８万円の予算を支出して、中小水力エネルギー利用の可能性調査

を実施しておりますので、その成果とそれぞれの事業に関してどのような施策の展開が図られた

かをお尋ねしたい。 

 それから次に、平成２８年度にうきは市における木質バイオマスエネルギー利用のための調査

及び設備導入計画策定事業に、環境省からの補助金とはいえ約７５８万円を支出し、さらに２９

年度には類似件名で約４００万円の予算が計上されているが、その目的と結果が出ていれば結果

の内容をお尋ねします。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま新エネルギーへの取り組みについて、大きく２点の御質問をい

ただきました。 

 １点目が、エネルギービジョンの策定など、これまでの事業内容と成果についての御質問であ

りますが、御存じのとおり、１９７０年代に世界を襲ったオイルショックによってエネルギーの

多様化が求められ、日本国内では国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、通称

ＮＥＤＯと申しますが、１９８０年に発足して、エネルギー、地球環境問題の解決と産業技術力

の強化に向けた取り組みが進められております。 

 うきは市におきましても、こうした問題の解決に向けた取り組みを図るべく、ＮＥＤＯの補助

事業を積極的に活用し調査検討を行ってきております。 

 御案内のとおり、平成１３年度に旧浮羽町で地域新エネルギービジョン策定等事業を実施し、

浮羽町域のエネルギー需要を明らかにするとともに、太陽光、風力、小水力、バイオマスといっ
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たエネルギーの賦存量を調査して、利用に関する基本的な方向や導入行動につながる基本計画を

策定いたしました。また、平成２０年度には、うきは市として新たに吉井町を含めたうきは市全

体で新エネルギーの賦存量を取りまとめ、利用の可能性について調査検討を行いました。さらに、

平成２１年度は、前年度の調査結果から中小水力発電を重点施策に位置づけて、利用の可能性に

ついて調査を行っております。 

 いずれも、ＮＥＤＯの全額補助事業で調査検討した結果は、新エネルギービジョンという形で

報告書にまとめております。各種事業の実施に当たっては、経済性の面から事業の採算性を考え

ると厳しい現状があるわけでありますが、これらの調査を基礎として、後年の小水力発電事業や

家庭用の太陽光発電システム設置補助事業などにつなげてきているところでございます。 

 次の２点目でありますが、平成２８年度及び平成２９年度の木質バイオマスエネルギー利用調

査についての御質問をいただきました。 

 平成２０年度の新エネルギービジョンの中で、バイオマスエネルギーとして農産物、副産物や

森林資源、畜産廃棄物及び廃食油の発生量について推算をしましたが、製材所から発生する端材

や樹園地の剪定枝については詳細な調査に至っておりませんでした。 

 そこで、面積の約５０％を森林が占めるうきは市として、森林所有者の高齢化や荒廃林対策と

あわせて、ＣＯ２排出量削減対策を検討するため、バイオマスエネルギー利用のための調査を

行っているものでございます。 

 調査費用につきましては、昨年度は公益財団法人イオン環境財団から環境省の全額補助金を受

け、今年度は地方創生推進交付金対象事業として導入の可能性について検討を行っております。 

 昨年度の検討結果としましては、木質バイオマス資源を利用したエネルギー供給システムと公

共施設等における木質バイオマスを利用した再生可能エネルギー利用設備導入の可能性を探りま

したが、施設導入に見合う熱エネルギーを必要とする施設がなく、経済的な効果がないことから、

現時点での導入は断念したところであります。 

 今年度は、市内の荒廃竹林や剪定枝の処分などの課題を含めて、比較的低コストで導入できる

小規模なボイラーやストーブ等の導入を現在検討しているところでございます。今後、新たな技

術向上など各種条件が整えば事業実施が可能になることも考えられます。新エネルギーに対する

取り組みについては、長期的な視点も含めて自治体として対応していく必要があると、このよう

に考えているところであります。 

○議長（川 正男君） 諌山議員。 

○議員（９番 諌山 茂樹君） このエネルギービジョン策定に関してなんですけれども、高額な

経費を使った割には、効率性、合理性の観点からも成果が少なかったかなというふうに思ってい

ます。これは反省ですけどね。 
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 例えば、浮羽町内で平成１３年に最初にやりましたよね。平成２０年はうきは市、広げたやつ

ですけど、やっぱり１３年の浮羽町のビジョン策定、それの資料を参考にして、所管なりチーム

で検証されて、そして市のビジョン策定に移るべきじゃなかったのかと。同じような報告書に

なっているわけですね。ですから、やっぱり１回目の資料を生かして、データを生かして２回目

の策定事業に取り組んでいただきたかったなと。つまり、ＰＤは終わっているんですが、チェッ

ク、アクション、そこら辺が弱かったかなというふうに思いますので、今後はそういう点をやっ

ぱり十分考えていただきたいなというふうに思います。 

 それから、小水力の検討も、たしか１５名ぐらいの委員会をつくって、九州工大の名誉教授が

委員長になってやりましたけれども、何も採算に合うやつはないというような結論に達しており

ましたので、やっぱりそこら辺の検討が不足していたんじゃないだろうかというふうに反省して

いただけたらいいかと思います。 

 平成２８年度うきは市における木質バイオマスエネルギーの中に２９年度の事業計画まで含め

てですね、２８年度の事業の中に２９年度の事業計画まで含めて検討されなかったのだろうかと

いう思いがあるわけですけれども、そういう点どうでしょう、補助金の活用というか、そういう

ので、より効率よくできたんじゃないだろうかと思うんですけれども、やっぱり２つに分けな

きゃいけなかった理由があれば教えていただきたいなと。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 今の御指摘は、平成１３年、旧浮羽町時代からこういうビジョンを策定

していて、それが生かされないで同じような調査を繰り返しているんではないかという御指摘か

と思います。 

 平成１３年ですと、もう既に１６年が経過をしているわけであります。今日、議員も御承知の

とおり、地球温暖化防止のためのＣＯ２削減を図って持続可能な地域社会をつくるというのは、

国挙げての大きな課題であります。 

 このような中で、うきは市におきましては、以前、藻谷浩介氏をお呼びして講演会をやりまし

た。藻谷浩介氏はマネー資本主義の対極である里山資本主義を唱えられておりまして、大きなお

金には依存しない経済のあり方をしきりに唱えている先生でございます。私もその話を聞いて非

常に感銘を受けたところであります。 

 今まで、ややもすると環境問題と経済問題は両立しない、つまり、環境をやればやるほど日本

の経済の足を引っ張るというのが大きな認識であったんですが、この藻谷氏の提言を見ると、こ

の環境問題と社会経済問題は相反の関係にあったものから、これは両立するという、いわゆる環

境施策が新たな経済政策に結びついていくということをしっかり訴えられているものであります。

そのことで、低炭素、資源循環、資源共生が同時に達成される、真に持続可能な地域社会、循環
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共生型の地域社会を創造していくことにつながる、こういう大きな課題の中で、１６年前のデー

タが全然だめだから未来永劫何もしないと、こういうのはやっぱり政策的には無策だろうと思っ

ております。果敢に挑戦していく、まさに以前から御指摘されているように、スピード感を持っ

て施策を推進していく、この代表事例であるということで御理解をいただきたいと思います。 

○議長（川 正男君） 諌山議員。 

○議員（９番 諌山 茂樹君） はい、わかりました。 

 それから、木質ペレットの発熱量は、キログラム当たり約４，３００キロカロリー、灯油は

８，３００キロカロリー、約半分でありますね。比重は木質ペレットが０．４でありまして２分

の１とか、そういうのから換算しますと、同じ熱量を発生するには木質ペレットというのは数倍

の体積が必要だと。そうなりますと、集荷・運搬コストが灯油に比べるとはるかに高いと。自動

供給も困難で、非常に排煙などについても不利でありますと。 

 それから、伐採すると、カーボンニュートラルで、燃やしても二酸化炭素を発生しないという

考えでありますが、これは非常に私、疑問を持っております。というのは、そのデータが探して

もないんです。二酸化炭素を吸収するから木材は燃やしてもＣＯ２は出ないんだという考えのも

とでやっておりますから、そこら辺は疑問に感じておりますので、やっぱりペレットをつくるま

でにはいろんなエネルギーも要るわけでありますので、二酸化炭素も必要でありますし、大気汚

染なんかも考えられますので、補助金まで大がかりに出して、積極的な奨励には十分検討を要す

るかなというふうに思っております。もちろん検討はしなきゃいけないと思いますが、そういう

点でバイオマスを使ったエネルギーは不利であると、そういうふうに考えております。 

 次に入りたいと思いますが、うきはブランド力のさらなる向上についてに移らせていただきた

いと思います。 

 我がふるさとうきは市は、地形、気温、土壌、地下水、雨水などに恵まれ、農業はうきは市の

基幹産業の一つになっております。特に、果樹においてはフルーツ王国と呼ばれるまでに至って

おります。この要因は、農家の方々の努力はもちろんでありますが、自然環境に恵まれたことに

起因すると考えられ、数値的データをまとめております。その結果、フランスのワイン産地とよ

く似ているので、その地で生まれたテロワールの言葉を引用し、「うきはテロワール」と名づけ

てブランド構築に邁進していることは承知の事実であります。 

 そこで、ブランド力を高める目的で提案、質問いたします。 

 １つ、うきは市の果樹栽培に適した７大自然要素を数値にまとめて明らかになったすばらしい

特徴を、平成２８年度より果樹栽培などうきは市発展に生かしております。この取り組みに加え

て、人的な特性や気候、風土、土壌、地形、地下水、雨水、風などの共通する自然的な特性と生

産品の品質特性を結びつけて、適した特産品の中から選び出して地理的表示（ＧＩ）保護制度の
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登録、指定申請をして、そして相乗効果によるブランド力を向上させて、そして商品の有利販売

につなげることを提案したいので、所見を伺いたいというふうに思います。 

 それからもう一つは、所管は農林振興課にもつながると思います。農水省が現在推奨しており

ます、ＪＡとの連携が必要と思いますけれども、農産物の安全性を証明する認証制度であります

農業生産工程管理（ＧＡＰ）の活動認証を取得し、農業所得増大、品質向上、効率化、安全性向

上などのメリットを生かすとともに、うきはブランド力を強化する目的で、関係団体と一体と

なった取り組みを提案したいが、所見を伺いたい。この２つについて。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、うきはブランド力のさらなる向上について、２点の御質問を

いただきました。 

 １点目が、地理的表示保護制度の登録に向け指定申請し、相乗効果によりブランド力を向上さ

せ、商品の有利販売につなげてはという御質問でありました。 

 地理的表示保護制度、通称ＧＩと言いますが、農林水産物や食品等の名称で、その名称から当

該産品の産地を特定でき、産品の品質等の確立した特性が当該産地と結びついているということ

を特定できる名称の表示で、農林水産省が認定する制度であります。現在までに「八女伝統本玉

露」「夕張メロン」「大分かぼす」など４８産品が登録をされております。 

 地理的表示の登録を行うことで、産品の取引の拡大、価格の上昇、担い手の増加、模倣品の排

除等の効果があり、さらには生産者の産品の価値の再認識、よりよい産品を生産しようという意

欲の向上にもつながるという効果もございます。 

 うきはの特産品とうきはテロワールとを結びつけ、産品の特性、ストーリー性、地域との結び

つきを持たせた特産品を発掘し、他と区別化することは、うきはの農産物を初めとした特産品の

ブランド化を推進する上で重要なことであると考えております。 

 今後、ＪＡにじ、うきはの里株式会社、生産者などの関係団体と連携をしながら、地理的表示

（ＧＩ）を含めた各種認定制度を活用したうきはの特産品のブランド化について調査研究を行っ

ていきたいと考えております。 

 ２点目が、農業生産工程管理、通称ＧＡＰと申しますが、この活動の認証を取得して、所得増

大、品質向上、効率化、ブランド力強化等を目指し、関係団体と一体となった取り組みを求める

という御質問でありました。 

 御承知のとおり、ＧＡＰとは、生産物の安全を確保するための生産履歴の記帳を中心に、環境

の保全、労働の安全を確保するための点検を日ごろより行い、これらの取り組みを記録簿や掲示

物によって確認、表示しながら、農産物の安全を確保し、よりよい農業生産を実現する取り組み

であります。 
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 現在の状況としましては、うきは市、ＪＡにじ及び県の久留米普及指導センターなどで構成す

るＪＡにじ管内農業振興推進協議会でＧＡＰ研修なども行っております。また、ＪＡの取り組み

といたしましては、ＪＡの各生産部会へ情報提供や検討をお願いし、各生産部会でも検討、勉強

会等を行っていると聞いております。しかし、費用や手間がかかるなど課題が大きいとのことで

あります。 

 ＧＡＰには、ＧＬＯＢＡＬＧ．Ａ．Ｐ──これは世界規模のＧＡＰ、そしてＪＧＡＰ──日本

規模、そしてＫ－ＧＡＰ──企業独自のＧＡＰなどがあります。ＪＡにじでは、現在、勉強会に

加え、各生産部会で生産管理工程においてチェック項目を定めて管理していく取り組みを行って

おり、まずは小さなＧＡＰ認証取得から始めていくことも検討しているとのことであります。 

 先ほどのＧＩ同様、ＧＡＰ認証を取得し、農産物の安全を確保して、よりよい農業生産を行う

ことは、ブランド力向上につながっていくものと考えます。引き続き関係機関と連携した協議を

進めていきたいと考えております。 

○議長（川 正男君） 諌山議員。 

○議員（９番 諌山 茂樹君） 前向きの答弁をいただきまして、ありがとうございます。 

 ＧＩというのは、梨とか柿とか商品単体が基本になっているようでございます。地理表示

（ＧＩ）保護制度は、フランスのボルドー地域のボルドーワインのブランドを守ることから始

まったそうでございます。世界１００以上の国や地域に導入されておって、日本と欧州連合──

ＥＵですね──との経済連携協定交渉も、ＧＩが交渉の焦点になっているというくらいでありま

して、外国への販路拡大には極めて大切であるということでありますので、強力な取り組みの体

制をつくったほうがいいんじゃないだろうかと、すべきではないかというふうに思っております。 

 地域名を冠した農産品や魚類、野菜等のブランドを知的財産として守るＧＩ制度を生かして、

うきは市特産品の中から商品を選び出してブランド力の向上を目指したいわけでございます。ぜ

ひとも早急に、こういうＧＩに相当する品物をつくり出し、また、今あるやつを見出して、これ

に登録申請、指定されるように努力をしていただきたいなというふうに思っております。これは

答弁は結構でございます。 

 今申されたように、非常に大きいものだろうというふうに思うかもしれませんが、御存じのよ

うに、大分のカボスとか、熊本の畳表とか、鳥取砂丘のラッキョウ、それから茨城のカボチャと

か、とにかくいろんなものが登録されておるようでございます。これも連携の話が出たところで

また出しますが、うきは市単独で認定が困難であれば、田主丸町を初め久留米市とか朝倉市とか、

そういうところとタイアップして広域的な認証も有効じゃないだろうかというふうに思いますの

で、そういう点はいかがでしょうか。広域的にそういう認証の取得の作業をやっていくというこ

とも一つの案かなというふうに思いますが、いかがでございましょうかね。 
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○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 実は私ども、ＧＩを含めまして国内には各種の認定制度がございます。

それを意識しながら、うきはテロワールを進めてまいりました。したがいまして、今後はこのう

きはテロワールの認知度を全国に広げて、その認知度が上がるタイミングを見計らって、今、議

員御指摘の各種認定制度、いろいろ取り組みを図っていきたいと、このように考えております。 

 また、認定制度の中では、そんなに大がかりではなくて手ごろにできる認定制度もあります。

例えば、一つの例でいきますと、米・食味分析鑑定コンクール、あるいは国際大会なんかが日本

各地で行われております。こういうことも視野に入れて、要は農業生産者の皆さん、いろんな各

種団体の皆さんといろんな認定制度、情報提供をしながら、やはり行政が表に出るんではなくて、

もっともっと農業生産に携わっている人、そして団体等を前面に押し出すような格好で、あらゆ

る認定制度の活用を図っていきたいと、このように考えているところであります。 

○議長（川 正男君） 諌山議員。 

○議員（９番 諌山 茂樹君） 次に、ＧＡＰに関連することでありますが、ＧＡＰというのは直

訳すると「よい農業」という意味だそうですね。グッド・アグリカルチャル・プラクティスとい

うことだそうでございまして、食品の安全、環境保全、労働安全の視点から、さまざまな基準を

設けて、そして点検記録を確認しながら工程管理をやっていく、実践していく、そして第三者の

認証を取っていくということでございます。 

 安全性の証明としてＧＡＰの認証取得は非常に有効だそうでありまして、農業の事故で死亡さ

れることも非常に多いんですけれども、ＧＡＰを遵守、ちゃんと工程管理をやっていけば、安全

性にも非常に有利だというふうに言われておりますので、そういうことも大事じゃないかという

ふうに思います。 

 それから、東京オリンピックのキャンプ地を誘致するというようなことで御努力されておりま

すが、このオリンピックの食材はＧＡＰ取得が要件となっているということは、市長、御存じで

すか。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） そのことは承知をしております。ことしの「家の光」の１０月号に、こ

のように「世界に羽ばたけ！認証農畜産物」ということで、ＧＡＰ、ＧＩの紹介、ほかにも各種

認定制度の紹介がなされておりました。そういうこともしっかり頭に入れながら、先ほど答弁さ

せていただきましたように、うきはの農作物の付加価値をいかに高めるかという視点で、各種認

証制度についてはしっかりした取り組みをしていきたいと、このように考えております。 

○議長（川 正男君） 諌山議員。 

○議員（９番 諌山 茂樹君） 十分わかっておられると思います。例えば、レインボーファーム
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などから率先してモデル的に認証取得するようなことも一つの案じゃないだろうかというふうに

も思いますから、よろしくお願いしたい。 

 農水省がパンフレットなんかの作成もやっておられるようでございますし、費用負担の助成措

置、これもオリンピックまでは農水省がやっていくというようなことも言われているそうでござ

いますので、そういう活用の方法もあるだろうというふうに思います。 

 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会も、ＧＡＰの認証を受けた食材をブラ

ンドづくりにつなげていきたいというようなことを言われているようでございます。とにかくオ

リンピックのキャンプ地、合宿なんかを誘致するためには、これが必須条件になっているようで

ございますので、そういうのもちゃんとクリアしながら、一つ一つ足元を固めながら対応してい

かなきゃいけないだろうというふうに思いますので、よろしくお願いをしておきたいというふう

に思います。 

 ＪＧＡＰとか、ＧＬＯＢＡＬＧ．Ａ．Ｐとか、いろいろございますけれども、取れそうなやつ

から取っていく。それから、ロゴマークというのも商品につけられるようになっているそうです。

ですから、ＧＡＰのそういうマークをつけたものは１割から２割高く売れているというような情

報も得ておりますので、ＧＡＰ取得後、有利販売に結びつけられるというふうに思うわけでござ

います。 

 とにかく、再度念を押しておきますが、検討していただく、早く取り組みたいという気持ちは

十分伝わってまいりましたので、時代の流れというのを的確につかんでいただいて、必要性を認

識されて、民間の経営者が大切にしている先見の明ですか、これを生かされまして、そして将来

に対応していただきたいと、これを切にお願いして、最後の質問に入りたいと思います。 

 最後でありますが、市長の海外視察についてでございます。 

 １０月１日より８日まで、市長以下数名で海外視察が行われて見聞を広げられ、将来の市政、

施策の展開に反映していただけるものと多大な期待をいたしておるところでございます。 

 アメリカの経営学者・ドラッカー氏が提唱する創造的模倣は、最も効果的、効率的戦略である

と言われる言葉を信じまして、フランスの現場、現物に触れ、必要な情報やノウハウを大いに生

かされまして、そして、先進地の成功例をそのまままねるだけにとどまらず、創造的に一工夫し

て、一歩進んだ、その地よりも進んだまねで成果を上げていただくのを期待したいというふうに

思っているところでございます。 

 その一つで、通告はしておりましたが、もう先に答弁いただいておりますので、今回の視察の

主目的は何だったのか、これはもうお聞きしたので結構でございます。 

 ２つ目は、テロワールという言葉はフランスで生まれたと聞いておりますけれども、各地を視

察されまして、当市のうきはテロワールを積極的に推進するに当たり参考になるノウハウを見て
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きたら伺いたいということ。 

 ３番目、地理的表示（ＧＩ）保護制度は、フランスを初めヨーロッパでは、産地のブランドを

守り、ブランド力を高める手段として大変重要視されているとの情報を得ておりますが、その実

情を聞かせていただきたい。 

 以上です。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま海外視察について、大きく３点の御質問をいただきました。 

 ただ、通告では、１点目が海外視察の目的と成果については、先ほどの佐藤議員とかぶります

のでよろしいということでありますので、答弁は控えさせていただきます。 

 ２点目にいただいたのが、うきはテロワールを推進するに当たり参考になることや、うきはの

フルーツ全体の活性化に活用できるノウハウやシステムなどがあったらという御質問であります

が、テロワールとは、生育地の地理、地勢、気候の特徴を指すフランスで生まれた言葉でありま

すが、環境によって個性が変わりやすいブドウが原料となるワインの特徴として使われておりま

す。 

 うきは市は、フランスのワイン産地・ボルドーやアルザスとよく似た日本でも非常に珍しい地

形、地質を有していることもあり、うきは市の農業にとって恵まれた自然要素を「うきはテロ

ワール」と名づけてＰＲを行っているところであります。 

 フランスでは、何世紀にもわたって異なる地域のブドウ園、また、同じブドウ園の中で異なる

区画のワインの違いを観察し、つくる場所の独特の環境を示す用語としてテロワールの概念を確

立していったようであります。フランスのテロワールの概念は、あくまでもブドウ、ワインに特

化したところがあるということで、うきはテロワールの推進にどのように活用できるか、今後、

調査研究をしてまいりまして、活用できるようなノウハウ等がございましたら取り入れていきた

いと考えているところであります。 

 ３点目が、フランスを初めとしたヨーロッパでの地理的表示保護制度、いわゆるＧＩの実情に

ついての御質問でありました。 

 今回の海外視察では、地理的表示保護制度についての詳しい話は聞くことができませんでした

が、フランスのシャンパーニュ地方の老舗メゾンを見学させていただいたときのことをお話しさ

せていただきたいと思います。 

 シャンパーニュ地方は、シャンパンの産地として世界的に有名なところであります。お話を聞

く中で、シャンパンと名乗れるのはシャンパーニュ地方で生産されたブドウを使って、その地方

の醸造所で厳格に定められた製法でつくられたものだけだと、このように伺いました。シャンパ

ンはＥＵの原産地呼称保護制度（ＰＤＯ）に登録されており、登録されていることで強いブラン
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ド力と付加価値が高まっているということで、市場力と輸出力が高まるということでありました。 

 昨今の海外での和食ブームにより、日本政府もこの制度から得るものは大きいとの考えのもと、

２０１５年に農産品全般を対象とする独自のＧＩ制度を導入し、「八女伝統本玉露」「夕張メロ

ン」「大分かぼす」など４８産品が登録をされているということであります。 

○議長（川 正男君） 諌山議員。 

○議員（９番 諌山 茂樹君） シャンパーニュのブドウですね、これはこちらとは土質、アルカ

リ度とか、そういうのが違うかとは思いますが、荒廃地対策とかなんとかにはあのブドウ、テレ

ビで見た範囲では、意外とこう、棚も必要じゃない、管理も案外日本ほどやっていないのかなと

いうような収穫の方法をやっておりますので、こちらにもそれを採用できればというふうに思っ

ておるわけでありますが、そこら辺はいかがでございましょうかね。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 先ほど佐藤議員の質問の際にもお答えしたんですが、御指摘のように、

フランス・ボルドー地方では、生食よりも基本的にはワイン加工がほとんどでございます。品種

も、うきはの４７品種にない２品種のみで、樹勢についても本当に人間の膝ぐらいしかない高さ

の中でブドウを生産して、そのブドウからワインをつくっているということであります。 

 そのシャンパンについても、まさに私も初めて知ったんですが、シャンパンっていろんな国と

いうか、いろんなところにありますので、そうかと思っていたんですが、本当にシャンパーニュ

地方で、シャンパーニュ地方で醸造したものしかシャンパンとは呼べないと、ほかはスパークリ

ングだという話を聞きまして、非常に印象に残ったところであります。そういう発想が、このう

きはの地にかなり符合できるんではないかと私自身思っておりますし、いろんなフランスの皆さ

んとの交流の中で、まずは、うきはの４７品種のブドウができているということをすごくびっく

りされ、感動されておりましたが、ぜひそれに付加価値をつけるべく、４８、４９番目をやって

みないかと、その技術の伝承は惜しまないと、こういうお話も伺ってまいりましたので、今それ

に向けて各種いろいろ作業を進めさせていただいているところであります。 

○議長（川 正男君） 諌山議員。 

○議員（９番 諌山 茂樹君） わかりました。 

 ちょっと内容を変えますけれども、オランダというところは東京オリンピックで初めて柔道が

外国の選手から負けた、ヘーシンクに神永選手というのが負けたんですけど、そういう方を輩出

した、スポーツ、それから勉強にも非常に力を入れているとお聞きしているところであります。 

 そこでお尋ねしたいと思うんですが、幼児教育、これは私は前々から常々思っているんですけ

れども、情緒力、豊かな感性とか人格形成、そして勉強が好きになり学力の基礎になるのがやっ

ぱり幼児の段階であるそうでありますので、この幼児教育について力を入れているとお聞きして
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おったんですが、それの参考になるようなことがあればお尋ねしたいと。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） オランダは、御案内かもしれませんが、世界経済フォーラムというとこ

ろが毎年、世界の経済成長率のランキング調査を発表されているんですが、オランダはドイツよ

りも上、世界４位なんですよね。そういうこともあって、しっかりダッチカルチャーの所長とお

話しした中で非常に感銘を受けたのは、やっぱり文化力というか、人材が全てですから、感性豊

かな文化力を担った中に、人が新しい、いろんな施策であったり、いろんな発明につながってい

くと、要するにやっぱり文化力がないとイノベーションにつながらないということを言っておら

れました。その中で、やっぱり幼児教育というか、幼児を対象にした文化教育というのはすごく

重要で、その所長いわく、この取り組みは全世界の中で我が国がトップを走っていると、こうい

うふうに承知をしていると。うきは市のほうからそういう申し込みがあったら、惜しみなく我々

のノウハウを提供したい、ぜひ幼児を対象にした文化力向上に力を注いでくれと、こういうアド

バイスもいただいたところであります。 

○議長（川 正男君） 諌山議員。 

○議員（９番 諌山 茂樹君） まさに文化力というか、感性、情緒力、そういうことが総合的に

加味されて人材育成というのができていくというか、技術革新にもつながるというふうに信じて

おります。 

 最初申しました柔道のヘーシンクにしても、文武両道と申しますか、スポーツと学力をうまく

両立した方であったというふうにお聞きしております。教育長もここにちゃんとおられますので、

ひとつ幼児教育についてもぜひとも万全を期していただきたいなという期待をいたしまして、あ

と５分ございますけれども、終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（川 正男君） これで９番、諌山茂樹議員の質問を終わります。 

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 

○議長（川 正男君） ここで暫時休憩とします。再開は１３時３０分より再開します。 

午後０時06分休憩 

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 

午後１時30分再開 

○議長（川 正男君） それでは、休憩前に引き続き一般質問を再開します。 

 次に、１１番、大越秀男議員の発言を許可します。１１番、大越秀男議員。 

○議員（１１番 大越 秀男君） きょう、幸か不幸か、高校生の傍聴のちょうど時間帯に当たっ

てしまいまして、いつになく緊張しております。どうぞよろしくお願いしておきます。 

 今回は、私は、市民の健康づくり、それから、吉井の町中にあります白壁交流広場の有効活用、
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この２点について市長に質問いたします。 

 まず、６月議会で医療費削減という切り口で、この健康づくりについて質問いたしました。そ

の後、私たち健康づくりについて、新潟県の見附市、あるいは長岡市等に視察に行ってきました。

１つ自分の中で変わったことは、あくまでも行政経費の削減という立場ではなくて、市民の健康

づくりに関しては、やはりさきに健康づくりという一つの大きな幸せを招く、そういった健幸づ

くり、見附市は「けんこう」の「こう」が幸せという字なんですね。ああ、なるほどなと、それ

で、健康であることが、その人の人生を幸せに送ることができる、そういう観点からそういった

ネーミングをされたんだろうと思います。 

 そこで思ったことは、先ほども言いましたように、やはり医療費削減というのは、健康づくり

をした結果論であって、まずはやはり市民が幸せな人生、幸せに一生を終えていくためには、健

康が最大の宝なんだということの観点があって、初めてこの医療費削減という結果につながって

くるんだなということを改めて勉強させていただきました。 

 そこで、本題に行きますけれども、市民の健康づくりについて、１つ目、６月議会で質問いた

しましたウオーキングコース整備について、その後、現状がどうなっているのか。２つ目、市民

の健康づくりについては、病気予防の観点から日ごろの取り組みがいかに重要かを認識させるこ

とが最も大切だが、健康福祉まつりや、ロコモ教室などの実施のほかに考えはあるのかどうか。

それから、３つ目、市民を挙げての健康増進に、コミュニティ単位のコンクール方式を取り入れ

たらどうかということで、この健康づくりについて、以上３項目に分けて市長に質問をいたしま

す。お願いします。 

○議長（川 正男君） はい、答弁、髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま市民の健康づくりについて、大きく３点の御質問をいただきま

した。 

 １点目が、ウオーキングコース整備についての御質問でありますが、従来から保健課におきま

して、市内数カ所にウオーキングコースの設定を行っておりますが、主なものといたしまして、

国道２１０号線バイパスをコースとして設定した、うきは市横断コース、それから、国道２１０

号線バイパスから派生するコースとして、大石高見コース、江南コース、その他、古川の水辺公

園周辺のコースや市役所周辺のコース等を設定しております。いずれもウオーキングマップを作

成し、各種教室や出前講座等の機会を通じて御紹介をさせていただいているところであります。 

 中でも、国道２１０号線バイパスは、一部の箇所を除き、歩道が整備されており、安全性が高

く、季節の花を楽しむこともできます。浮羽町山北の百堂坂から吉井町鷹取までの全長８．６キ

ロメートルの中で、市民の方が好きなところからウオーキングをスタートできるよう、マップ上

に主要地点間の距離を表示しております。 
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 今後につきましては、この国道２１０号線バイパスコースに、距離が一目でわかる目印、看板

等をつけるなど、歩く人の意欲をかきたてる工夫を行い、ウオーキングコースとして、多くの市

民の方に御利用いただけるよう検討してまいりたいと考えております。 

 ２点目が、市民の健康づくりにかかわる市の取り組みについての御質問でありますが、現在、

日本人の平均寿命と健康寿命には、男女平均で約１０年の差がございます。この差を少しでも縮

めることにより、健康で生き生きとした生活を送れる期間が長くなり、ひいては医療費、介護費

用の抑制につながるものであると考え、市では病気予防、介護予防を目的とした各種事業に取り

組んでいるところでございます。 

 健康寿命の延伸を図るためには、議員御指摘のとおり、市民一人一人が自分の体、健康に常に

関心を持ち、病気を予防、早期発見するために、定期的に健診を受診するなど、健康意識を高く

持っていただくことが大切であります。市では、毎年うきは祭りと共同開催をしております食と

農と健康まつりや、各地区で開催されている福祉まつりや、各種行事などのイベントの中で、血

圧や骨密度、血管年齢等の測定会を行い、まずは自分自身の体の状況を知ってもらう機会の場を

設けているところであります。 

 また、平成２６年度から毎月１５日の「広報うきは」に、げんきアップうきは健康情報と題し

て、食事、運動、病気など、さまざまなテーマで情報発信を行っているところでございます。 

 このような取り組みを通じ、市民の皆様の健康意識が高まり、生活習慣の見直しや運動の実践

など、具体的な行動を起こしていただくことによって、病気や介護の予防、健康寿命の延伸につ

ながるものであると考えておりますので、今後とも継続して実施をしていきたいと考えておりま

す。 

 ３点目が、市民生活の健康増進を図るため、コミュニティ単位のコンクール方式を取り入れた

らどうかについての御質問でありますが、市内の各自治協議会が、地域ごとの課題や将来像を取

りまとめ、策定した地域計画におきましても、地域のまちづくりのための施策として、健康づく

りへの支援がうたわれております。市民皆様が健康で生き生きとした生活を送れるためには、自

分の健康は自分で守るという健康への意識改革を促し、食事、運動、飲酒、喫煙等の生活習慣の

見直しを推進していくことが重要であると考えます。 

 議員御提案のような取り組みの導入は、地域間の競争心が刺激され、その結果、よりよいアイ

デアや地域ごとの特色ある取り組みにつながり、市全体の健康づくりにつながる一つの試みであ

ると考えますが、まずは、市民のお一人一人の健康づくりへの取り組みが広がり、地域で根づく

ように進めていくことが大切であると考えますので、さまざまな機会を通じ、働きかけを行って

まいりたいと思っています。 

○議長（川 正男君） 大越議員。 
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○議員（１１番 大越 秀男君） まず、１番、１項目めの６月議会での質問、その後、現状はど

うなかということ。全く前回と同じ答弁が返ってきました。ちょっと残念です。だから、その後

どうなったんですかというのを私は聞きたかったんです。 

 前回の、ここに会議録があるんですけれども、市長が今答弁された内容、全く同じです、前回

の答弁と。それはそれでいいとしまして、やはりまず、健康づくりという観点から、実は偶然、

きのうおとといでしたか、久山町の新経済指標だったですかね、豊かさをあらわす、これは正式

な読み方は新国富指標というのかな、新しい国の富の指標。県内６０市町村ぐらいですかね。 

 久山町が経済だけじゃなくて、自然環境、この新国富指標というのは、人工資本、いわゆるイ

ンフラストラクチャーですか、それから、人的資本、人口、教育、健康、あるいは、もう一つ自

然資本、気候変動、農地、森林、鉱物資源、こういったものを総合的に指標、数値化して、それ

を金額であらわしたものだというふうに言われております。 

 私はどういった基準で計算されたのかわかりませんけれども、それでいくと、久山町は県内

トップです。３，０９９万円、それから、福岡市が２，３８６万円で５位。さっきの久山町は

トップです。北九州は２,０６８万円で１６位だったとあっております。これはノーベル賞の何

ですか、経済学者、経済学受賞者らが初めて発表したということで、日本では九大の馬奈木俊介

主幹教授が代表を務めて、そういった計算方式をつくって、指標化、数値化しているという内容

です。 

 そして、県内６０自治体について、ランクづけがされているそうなんで、もしうきは市が幾ら

で何位になっているのかつかんであったら──わかりますか。通告しておきゃよかったんですけ

どね──ないですね、今のところ。（発言する者あり） 

 ６０市町村をもうランクづけしているそうですから、ぜひうきは市が幾らなのか、市民１人当

たり幾らの、金に換算したら富を持っているのか。土地や建物や、そういったものだけじゃなく

て、人的な資産、あるいは自然環境の資産、そういったものを数値化したものであるということ

です。 

 そして、言いたいのは、ここの中に健康と、市民の健康度合い、久山町はもう昔から市民の健

康づくりに取り組んできて、具体的に言うと、特定健診の比率が７０％ぐらいありますよね。う

きは市は、今のところ４０％ぐらいですから、すごいなあと思うんですけど、やっぱりこれは行

政挙げて健康づくりに取り組んでいるということのあらわれだろうと思います。 

 そして、最初にも言いましたように、私が６月の議会で質問したときは、とにかく行政経費を

抑えるんだということで、じゃ、医療費の削減を頭に置いたら、その削減するためには何をすれ

ばいいのかというのが、６月の中でのやり取りでしたけれども、今回、切り口変えて、市民が幸

せにうきは市で暮らしていくためには、健康という大きな資産、これをやっぱり重要視して、そ
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して健康づくりをすれば幸せになれる、一生幸せに過ごしていけるという、これが何よりだとい

う考え方に基づいてこういったことがなされていると思うんです。 

 前回も私、申し上げたんですけれども、自分の経験から、やっぱり健康を損ねてしまうと、や

る気もなくなる。それから、何と言ったらいいんでしょう。食欲もはっきり言ってなくなってき

ますし、これではいかんということで、私はあるお医者さんにもかかって、体を治そうとしまし

た。毎日電気にかかりに行ったりですね。ところが、治らないんですよ。で、それはなぜなのか

と。結局、私たち高齢者ですので、高齢者は、もう年齢相応の筋力とか体力、気力、そういった

ふうに全体が衰えてきている。そこで私の場合で言いますと、ちょっと無理をしたトレーニング

をやって、具体的に言うと、肩とか首とか背中の筋肉を痛めた。その結果が全身症状になってく

るんですね。 

 だから、ああ、これではいかんということで、さっき言いましたように、ずうっと電気にかか

りに行ったけど、電気では治りません、やっぱり。一番大事なのは、ずうっと病院に通いながら、

いつも待合室にいる人たちは同じ顔ぶれ。そして、自分もそうだったんですけど、しているけど、

全然回復していないんですよ、状況が。これは何なのかと。 

 そして、さまざまな形で自分なりに勉強しました。結局、年齢とともに、筋力が衰えているか

ら、結局、そこに原因があって、それは電気では治らないんだという結論にたどり着きました。 

 じゃ、どうすればいいのか──年齢とか体力に合った軽目のトレーニングから、少し力がつい

てきたら、少し負荷を上げながら、そういったことで自分の筋力を回復していくのが一番なんだ

ということに気がつきまして、体は痛いのにせっせと歩き、そして、最近では、保健課のほうか

ら、うき８体操を紹介してもらいました。これは物すごくいいです、もうはっきり言って、うき

８体操は。スクワットが中心になっていますけどですね。はぁ、こんなにやっぱり自分たちは日

ごろ筋力を鍛える、筋力を維持していくことに、こんなに無頓着だったのかなということで、今

つくづく自分の健康がいかに何より大事かということを感じているところです。 

 そういった前提があるから今回こういった質問もしていますけれども、話を戻しますが、ウ

オーキングコースについては、市長の答弁は６月議会と全く同じ答弁が返ってきましたので、私

は私なりにいろんなコースのことを考えてみました。 

 見附市に行って、まずやっぱりそういったコミュニティーごとにもうウオーキングコースが設

定してあります。そして、驚いたことに、マンホールのふた、これを利用して、次の目的の、こ

の辺で言えば、例えば、生葉の信号までは何キロですよ。きれいなカラーの絵が書いて、矢印し

て、次の目的、どこまではここから何キロですと、そういったのが至るところにあるんですね。 

 それと、どこでも道路の横には歩道は今ほとんどあります。残念ながら、千足の町中に歩道が

ないですけどね。歩道はありますけれども、確かに車道があって危険だから歩道もつけておか
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にゃいかんだろうという程度の歩道です、自分で歩いてみると。もう本当に、排水をよくするた

めもあるかもしれませんけれども、車道と歩道の間に仕切りのコンクリートのあれがありますよ

ね。その外側の歩道を歩いてみますと、かなり傾斜があるんです。あるいはでこぼこがあったり、

ああ、やっぱり歩道は確かに車道をつくるときの、おまけに歩道もつけておくかという程度なの

かなと。歩いてみると非常に歩道なのに歩きにくい。そこに、旧浮羽町の場合、ほとんど狭いで

すから、平気で自転車が走ってくる。注意したいんですけど、今、そういった歩道なんか、

ちょっと自転車で走ってくる人を注意しよったら何されるかわからんから、ついついもう黙って

いますけれども、やっぱり歩道をもう一回点検し直したらいいなと私は思いました。いいところ

もありますよ。 

 それとバイパス沿いの話が市長から出ましたけれども、バイパス沿いは、いいようで、平たん

地ばっかりですから、ずっと歩いているとだんだんおもしろくなくなるので、もうちょっと体に

負荷をかけたいなというようなことがありまして、私も最初バイパス沿いをずうっと歩いていま

した。ただバイパス沿いは、平らでおもしろくないというのと、意外と暗いんですね、暗い。車

道はありますけれども、車道から内側の歩道になると、ほとんど真っ暗です。ですから、やっぱ

りそれなりの照明も必要じゃないかなと、整備する上でですよ。 

 それと、今のところ、私は、バイパスも見てまいりましたけれども、６月の答弁でこういった

ことで、看板を上げたりとかいうこともありましたけど、今のところ、看板はまだ上がっていな

いですね。 

 私はバイパス沿いだけというと地域的に偏りますので、やっぱり浮羽地域については、さっき

の私の坂を上りたくなるということを言いましたけれども、浮羽稲荷のコースとか、あるいはア

リーナ周辺のコース、それから、流川から吉井方面に向けた山辺のコース、吉井について言うと、

スポーツアイランドとか、あるいは私がよく行く百年公園ですね。百年公園は、ありがたいこと

に、県道から上、ずっと公園まで街灯がついているんですよ。ですから、女性でも安心して歩け

る。その他のところは、もうほとんど真っ暗です。というのは、私は仕事柄、夜しか歩けないも

んですから、そういったことで夜歩いてみるとそういうことがわかるということを言っています。 

 それで、ぜひ、もう具体的にどこでもいいんです。どこでもいいと言うと、ちょっと語弊があ

りますけれども、まずは手始めに、どこか具体化してもらいたいなということを思うんです。モ

デルコース的なのをつくってもらってですね。その点、私のしゃべりばっかりになっていますけ

ど、どうですかね、モデルコースをぜひ早急に実現してほしいと思いますが、市長。 

○議長（川 正男君） はい、髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 御案内のように、ことしの４月の時点で、うきは市の高齢化率、うきは

市の全人口３万４５０人に占める６５歳以上の人口割合が３２．３％でございます。日本全体の
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高齢化社会が課題になっているんですが、そういう中においても、うきは市は１５年先を行って

いるんではないかと、このように承知をしているところであります。 

 この高齢化社会を私はネガティブに考えなくて、むしろ、そういう６５歳以上の市民の皆様を

含めて、全ての市民の皆さんが生き生きと健康で、まさに幸せを感じられるような、そんなまち

づくりが今求められているし、一番重要だというふうに認識をしております。 

 ここでキーワードになるのは、やはり議員御指摘の健康であります。私は健康の要素として、

いつも申し上げているように、６点の要素があると思っています。まずは、自分自身の体調管理

という意味で健診、いわゆる特定健診、受診率を上げるということが第１であります。そのほか

に、御指摘の運動、そして、食、休養、そして生きがい、きずな、この６点あろうかと思います。

今、組織横断で、この６点を視野に入れて、各課横断的に健康づくりの取り組みをしっかりやら

せていただいているところであります。 

 きょうの御指摘は、６要素のうちの特にこの運動の部分のウオーキングではないかと、このよ

うに思います。非常にうきは市内は、ウオーキングイベントが盛んに行われております。例えば、

うきは祭り時に同時開催していますＦＭ ＦＵＫＵＯＫＡさんとの協賛のうきはウオーキング、

あるいはＪＲウオーキング、そして、小塩村の秋祭りのウオーキング、多種多様にウオーキング

がなされております。議員の御指摘は、そういう観光イベントというよりも、うきは市に住む人

の市民の皆さんの通常のウオーキングコースの整備をという御指摘ではないかなと思っておりま

す。 

 御指摘にありました百年公園、ウオーキングされているという御指摘がありましたが、今、屋

形古墳群整備の中で、百年公園から屋形古墳群まで歴史の小道が途中までできていますので、も

うそれをつなぐべく、散策コース、ウオーキングコースというか、歩けるコースも視野に入れて

今整備をさせていただいているところであります。 

 ウオーキングだけでなく、本議会では、他の議員さんからフットパスの話とか、マラニックと

か、オルレとか、いろんな呼び名の、一種のウオーキングの提案をいただいております。そうい

ういろんな議員の御提案もしっかり頭に入れて、健康づくりの大きな核としての運動、そして、

このウオーキング等をしっかり視野に入れて、もう少し足元に視点を置いて、歩けるようとか、

照明とか、具体的なお話がありましたので、今、もろもろもろもろ、このうきはというのは、自

然環境あるいは田園風景、今なお、かつての我が国の原風景が残るすばらしい地域資源を有して

いるわけですが、この地域資源に触れようとして、すごく市外から多くの方がうきはにお越しい

ただいて、ウオーキングを楽しんでいただいているという実態もありますので、そういう視点も

踏まえて、もっともっと３６５日、市民の方が手軽に歩けるような、そういうところの観点で点

検等もやらせていただきたいと、このように考えております。 
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○議長（川 正男君） 大越議員。 

○議員（１１番 大越 秀男君） 話の中で、ちょっと歩道のことも出しましたけど、私たちが視

察に行った見附市では、市道構造の技術的基準という条例があるんですね。それは何かというと、

市道を整備していく場合、歩行者優先でほとんど設計をしなさいということがなされているんで

す。当然、車道と交錯するところは、ここもありますけれども、ポールを立てて、歩行者がいき

なり飛び出したりしないように、あるいは車道側から見ると、歩道に近づいてくると、少し道路

幅が狭くなっていると。必然的にスピードを落とすような構造、それから、さっき言いましたよ

うに、もう歩道が本当にうきは市内はこう斜めになっていたり、でこぼこになったりと、それが

多いんですけれども、あそこはきれいに真っすぐなって、真っ平らに、きれいに整備してありま

す。やっぱり歩道ですから、やっぱり歩行者のことを考えて整備しているんだなということを感

じました。それで、市道を整備する場合の技術的基準まで、歩行者優先の考慮がなされていると

いうところに非常に感銘を受けたわけです。 

 それと、同じ、ただ健康づくりといって、トレーニングしたり、歩いたり、いろいろするのは、

はっきり言っておもしろくないんですね。特に健康な人は特におもしろくないんです。じゃ、ど

うすればそれを積極的に市民にウオーキング等のトレーニングをしてもらえるのかというと、

やっぱりポイント制を導入してみたり、例えば、見附市は、旧市街地にあったスーパーの跡が健

康づくりの拠点になっているんですね、建物を市が買い取って、壊さずにそのまま広いスペース

がありますから。事務所があって、健康づくりの指導員がおって、トレーニングマシンが置いて

あるんです。 

 歩いて行って自分の体を鍛えるというかな、そして高齢者同士がそこで触れ合いもできますか

ら、非常に楽しみながら、しかも、そこでトレーニングしたり、幾つか施設、ポイントがもらえ

る施設があるんですけど、そこへ行くと、きょうは、例えばの話ですけど、あそこで30分やった

から３点もらえたと。ずっとポイントがたまるようになっています。スーパーとか、いろんなお

店のカードと全く一緒ですね。そして、１ポイントが１円です。それがたまったら、商品と交換

もできるし、それを市のふるさと納税じゃないですけど、そのポイントをまた市に寄附をするこ

ともできる。あるいは商品券としてもらうこともできる。 

 そういったことで、自分が健康になりながら、さらにポイントがたまって何かがもらえる、何

かに貢献できる、こういった仕組みを取り入れているということで、市民が生き生きとやっぱり

自分の健康づくりを楽しんでいるという姿を拝見させていただきました。これはもうすばらしい、

ぜひ、そのまままねしろとは言いませんけれど、参考になるんじゃないかなということで帰って

きたところです。 

 さっき、諌山議員の質問だったか、里山資本主義の話が出てきましたですかね。要は、経済
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ばっかりではないんだということで、やっぱり自然のよさ、住む人のよさ、豊かさ、教育のレベ

ルの高さ、こういったものも豊かさをあらわす指標になるということからいけば、ぜひともうき

は市として見渡したら何があるかといったら、やっぱり大自然もありますし、人情の厚さ、人の

よさ、そういったのもありますし、ここに教育と健康がプラスされれば、すばらしい町になって、

さっきの国富指標じゃないですけれども、そういった点数も上がってくるんじゃないかなと思い

ます。 

 どこをどうせろじゃなくて、ぜひとも一つ実現してほしいと。モデルコースでもつくってもら

いたいというのが私のきょう訴えたいところです。 

 そして、余り言いたくないんですけれども、結果は医療費の削減につながってくるんですよと。

これは医療費削減が先に来ると、どうもおかしなことになってくるので、私はやっぱり市民の何

物にもかえがたい健康、これを創出していくのが行政の務め、そして、その結果、市民が幸せに

なれ、そして最終的な結果として、医療費削減につながっていくのではないかなということを改

めて訴えて、次の質問に行きたいと思います。 

 ２番目の質問です。白壁交流広場の有効活用について。 

 非常に自分がかかわっているので申し上げにくんですけど、あそこ８年ぐらいになりますけれ

ども、あの広場を利用させてもらって、毎週火木土、本当に酷暑の夏場だけは休んでいますけれ

ども、朝市みたいなことをやらせてもらっています。 

 最近、また秋になって再開していますけれども、市民の方が来られて、「何でこの広場は最近

では、ポールどころか鎖まで張って、誰も入られんごとしよるとですか」とよく言われるんです。

それで、私も答えるほうとしては非常につらいんですけれども、「いや、実はこの広場は、こう

やって国庫補助を受けて整備をしていますから、私たちが思うように勝手に駐車場、あるいは自

分たちが思うように勝手に使うということは、広場は広場ですけど、できないんですよ」と。

「あ、そうですか。ばってんか、ほとんど年中、これは広いままあいちょるじゃないかですか。

この広いスペースをどうして有効に使われんとですか」と、よく言われるんです。観光客の方も

来て、「車は入れないんですか」と。 

 もちろん、あの広場の裏側には駐車場あるんです。だけど、国道に面していないから気がつか

ない。だけど、通りかかったら広い広場があるのに車も入れない。で、なぜなのかといったこと

で、実はそういった市民、あるいは観光客、それから、来訪者から投げかけられます。このこと

について、ぜひとももうちょっと有効活用する方法があるんではないかなということで白壁交流

広場の有効活用について、１、旧市街地が寂れていく中、広場の有効活用は大きな課題と思うが、

現在のイベント時だけの利用では市街地の活性化にはつながらないと思われるので、広場の思い

切った活用策を講じるべきと思うがどうか。２、更地分の利用計画はその後どうなったのか、以



- 134 - 

上２点、質問いたします。 

○議長（川 正男君） はい、髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま白壁交流広場の有効活用について、２つの御質問をいただきま

した。 

 まず、広場の思い切った活用策を講じるべきとの質問をいただいたところであります。 

 現在、白壁交流広場は、祇園山笠、ＹＯＳＡＫＯＩ祭り等のイベントのほか、フリーマーケッ

ト、朝市、お宝の市、スイーツコレクション、クリスマスイルミネーション、正月の門松飾り等

に幅広く利用されているところであります。 

 広場には、市街地における消防用防災水槽を設置しており、これまで広場への車両乗り入れを

規制するため、バリカーを設置していましたが、バリカーが差し込み方式のため、広場に車両が

侵入し、防火水槽の上部に無断駐車をしたり、公園内の街灯破損等が発生したこともあって、現

在はバリカーに施錠し、侵入できない状態となっているところであります。 

 今後、市街地活性化を図っていく上で、白壁交流広場を有効活用することは必要と考えており、

今後、商工会、観光協会を初め、関係者の皆様の御意見等もいただきながら、活用について検討

してまいりたいと、このように思っております。 

 ２点目が、更地分の利用計画はどうなったのかという御質問でありますが、これまでたびたび

大越議員より、本件に関する質問をお受けし、当敷地は伝統的建造物群保存地区の中心部に位置

し、国道沿いに面しているため、町並み保存の観点からも、空き地のままにしておくことは望ま

しくないとお答えをさせていただいたところであり、この考えは今も変わっておりません。 

 以前も報告させていただきましたが、更地の利用計画につきましては、近隣の集落で空き家に

なっていた庄屋格の古民家の移築計画がございましたが、諸条件が折り合わず、実施を見送った

経緯がございます。その後、検討を続けておりましたが、具体策には至らず、現在に至っており

ます。 

 冒頭に申し上げたとおり、当敷地を空き地のままにしておくことは望ましくないと考えており、

国道沿いに形成された町家型の家並みの景観を生かしたイベントでの活用や、地域ににぎわいを

もたらす拠点施設の設置について、今後も検討してまいりたいと思っております。 

○議長（川 正男君） 大越議員。 

○議員（１１番 大越 秀男君） まず、その広場のほうは、年間を通して、確かにイベントの数

を言うとかなり使われているように見えますけれども、朝市と言われたのは、多分私がかかわっ

ているあの部分のことをおっしゃったんだろうと思いますけれども、はっきり言って、祇園山笠

のときに、土台を建てるときから入れると、およそ２週間ぐらい。それから、ＹＯＳＡＫＯＩの

ときに前日の準備から入れると２日、それから、お宝市みたいなことをやる。もう本当、数えた
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ら２０日間あるかないかぐらいですよね、使われているのも。だから、やっぱり事情を知らない

人は、あんな広い町のど真ん中に、しかも重伝建築のど真ん中にあんな広場が使われずにあると

いうことは、やっぱり素朴な市民感情からいけばおかしいんじゃないかなと。もうちょっと有効

活用があるじゃないかということを言われるのは、僕は当然と思うんですね。 

 ただ、これは多分ネックになっていることがあると思いますので、実はあそこは国庫補助を受

けて整備されています。たしか全体で九千何百万円のあそこを整備したときの費用がかかって、

その恐らく２分の１ぐらい、四千何百万円が国庫補助を受けていると思うんですね。そのときの

国庫補助を受けていますから勝手には使えないわけですね、自分たちがいいようには。恐らく利

用の制限、それから、減価償却と言ったらいいのかわかりませんけれども、何年間はこれに拘束

されますよとか、そういった決まりがあると思うんです。わかりましたら。生涯学習課長、知っ

ているんじゃないですか。 

○議長（川 正男君） はい、髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 生涯学習課長に答弁をさせます。 

○議長（川 正男君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（瀧内 英敏君） 生涯学習課の瀧内です。 

 この白壁交流広場につきましては、議員御指摘のとおり、国庫補助、街なみ環境整備事業の補

助金を使って整備をされております。２分の１が国庫補助ということでございます。当然、通常

の補助であれば、その施設とか建物の耐用年数まではそういった制限がある。それ以前に改修工

事とか、やむなく取り壊しとかする場合につきましては、当然補助金返還とかの対象になるん

じゃなかろうかというふうに考えております。ただ、こちらが伝建地区と街なみ環境整備地区の

かぶった地区になっておりまして、これが街なみ環境整備事業費で行った事業でございますので、

これにつきましては、街なみ環境整備事業につきましては、５年ごとに計画を見直して実施する

事業でございます。今現在は３０年度までする事業になっております。 

 ただ、この整備事業はまだ終わっていませんので、平成３５年度まで延伸するような計画をし

ております。そういったことを考えてみますと、街環の延伸が認められるまでは県なり国から認

められる限りは、この改修工事等についてはできないものというふうな認識をしているところで

ございます。 

○議長（川 正男君） 大越議員。 

○議員（１１番 大越 秀男君） いまいち、ちょっと今の説明はわかりにくかったですね。延伸

を、とりあえず３０年度までは今のままでいって、その後３５年度、５年ごとに計画を延伸し、

その計画の内容というのは何ですか。よかですか、直接。時間がかかるから。 

○議長（川 正男君） 生涯学習課長。 
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○生涯学習課長（瀧内 英敏君） 街環事業につきましては、もう一部は上がっているんですが、

電柱の地中化事業、これが今、メーンの通りは終わっているんですが、あと１カ所終了していま

せん。その部分と、あと町並み環境整備する事業も若干残っていますので、それを計画的に今、

５年ごとに計画を立てて進めているところでございます。 

 それが終われば、その町並み環境整備事業自体は終わるんですが、まだ終了していませんので、

今のところ３５年度までは延伸してもらうように今、申請の手続をしているところでございます。 

○議長（川 正男君） 大越議員。 

○議員（１１番 大越 秀男君） ちょっと私も頭があんまりよくないけど、今の説明をよく聞い

てみると、あの広場もひっくるめた街なみ環境整備事業をやっていると──ですね、そういうふ

うな理解でいいんですね。 

 いや、僕が聞いているのは、あの広場自体に制限はかかっていないのかということを聞いてい

るんですよ。金も補助金もらっているから、あの広場を整備するのに。だから、国庫補助を受け

取って、国との約束事があって、それを無視した使い方をしたらいかんとやないですかと。です

から、そのしてはいけないこと、制限がかかっていることを具体的に教えてもらいたいんです、

私は。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 大変失礼しました。ただいまの生涯学習課長が説明したのは、白壁交流

広場そのもの、あるいは議員御指摘の更地を整備するときの国庫補助事業の取り組みについて課

長は説明をいたしました。今、議員は、そこに整備することが規制はかかっていないかというこ

とであります。規制といえば、やはりここは伝建地域の中心地ですから、やっぱり伝建地域にふ

さわしい建物でないということは、もう御承知のとおりです。そのほかは、大きく制限はないん

ではないかと、こう思います。 

 ところで、白壁交流広場全体をどうするか、そして、その中の一部である更地をどうするかと

いうふうに大きく２つの視点で既に考えているわけなんですけれども、全体広場でいきますと、

議員からは、年間通していろんなイベントに使っているけれども、数少ないんではないかという

ふうな話があります。実は、そういう中において、先月なんですけれども、もう御承知かと思い

ますが、うきは市内でオーガニック農法で取り組まれている若手農家グループが産直市をやりま

した。すばらしい取り組みだと思っています。 

 今、私どもが地方創生でいろんな仕掛けをやっているんですが、そういう中で、Ｉターン、Ｕ

ターン、いろんな方がうきはに来ていただいて、いろんな事業を起こす中において、この場所と

いうのはすごく有効ではないかと、このように思っております。そして、そういうＩターン、Ｕ

ターンの中で、いろんな問い合わせがあるんですが、そういう創造性豊かなクリエーターの方と、
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またいろいろ相談して、街環、景観に合った活用の方法がないのか、しっかり検討していきたい

と、このように考えております。 

○議長（川 正男君） 大越議員。 

○議員（１１番 大越 秀男君） オーガニック市場ですか、それは私も行きました。小塩のおい

しいリンゴを買ってきました。おお、うきはでもこんなリンゴができているんだということでお

いしくいただきましたけれども、市販のリンゴよりか３割ぐらい高かったですね。私たちは生産

の過程を見ていませんから、こっちは体に非常にいいけど、こっちは大丈夫ですよと。体にいい

けど、こっちはちょっと農薬たくさん使っていますよとか、私たちには見た目で判断できません

から何とも言えませんが。 

 だから、高かった分は、それだけの価値はあったんだろうと私は理解していますけれども、そ

れはそれとして、問題は、私たちがあそこで市場をやらせてもらうときに条件があったのは、こ

の広場は、駐車場としては使えませんと。国との約束の関係だろうと思います。だけども、イベ

ント時には車も入れていいですよと。ですから、市をするときはイベントとみなして、そのイベ

ントを開催している時間帯は車が入って、そして、閉めるときは、車も出ていかにゃいかんです

けれども、駐車場としても使ってもいいということで、今、県議になられた小河さんですね、彼

も一緒になってしたんですよ。 

 だけど、その後、はっきり言ってあれは、もう私たちの思いは、イベントでは、うわっと人が

集まってくるけど、何百、何千と。だけど、ほとんど誰も日ごろ人がいないじゃないですか、あ

の広場に。いや、僕は５人でも１０人でもいいから、毎日人が集えるような仕掛けをしたいなと

いうことで、いろいろ、途中省きますけれども、ああいった朝市的なものをやるようになったん

です。だけど、みんなもうかりませんから、みんなどんどんどんどん会員が減っていって、今、

５人ぐらいですかね。それも出してもゼロの日もたくさんありますし、２００円しか売れなかっ

た。売れても２，０００円どまりぐらいですよ。売れている人で、１回が。 

 だから、本当に採算面からいったら、もうやらないにこしたことはないです。だけど、やっぱ

りここで起したこの火は消したくないなと。何とか町中の活性化に少しでもつながればという思

い。それと、このまま広場があいていると寂しいから、やっぱり市外から来られた人、そして、

私たちの思いとは実は結果が違ってきているんですけど、高齢者福祉施設になっているんですね、

朝市をやっているのが。私たちがやっていると、買わんでもあそこに、「ああ、きょうも来

ちょったのう」て言うてから、いろんな方が出てこられて、だべって帰られます。売り上げゼロ

です。だけども、私たちはそれでもいいと思っているんです。やっぱりひとり暮らしの人が多い

んですね、今。特に女性は。日ごろ話し相手もいない。会う人もいない。そういったことで、火

木土、私たちが午前中行きますので、そうすると楽しみに出て、手押し車を押して、あるいは杖
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ついて出てこられます。この寒いのにですよ。だから、やっぱりこういう人たちの思いというの

は大事にしたいなという思いがあるんです。 

 ですから、さっき言いました、話を元に戻しますけれども、イベントのとき、そういったこと

をやるときは、車を入れさせてあげてもいいんじゃないかなと。ただし、私たちがそれは責任持

たにゃいかんことですけど、終わったらちゃんと表を閉めると、車が出たのを確認して。そう

いったことを私たち使用させてもらう側からすれば、それだけの責任があると思っていますので、

ぜひ、せめてあそこのイベント時には、やっぱり表をあけてあげるんだと。 

 悪いことにあそこの車どめがこう置いてありましたけど、あれは背が低いからセダン型の車で

来た人は近づいてきたら死角になってしまう。ポールが立っているのが見えなくて、それにドン

とぶつける。高いポールがあれば、フロントウインドー越しにポールとか、そういうのが見えれ

ばぶつけることはないんですけど、ちょうどセダン型は前のほうがボンネットが出ていますから

死角に入ってしまう。だから、結果的にぶつけるという結果になって、私たちもある意味、責任

を感じていますけど、そういった意味で、もうちょっと利用したいと思っている人と管理してい

る人側の管理上の立場と、そのせめぎ合いがあの柵になってあらわれているなあと僕は思うんで

すよ。 

 いやあ、もう私たちは管理者として責任があるから、勝手に使ってもらっちゃ困る。施設をそ

ざしてもらっちゃ困ると。そうすると、使いたい人は、「何でこんな広場は使えんとか。こんな

毎日毎日がらんとあいたまんまで何の役にも立っていない。せめて車ぐらい入れさせろ」と言わ

れるんですよ。「だけど、そうはいかないんですよ、こうやって国庫補助を受けてつくっている

から、それは気持ちは十分わかりますけど、そうはいかないんですよ」と。だから、そういうふ

うに私たちはいつも対応しております。今はもう全く車が入りませんから。 

 だから、やっぱり知恵を絞って、そういった国からの制限もかかっている中で、どうすれば、

あの広場に、はっきり言いますけれども、車も入っていいのか。そうすれば、いろんなことが広

場の中でできますのでですね、知恵を絞れば、車が入っても、そして終われば出ていくという形

で開放することができるんじゃないかということで、ぜひとも、もう僕は市長の腹一つじゃない

かなと思うんですよ。こういうことをやれば使えるんじゃないですかと。国の基準を侵すわけで

もないしということで、その辺のぜひともアイデアを考えてほしいなと思うのが、私の今回の質

問の趣旨です。 

 それから、更地については、前段の健康づくり、そういったのも視野に入れながら、見附市が

スーパーの跡をそういった健康増進施設にしたように、そこまで、あんな大きな施設をする必要

もないでしょうけど、今度アリーナのトレーニングマシンも買いかえますよね。それはちょっと

手を加えて、こっちに持ってきて、あそこでロコモ教室でもやったら、うまくいくんじゃないか
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なと。トレーニングマシンを買うときは、下取りという形でやるのかもしれませんけれども、そ

ういった、そんなに上等なものでなくてもいいんですから、種類も多くなくていい。あそこに行

けば、ちょっとだべりができた上に、健康づくりもできるというような視点で、更地の部分を考

えることもできるんじゃないかなと思います。 

 それで、そういった施設であれば、別に冷房をつける必要もないし、戸締まりぐらいはできな

いといかんと思いますけれども、そんなに高級な建物を建てる必要もないからですね、それは１

つの事例です。更地利用をこうやったらどうかという１つの事例ですけれども、何かそういう視

点に立ってでも、ぜひともあの更地については、利用法を考えてほしいなと思います。 

 市長もあのままほっとくのは本当はいいことではないと。ぜひとも何とかしたい思いはあると

いうことをおっしゃいましたので、ぜひともそういうふうな方向で検討をしてもらいたいなと思

いますが、いかがでしょうか。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいまの広場全体の活用というか、特に更地の活用について、具体的

な提案なんかもいただきました。かねてから、うきは市内の小学生の皆さんの子供議会の中でも、

もっともっとあの広場をイメージしながら、まちの中心部に公園が欲しいとか、そういう御要望

もいただいております。 

 本当に伝建地域の中心地でありますので、仕掛け方次第で、大いに大きな地域振興の拠点にな

り得る場所だとこのように思っておりますので、今後、いろんな視点でその活用については考え

ていきたいと思います。 

 それから、広場全体の駐車の御指摘がありました。このことについては、住環境建設課長のほ

うから答弁をさせます。 

○議長（川 正男君） 住環境建設課長。 

○住環境建設課長（江島 高治君） ただいまの御質問の中で、白壁交流広場の駐車場でございま

す。 

 以前から管理をしておりましたところがございまして、やはり以前から鍵をかけたような形で

の車両乗り入れの禁止をやっておったところでございますけれども、やはり夜間とか、そういっ

たところで管理の行き届かないようなところで、無断駐車が多発してきたということでございま

す。 

 今まで、イベント時には、車両等については、中の乗り込み等は許可をしてきたようなところ

もございます。ただ、やはり夜間とか、イベント時以外でも、ちょっと目につきましたのが、自

販機の補充する車とか、そういった車が乗り入れをして、下のインターロッキングの構造物的に

ちょっと損傷が出てきたというところもございました。 
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 もう一つは、広場というところでございますもんですから、普段乳幼児とか老人の方が利用す

るときに車が入ってこないんだというふうな気持ちで遊んでいるところに、いきなり車が入って

くるといったこと、そういったことで、事故に起因するようなことがあっていたというところで、

今、現状はそういった施錠をして管理をしているというふうな状況でございます。 

 今、議員さんからも言われましたように、ポール、車どめの高さが死角に入って危険だという

ところ、それから、イベント時の車両の乗り入れ等につきましては、早急に検討しながら、その

バリカーについては、死角にならないようなものに変えるというふうな検討も早急に行ってまい

りたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（川 正男君） 大越議員。 

○議員（１１番 大越 秀男君） 駐車場として使うについても、当然、勝手に使えないことはも

う十分承知の上で私はきょう質問しております。だけど、頭をひねれば、今、広場としての位置

づけをしているから、子供さんとか御老人の方が、あそこで安心して遊べるように車の乗り入れ

はだめなんだという説明も関係課長からありましたが、私は何も全体を開放する必要はないと思

うんです。３分の１とか、広くても半分、そこまで何か柵と言うとおかしいですけど、何か仕切

りをして、イベント時には、もちろんそれは取っ払わにゃいかんことですけれども、全体をもう

完全なオープンにしてしまうと、そういった危険性も出てくると思うので、そこを、私が言って

いるのは、頭をひねれば、何かアイデアがあるんじゃないですかということをきょうは言ってお

ります。 

 うきは市ルネッサンス総合戦略で地方創生の事業も市長、一生懸命進めておられます。私も評

価しておりますけれども、やっぱり寂れていく市街地を何とかしようということも当然一番大事

な地方創生の項目ではないかなと。あのルネッサンス戦略の中には上がっていませんけど、ぜひ

ともそういったことを念頭に置きながら、更地の今後の活用の方法、広場の利用方法、そういっ

たのをぜひとも市長には前向きに検討してもらいたいなということを申し上げて、私の質問を終

わります。 

○議長（川 正男君） これで、１１番、大越秀男議員の質問を終わります。 

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 

○議長（川 正男君） 続きまして、１３番、三園三次郎議員の発言を許可します。１３番、三

園三次郎議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君） ただいま一般質問の許可をいただきましたので、私は人口減少

を抑止するための新たな施策の策定及び野生鳥獣被害と衰退する山間地域の活性化方策、以上２

項目について、髙木市長に質問をいたします。 
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 まず第１項目の人口減少を抑止するための新たな施策の策定について質問いたします。 

 平成１７年３月２０日、吉井、浮羽両町の対等合併により、うきは市が誕生できたのは、人口

要件が合併特例により３万人以上に要件が緩和されたことによりますが、わずか１３年でその人

口要件を欠くことが確実となりました。人口減少を抑制するために、総務省から地方版総合戦略

の策定が義務づけられ、これに基づき地方創生戦略に係る大きな目標である４つの方向性が示さ

れ、その中の３番、若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえるについての対応がうきは市

ルネッサンス戦略に記載されてあります。結婚から子育てを経て、生涯夢を持ち、生活すること

ができるうきは市を基本方針に掲げ、具体的な実施プロジェクトとしては、子供の教育環境整備、

市民総出の健康増進、高齢者社会参画、道の駅整備等を目標にしていますが、これは本当に人口

減少を食いとめる施策なのか、さらに、若年者の流出を抑止する対策と言えるのでしょうか。 

 特に若年人口は、うきは市が誕生した平成１７年以降に生まれた幼年者に限定されるのに、西

暦２０２５年、つまりあと８年間は増加し、その数４，５３０人に達すると推計されていますが、

老人人口のみが増加し、まちから若者の姿が消えてしまいます。人口減少の危機感を抱き、真剣

に取り組む必要に追い込まれていますので、総合戦略の見直しが必要であります。 

 そこで、次の４点について、市長の簡潔な答弁をお願いします。 

 １番、人口数に比例し、出生数が増減するが、人口減少が続けば当然出生数が減少するのに、

年少人口は西暦２０２５年まで増加と推計しているが、その理由をお聞かせください。 

 ２番目に、転入、転出の社会増減は、合併以来減少が続いていて、平成２６年度から人口比率

が上昇していますが、社会増加の方策は考えないのか。 

 ３番目に、人口の維持は、社会増加と自然増加に左右されますが、現状では人口減少は避けら

れない。人口減少を抑制するための施策が必要ではないでしょうか。 

 そして、４番、これは総務産業常任委員会で１０月２日に宮崎県の諸塚村を視察研修しました。

諸塚村では、出生奨励金条例を制定し、効果を得ています。行政区加入をセットにした出生奨励

金条例を制定し、人口減少に対処できないのかどうか、以上の４点について、市長の明確、簡潔、

そして、責任ある答弁をお願いします。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま人口減少を抑止するための新たな施策の策定について、大きく

４点の御質問をいただきました。 

 １点目が、将来推計人口における年少人口が２０２５年まで増加している理由との御質問であ

りました。国内における将来推計人口については、コーホート要因法によって推計されています。

このコーホート要因法とは、年齢別人口の加齢に伴って生じる年々の変化を、死亡、出生、人口

移動ごとに計算して、将来の人口を求める方法であります。そのため、推計に当たっては、男女
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年齢別に分類された基準人口並びに同様に分類された将来の出生率、将来の生存率等に関する仮

定が必要になってまいります。 

 うきは市ルネッサンス戦略の人口ビジョンにおける将来人口の推計については、標準人口は平

成２２年国勢調査の人口を用いております。そして、出生率につきましては、国立社会保障・人

口問題研究所、社人研と呼ばれておりますが、１．５３をベースに推計しているところを、市独

自推計では２．１９で推計をしております。その理由につきましては、さきの９月議会の一般質

問において御説明をさせていただきましたように、アンケート調査による希望する理想の子供の

数及びその実現成果が求めた値として、２．１９を用いているところであります。 

 加えて、社人研推計では、１５歳から１９歳人口の純移動率を８２．６％、すなわち１７．４％

が転出するということにしているところを、独自推計では純移動率を８４．６％で推計をしてお

ります。これも高校生に対するアンケート調査をもとに推測した値になっておりますが、このこ

とは、その年代の転出する割合が減少することによって、それだけ将来の出産数がふえるという

ことを意味しております。 

 そのような独自推計の結果として、議員御指摘のとおり２０２５年までの年少人口が増加する

値となっているところであります。目標値に置きかえた上での推計値として御理解を賜りたいと

思います。 

 次に、２番目の転入、転出といった社会増減における増加の方策と、３番目にいただきました

人口減少を抑制する施策についての御質問は、関連いたしますので、合わせてお答えさせていた

だきます。 

 議員御指摘のとおり、人口の増減には、転入、転出といった社会増減と、出生、死亡といった

自然増減がございます。社会増減につきましては、平成２８年度の成果表によりますと、転入者

８５２人に対して、転出者が１，００５人で、１５３人の転出超過となっており、合併から社会

減が続いているところであります。そのため、移住者などの転入者をふやす社会増を目指す取り

組みと、企業誘致や市民サービスの充実等によって、本市に住み続けていただく社会減を抑制す

る取り組みが必要と、このように考えております。 

 また、自然増減についても、同年度では、出生者１９８人に対して、死亡者が４１８人で、

２２０人の自然減であり、合併からその差は増加傾向にあります。そのため、安心して子供を生

み、育てられる子育て支援の取り組みと、教育環境の充実、郷土愛の醸成などが必要と考えてお

ります。そのために、本市ではルネッサンス戦略を策定し、地方創生推進交付金等を活用しなが

ら、さまざまな取り組みを実施しているところであります。そのことは、これまでもたびたび説

明をしてきたところであり、議員も十分御理解していただいているものと思っております。 

 したがいまして、ここで個別の事業を一つ一つ説明することはいたしませんが、さまざまな事
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業に積極的にチャレンジしていること、職員も必死になって汗を流していることも御理解をいた

だきたいと思います。 

 今、私たちは人口減少をもたらす出生数の減少、高齢者数の増加、そして、社会の支え手であ

る勤労世代の減少という３つの大きな課題に同時に立ち向かわなければなりません。そのために

は、幅広い施策が求められ、その取り組みには先を見据えたものでなくてはならず、効果があら

われ始めるのに何年もの年月を必要とする場合も多いのではないかと思っています。１つの施策

で全ての課題を解決することなど不可能であります。さまざまな取り組みを地道に続けていくこ

とが重要であると考えております。 

 次に、４点目の宮崎県諸塚村の取り組みについての御質問でありますが、諸塚村に問い合わせ

したところ、諸塚村誕生祝金支給条例と、同条例施行規則があることが確認できました。この条

例は、諸塚村村民の出産を祝福し、健やかな成長と村の発展に資することを目的に、誕生祝金を

支給するものであります。 

 祝金の額は、第１子５万円、第２子１０万円、第３子２０万円、第４子４０万円、第５子以降

は、第４子の額に１０万円ずつ加算した額になっていますが、定住の見込みがない者に対しては、

一律１万円とされています。定住の見込みがない者とは、例えば、学校の先生が家族で諸塚村に

赴任され、数年後に異動が想定される場合などが該当するようでございます。 

 なお、諸塚村の年間出生数は１０名程度でありまして、この条例によって出生数が増加したと

いう成果には結びついていないと聞き及んでいるところであります。 

 誕生祝金につきましては、諸塚村以外にも実施している自治体があるとは承知をしております

が、そのことが２人目、３人目を出産することにつながるのかどうか、あるいは祝金目的に一時

的に住所異動することもあり得るという点で疑問を持っております。 

 現時点では実施する考えはありませんので、引き続き、子ども・子育て施策について、地方創

生の取り組みの中で対応を図ってまいりたいと考えております。 

 議員御指摘の行政区への加入を条件とした祝金制度につきましては、行政区加入に対して強制

力がない中で、そのような条件を付すことは適当ではないと、このように判断をしております。 

○議長（川 正男君） 三園議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君） まず、いろいろ計算の根拠を申されましたが、日本の人口は

１４歳未満が若年人口ですよ。１５歳から６４歳までが生産人口であるわけです。６５歳以上

が老齢人口というように区分されているわけです。したがって、合併をした平成１７年に生ま

れた生徒は、来年は生産人口のほうに入ってくるわけですよ。じゃ、平成１７年にうきは市で何

名生まれたかというと、２７６名出生してありますよ。この２７６名の方は、もう満１５歳にな

れば若年者とは言えないんですよ。平成１８年が２５８名、平成１９年が２６３名、平成２０年
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２７２名、このように２７０名から生まれておった人が、あとどんどん若年人口から抜けていく

わけでしょう。それでもって、去年は何ですか。１９８人しか生まれていないんですよ。１９８

人しか生まれていないのに、２７６人の方は１５歳になったら生産人口になってくる。これは

ずっと繰り返されるわけですよ。何で４，０００名とかそんな数字が出てきますか。 

 つまり、ことしの場合、２９年の場合は１１月末で１２３名しか生まれていないんですよ。

２７０名から生まれておった人が生産人口のほうに変わっていきますよ。生まれてくる子供は

２００名切っているんですよ。当然、そのような数字はあり得ないわけです。いま一度、答弁願

いたいと思います。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 企画財政課長に答弁をさせます。 

○議長（川 正男君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（中野昭一郎君） 議員が御質問されてあるのは、人口ビジョンにおけるうきは市

の将来人口推計のことというふうに捉えております。この将来人口推計には、先ほど市長が説明

したとおりではございますが、このルネッサンス戦略の１５ページから１７ページにかけて詳し

く今市長が申し上げたことを解説しているところでございます。 

 おっしゃるように、略称社人研が推計をした数字はこれよりも大分異なります。最初から年少

人口も減っていく数字になっております。しかしながら、これはあくまでも何も対策をとらない

で今の状態でいった場合の将来人口推計ということでありまして、私たちは今、この地方創生戦

略にのっとってさまざまな事業に取り組んでおります。その目標が出生率２．１９と純移動率

８２．６％ということでございまして、それに基づいて計算をするとこのような将来人口推計に

なるということでございます。 

○議長（川 正男君） 三園議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君） 出生率が２．１９になるには何年かかるわけですか。それから

先に答弁してください。何年で出生率が２．１９になりますか。何年待てばいいわけですか。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 私どもの目標出生率を２．１９に設定をさせていただいていることを先

ほどから答弁させていただいております。今、課長のほうから話があったように、今回、社人研

の推計値をベースに、今回の地方創生の取り組みというのは、地方の人口減少のスピードをどう

いかにとめるか、あるいは、地方から東京への流出を少しでもとめるにはどうしたらいいか。逆

に、東京から若者を地方に呼び戻すにはどうしたらいいかというのが地方創生でありますので、

社人研のベースに我々の地方創生の取り組みをして、目標値として上げられた数字が２．１９と

いうことであります。現状では、この目標値に到達していないという御指摘の中で御質問だろう
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と、このように思っております。したがいまして、いつになったらそれができるかというのでは

なくて、それに向かって我々は進めていかなくてはいけないということで、今、市を挙げてとい

うか、職員を挙げて地方創生に取り組んでいることを御理解いただきたいと思います。 

○議長（川 正男君） 三園議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君） それだったら、このルネッサンス戦略というのは、絵に描いた

餅になりますよ。当面、到底できない数字を並べて、そういう数字を並べておりますじゃ、いつ

になったら完成するわけですか。今申し上げるように、平成１７年に生まれた人は、もう生産人

口に加わっていくわけですよ、１５歳は。あとは２７０名ほどの方がどんどんどんどん生産年齢

人口に達するわけですよ。あと生まれてくるほうは２７０、とてもそんな数字になりませんよ。

人口が減れば、当然出生数も減ってくるのは当たり前であります。それを皆さん方は１．１５と

か、今１．５ですか、１．５３、この実態を２．１９かなんかに上げてありますが、到底不可能

な数字ですから、私はルネッサンス戦略は見直しなさいということを申し上げているんですよ。

いま一度答弁願いたいと思います。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 地方創生に取り組みまして、３年目であります。我々の目標値、達成目

標値については、議員御承知のとおりに人口ビジョンで年度ごとにうたわれております。それに

向かってさまざまな取り組みを今進めさせていただいているところであります。 

 やはり地方創生の取り組みというのは、この１つだけをやれば全てが解決するという特効薬と

いうのはあり得ないと思います。いろんなデータを駆使して、うきは市の大きな課題は何かを

しっかり捉えて、いろんな手だてを打って取り組んでいくこと、これが重要であります。そのた

めには、一朝一夕といいますか、早急に達成できない、日々の取り組みと相当の年月を要するも

のだと、このように思っておりますので、そういう視点で我々の取り組みを見守っていただけれ

ばと思います。 

○議長（川 正男君） 三園議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君） いわゆる人口問題研究所の人数は、ずっと下だったんですよ。

２０１５年が３，８９８人、これをうきは市独自で４，３４０人に引き上げているんですよ、

５００人。２０２０年、人口問題研究所が３，５８７人としているのをうきは市は４，４５６

人、ずっと２０２５年までは４，５３０人という数字がどんどんどんどん上がっていっている。

４，５３０人、あと８年ですよ、今、西暦２０１７年ですから。したがって、こういうふうなひ

ずみが出てありますから、これを見直しをしなきゃならんじゃないですかということを申し上げ

ているけど、一向にその気にならないようでありますので、次の２番に移ります。 

 いわゆる社会増加と自然増加でありますが、自然増加は絶対見込みはありません。自然増加は
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これになることはあり得ない。これも調べました。つまり、平成１７年が、出生が２７６人に対

して、死亡が３８５人ですから、ここで自然減が１０９人ですよ。どんどんどんどん大きくなっ

ていく。平成２８年度は１９８人生まれているお子さんに対して、亡くなった人は４１８人とい

うことですから、２２０人のマイナスになっているわけです。自然増減が必ず減少をこのまま続

けることになりますよ。 

 じゃ、社会増加はどうかというと、社会増加も合併した平成１７年から２８年まで毎年赤字な

んですよ。社会増加はあっておりません。減少ですよ。その数が、今までは率が３．０５から

３．０８だったんですが、人口に対してですよ。ところが、平成２６年度は３．１１、平成２７

年度は３．３６、２８年度が３．２１、人口に対してですよ。１,０００人当たりに対して、こ

のような増加傾向にあっているわけです。確かに数字は減っていますよ。平成２８年度はうきは

市から転出した人が９８８人ですから、１，０００名割ってありますが、それだけ人口が減って

きてありますから、いわゆる比率は上がってきているわけですよ。したがって、社会増減も期待

できないということですから、これに対する、いわゆる方策も考えなきゃなりません。 

 そこで、お尋ねしますが、このルネッサンス戦略に書いてある人口増加については、皆さん方

本当にやってあるんですか。絵に描いた餅と私は申し上げておりますが、まず今の生涯未婚率と

いうのを御存じですか。いわゆる５０歳までに結婚しないという男性、厚生労働省の調査ですよ、

２３．３７％、男性が。４人に１人は将来、５０歳までは結婚しませんという人ですよ。女性が

１４．０６％、７人に１人が５０歳までは結婚しませんというような厚生労働省の調査ですよ。

したがって、やっぱり結婚しなきゃ、幾ら出生率を上げておっても絶対子供は生まれませんよ。

問題は、この結婚の未婚率を解消しなきゃなりません。そのために、皆さん方、ルネッサンス戦

略で、いわゆる結婚、子育て、生涯夢をというふうな、そういうふうな施策をとってありますけ

れども、まず結婚する人が少なくなっているわけです。これに対してどうされているかというこ

とですよ。 

 それから、次の移住者ということを盛んに言ってありますが、いわゆるうきは市には転入より

も転出のほうが多いんですから、これについてもやっぱり何とか方策を立てなきゃなりませんよ。

そのためには、移住人口をふやすということですが、移住したらあとはどこに住むわけですか、

移住してきた人は。いわゆる空き家対策プロジェクトというのがありますが、これは５７ページ

に載ってありますよ。これも、いわゆるここに書いてありますように、空き家のリフォームの制

度を加えたり、移住者と空き家をマッチさせると書いてありますけれども、これでは本当の移住

者が安心して移住してこれませんよ。やはり移住したらどうかその移住先を探す、市役所のほう

が見つけてやらなきゃ、よそから来たら、移住する先までは手が回りませんよ、まず。やはり移

住先が確保できてから初めてうきはに転入してくるということになりますからね、そういうもの
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ができていない。 

 したがって、これは愛知県の人から二、三日前に手紙をいただきました。愛知県の東海市の荒

尾町に住んでいる人、タニグチタキヤさんという人からですよ、インターネットでいわゆる人口

増加、あるいは空き家のことを心配されてありますが、こういう制度がありますよということで、

非常に乱雑でありますけれども、私宛てに手紙が来ております。よかったら見てくださいよ。 

 どんなことが書いてあるかというと、いわゆる住宅金融支援機構は、フラット３５子育て支

援型、地域活性型になる協定を、いわゆる地方公共団体と締結してありますが、うきは市もぜ

ひ提携してくださいと。現在２００団体に達したと、１１月１６日に発表がありましたと書いて

あります。福岡県では、福岡県庁のほかに、八女市、宗像市、大牟田市、北九州市が協定を結ん

であります。本物のことを調べているんですよ。宮崎県の都城市の市外転入者が空き家リフォー

ム補助を受ける事業がありますが、住宅金融支援機構との協定が対象であり、いわゆる１年間に

０．２５％の金利を引き下げて今後はされますよというのがここに書いてある。本物の地方公共

団体のことを調べているようですね。 

 したがって、私どもに手紙が送ってきました。全く心当たりがないもんですから、私、勝手に

上を引き破りましたけれども、中はこんなに重要な手紙でありましたもんですから、また上を封

しているような状況でありますが、このように、移住する人は住宅ができなきゃ移住してこれま

せんよ。以前も申し上げましたが、私のほうに、いわゆる神戸市からお二人でどこか空き家がな

いだろうかというようなことで探しにまいりました。空き家を世話しましたけどね、それはいわ

ゆるうきは市のバンクに登録してあるから、うきは市の言うとおりじゃないと貸せませんという

ようなことで、ついにその方は諦めて帰ったんですけど、このように、移住しようったって、住

むところがなかったら移住はできませんよ。したがって、皆さん方は空き家対策、あるいはＵ

ターン、Ｉターン移住者への空き家あっせんと資金援助、これも５８ページに書いてありますけ

どね、本当にこれらの移住者に対してどのような措置をしてあるのか、答弁をお願いしたいと思

います。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 先ほどから御指摘の中で、社人研の推計値がたびたび出ております。御

案内と思いますが、社人研の推定数値のまま、私どもがルネッサンス戦略にそのままそれを踏襲

するということは、うきは市は一切地方創生に取り組まないということであります。何もしない

で今後のうきは市の人口推計値をどのように、要するにいい方向にとめていくのか、これが地方

創生でありますので、そこの数値の違いがあることは、とりもなおさず私どもがその目標値に向

かって地方創生に取り組んでいるということを御理解いただきたいと思います。 

 ポイントは、議員が御指摘されているように、社会増減でいきますと、出生数をできるだけふ
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やす、これはやはり若い男女が出会い、そして、結婚、そして、安心して子供を生めるような環

境をつくるためにはどうしたらいいか、そういうことの取り組みを今させていただいています。

そして、死亡は、先ほどから議論になっています健康づくりをどう進めることによって、健康寿

命、あるいは寿命そのものを延ばしていくという取り組みをさせていただいております。社会増

減でいきますと、転入、転出とあるんですが、転入については、移住施策を打って、東京とか、

大阪とか、福岡とか、市外からうきはに移住していただくような施策、そして、転出については、

うきはで生まれた若い世代が、しっかり安心して仕事ができるように、工業団地をつくって大き

な企業を呼び込んで、そこで定住していただく、そういう視点でさまざまな取り組みをしている

というのが地方創生であります。 

 議員は最後にこの転入の定住施策について、どういう受け入れ体制でやっているのかというこ

とであります。今、空き家データバンク制度を活用して、しきりに移住定住策を進めさせていた

だいておりますが、なかなか空き家バンクに登録が進まないという課題もございますけれども、

空き家だけではなくて、しっかりうきはの地に移住、定住される方については、その人の御希望

を伺いながら、それに沿った形で受け入れ体制というか、受け入れ環境の整備を進めていきたい

と、このように考えております。 

○議長（川 正男君） 三園議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君） 時間がなくなっておりますので、じゃ、このルネッサンス戦略

に書いてあります７０ページに、「転出者名簿の整備、同窓会のコーディネーター等について行

政サイドがサポートする」ということですが、これはできてありますか。やってありますか。

やってあるかどうか答弁願います。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 企画財政課長に答弁をさせます。 

○議長（川 正男君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（中野昭一郎君） ルネッサンス戦略の７０ページに書いてある「転出者名簿の整

備、同窓会のコーディネート等について行政サイドがサポートする」ということですが、これに

ついては、今のところ、特に事業として行っているものはございません。 

○議長（川 正男君） 三園議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君） ２７年ルネッサンス戦略をつくって、今３年目です。あと２年

しかないんですよ。これは５年ですから。いつつくるわけですか。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） たしか、ちょっと手元にありませんが、つばめの学校という施策を打ち

込んでいると思います。移住、定住を進めるためには、やはりどう言うんですかね、Ｕターンも
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視野に入れますと、いろいろうきは市出身の方が高校時代の同窓会等を年１回定期的にこのうき

はの地で行っております。そうしますと、東京とか大阪に移り住んでいる方が、その同窓会を楽

しみにこのうきはに集まってきて、旧交を温め合うということであります。 

 ほかにもいろいろ、親戚関係でいくと、いとこ会とかいろんな集まりがあるんですが、そうい

う集まりをぜひ助成して、しっかりうきはの発信をさせていただいて、ぜひＵターンしませんか、

あるいはお知り合いの方にＩターンを呼びかけていただけませんかということで、ルネッサンス

戦略に掲載をさせていただいているところであります。そちらについては、今、うきはテロワー

ルの一環で、実はどう言うんですかね、福岡県とか、県下の市町村では東京県人会というのが組

織されているんですけれども、残念ながら、うきは市には東京におけるうきは市出身者の会合、

要するに東京県人会というものがございません。今その設置を観光協会と連携して、その模索を

しております。そして、その中で、うきはテロワールを呼びかけて、うきはの魅力を東京に発信

して、Ｉターン、Ｕターンにつなげていこうということを考えておりますので、そういう施策の

取り組みの一環の中で、つばめの学校の施策もしっかり並行して考えていきたいと、このように

考えているところであります。 

○議長（川 正男君） 三園議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君） 例えば、転出者を防ぐためには、福岡に転出しておる人もおる

んですよ。そのためには、いわゆる高速バスがありますから、高速バスを使えば転出しなくてい

いこともあるわけですよ。 

 したがって、このルネッサンス戦略の７１ページに、インターのそばに駐車場用地を市が借り

入れる、そして、市民に貸す、あるいは吉井から朝倉インターまでバスを運行する、試験運行、

あるいはうきはから杷木のインターチェンジまで連絡バスの運行実験をやる、これはいつごろや

るわけですか。こういうのをやれば、いわゆる転出者を少なくする方策になるんでしょう。いつ

ごろやるわけですか。やっていないんですか、やっているんですか。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 副市長より答弁をさせます。 

○議長（川 正男君） 副市長。 

○副市長（今村 一朗君） 議員おっしゃるとおりに、今現在、福岡市方面に通勤、通学をされて

いる方がどれだけいらっしゃるかまではちょっと調べておりませんけれども、かなりの数の方が、

どれくらいかわかりませんけど、いらっしゃると思います。 

 御提案のとおり、うきはから朝倉インターまで、もしくは、杷木のインターですね、いわゆる

高速バスのあるところまでバス路線をつなげば、その利用ができるんじゃないかということ、こ

れはそのとおりだと思いますけれども、今、高速バスの関係で依頼をしているのは、直接うきは
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発着の福岡行きの高速バスを今お願いしているところでございます。もしくは、日田発の高速バ

スをうきは経由で上がっていただくと、高速に上っていただくとか、そういったことも一応計画、

依頼をしているところでございます。 

 また合わせて、初日にも少しお話をいたしましたけれども、スクールバス、今回、小学校の統

合に関係するスクールバス、これの空き時間を利用しまして、例えば、うきはから朝倉までのバ

スについて社会実験を行って、どれだけの方が利用するかどうか、それも含めたところでデータ

をとりながら、朝倉までのバスを西鉄のほうにお願いをするとか、そういったことも近々計画を

しているところでございます。 

○議長（川 正男君） 三園議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君） 時間がもう２０分になりましたので、あと諸塚村の補助金につ

いてお尋ねいたします。これが私たちが諸塚に行ったときの資料ですよ。諸塚村でもらってきた

資料です。この中に、いろいろ書いているんですよ。赤ちゃん誕生祝金が、先ほど市長がおっ

しゃったように、第１子が５万円、第２子が１０万円、第３子２０万円、第４子になりますと

４０万円、第５子になると５０万円、第６子が６０万円というような補助制度をつくっているわ

けですよ。それから、さらに中学校卒業祝金というのが、中学校卒業時に進学または就職の支度

金として１０万円渡します。就職支度金ですよ。 

 それから、奨学金の貸与というのがあります。無利子です。大学生が月４万円、高等学校が月

３万円、これについては、いわゆる要件を満たす、村に帰ってきて、村で生活するということに

なりますと償還免除の規定がある。それから、結婚祝金が１５万円、こんな制度をいっぱいつ

くっているわけですよ。該当者は、先ほど言うように、村外の人には適用しないということに

なっている。私は今、うきは市では、いわゆる未加入世帯というのがふえているわけですよ。例

えば、これは自治協議会の組織検討委員会というのが２２年に発足しました。そして、２３年２

月２３日に答申を出してありますが、その答申の中に、いわゆる未加入、吉井町で３０２、浮羽

町で３８８、６９０がいわゆる行政区にかたっていないという数字がその当時は出ておったんで

すよ。これは答申の中に書いてありますよ。今、どしこになっているか知りませんけど、恐らく

８００超しているでしょう、未加入世帯が。そういうものとタイアップして、加入していないと

この奨励金はもらえないというような条例をつくってほしいということをお願いしています。そ

うすることによって、いわゆる未加入世帯の減少にもつながるし、出生率も上がってくると思う

んですよ。したがって、そういう条例ができないかというお尋ねをしたけど、できないというこ

とでありますので、いま一度答弁願いたいと思います。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ある面では三園議員からたびたび厳しい財政事情の中で、身の丈に合っ
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た財政運営をという御指摘をいただいております。そういう中で、厳しい財政事情の中で、いか

に効率的に施策を打っていくかというのが常に私どもが心がけているところであります。 

 今回の諸塚村の取り組みの事例については、先ほど答弁させていただいたように、それだけの

効果があるのか、あるいはちょっと行政の規模が違うことによって、相当の財政支出を覚悟しな

くてはいけない、それだけに見合う効果が果たしてあるのかという課題、それから、やっぱり日

本国憲法にも抵触するような形になりますが、行政区の強制加入というのは、やっぱり憲法上、

課題があるんではないか、こういうことを御説明して、なかなか厳しいのではないかという答弁

をさせていただいたところをぜひ御理解をいただきたいと思います。 

○議長（川 正男君） 三園議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君） 私は強制加入を進めているんじゃないですよ。こういう条例を

つくって、その条例の適用を受けるためには、行政区加入が条件ですよということで、何も強制

的に加入しなさいという条例をつくれということは申し上げておりませんよ。そういうセットに

して、補助金を受けるためには行政区に加入していないとだめですよという条例をつくってほし

いということを申し上げている。何も憲法に違反するような条例をつくれとは申し上げておりま

せん。 

 それでは、次に移ります。 

 ６３ページに子は地域の宝プロジェクトというのがありますが、木の玩具、乳幼児向け木製用

品開発というのがありますが、これはつくられているわけですか。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 企画財政課長に答弁をさせます。 

○議長（川 正男君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（中野昭一郎君） 木の玩具、乳幼児向け木製用品の開発につきましては、今年度

はうきは市民センター３階の図書館がありますところの３階のぬくもり広場というところに木製

の遊具とおもちゃ等を配置するところで今準備を進めておるところでございます。 

○議長（川 正男君） 三園議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君） これは来年が戌年ですよ。犬の模型です、玩具です。干支にち

なんだ玩具、これは篠栗町がつくっているんです。幾らかかっているかというと８５円ですよ、

この１体が８５円。これを老人会等にも配っているということで、いわゆる木だけでできている

玩具です。どうぞ見てください。 

 うきはの場合は１００万円使って何つくったんですか。１００万円も使ってですよ。これは

８５円、９０円程度でできている玩具ですよ。犬の模型です。来年、戌年だからということで。

私はこういうのをもうちょっと大きいのをつくってしたら、来年生まれるお子さんに記念品をあ
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げてはどうですかというのを堤商工会の副会長にも申し上げておりましたが、それはいいことだ、

私も考えてみましょうということですが、市長にも申し上げるということでありましたが、どう

なったかお願いしたいと思います。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ちょっと初めてお聞きしました。来年の干支の話ですから、もう少し早

く御提言いただければ、いろいろ検討させていただきたかったと思います。 

○議長（川 正男君） 三園議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君） あと３分しかありません。次の問題に進めたいと思います。 

 次は、残り時間が少なくなりましたので、第２項目の野生鳥獣被害と衰退する山間地域の活性

化方策について質問をいたします。 

 うきは市は東西約１２キロ、南北約１１キロ、面積は１１７．４６平方キロでありますが、そ

の半分は森林でありますよ。したがって、山間部地域においては、毎年鳥獣による農作物等に係

る被害が深刻な状況にあります。全国の農産物の被害額は、平成２７年度は２００億円、九州農

政局管内でも３０億円に達しています。 

 獣類別ではイノシシが５２％、次いで鹿が１６％です。猿が５％、鳥類ではカラスが１０％で

最も多く、ヒヨドリ６％、スズメ２％と報告がされております。したがって、山間地域では、少

子・高齢化社会による人口減少と、住民では地域を永続することが困難が来してあります。特に

収穫時による被害により、営農意欲の喪失による耕作放棄地の増加、山間地農業の経営の放棄が

懸念されてあります。この姫治地区の山間地の現状は、やがて耳納山麓地帯の福富校区でも派生

する問題であります。行政としてどう対処するのか、大きな課題であります。さきの田篭地区の

議会報告会において、野生鳥獣の解体施設が欲しい、どうしてもだめなら、他の自治体の施設が

利用できるよう策を考えてほしいというような意見が出てありました。 

 行政執行部はこの回答に、うきは市単独での整備が難しいと回答していますが、どのように検

討しての結論なのか、疑問であります。この山間地の住民は、小学校の統廃合により、ますます

衰退を懸念し、さらに鳥獣被害の不安を払拭するために、市長の解決策について責任ある答弁を

お願いしたいと思います。 

 そこで１番目、山間地域の人口減少に伴い、野生鳥獣被害が増加の傾向にありますが、九州全

域で年間被害額３０億円、じゃ、うきは市の年間被害額は幾らなのか。 

 ２番目に、野生鳥獣を捕獲しても利活用が鹿１４％、イノシシ６％の現状でありますが、福岡

県内には食肉として処理工程を整えている施設は何カ所所在するのか。３番目に、さきの議会報

告会の農業振興策で、鳥獣解体施設等がだめなら、他の自治体の施設でできるようと要望があっ

てありますが、距離的に不可能ではないでしょうか。 
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 ４番目に、廃棄していた捕獲獣をその場で解体処理、冷蔵し、運搬が可能な処理施設を備えた

車が完成してありますが、山村振興基金でうきは市に導入できないかどうか、以上４点について

市長の答弁をお願いいたします。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま野生鳥獣被害と衰退する山間地の活性化方策について、大きく

４点の御質問をいただきました。 

 １点目が野生鳥獣による市の年間被害額は幾らかという御質問でございますが、うきは市にお

ける野生鳥獣による年間被害額は、平成２８年度推計で約１，８００万円となっております。年

度により変動はありますが、依然として農林生産物への被害はまだまだ多い状況にあります。 

 駆除活動の強化による個体数の削減、ワイヤーメッシュ柵や電気柵の設置等、被害防除の両面

から被害防止に努めているところであり、今後も引き続き被害防止に取り組んでまいります。 

 ２点目が、福岡県内には食肉として処理工程を整備している施設は何カ所あるのかという御質

問についてでございますが、現時点では、福岡県内で添田町、糸島市、宗像市、みやこ町の４カ

所に獣肉処理加工施設が設置されております。今年度新たに田川市、豊前市の２カ所に設置が計

画されております。お隣、東峰村も建設を計画されておりましたが、九州北部豪雨災害の影響で、

今年度の建設は断念されたと伺っているところであります。 

 ３点目が、議会報告会の農業振興策で、鳥獣の解体施設を、だめなら他の自治体の施設ができ

るようにとの要望があったが、距離的に不可能ではないかという御質問についてでありますが、

先ほど申しました福岡県内４施設の施設及び計画中の施設の利用を考えた場合、議員御指摘のと

おり距離的な面から利用は不可能であると考えております。 

 しかし、処理加工施設については、採算性など経営的な面から見て、うきは市単独での施設整

備は厳しいものと考えており、近隣市町村との広域的な連携を視野に入れながら検討してまいり

たいと考えております。 

 ４点目が捕獲獣をその場で解体、冷蔵し、運搬可能な処理施設を備えた車が完成したが、山村

振興基金で導入できないかについての御質問でありますが、捕獲した個体をジビエとして販売等

していくためには、まずもって食味に直接かかわってくる血抜きや内臓摘出等の１次処理を迅速

に行えるかどうかが重要であります。近隣に処理加工施設がないうきは市のような場所で、ジビ

エカーの利用ができるのであれば、それは有効な手段であると思われます。 

 また、山村振興基金での購入につきましては、地域が主体となり、山村地域一体の取り組みと

して申請がなされ、山村振興基金審議会の審査を受け決定を経なければなりません。しかし、導

入については、多くの課題があると認識をしております。例えば、処理施設及びジビエカーとも

に食肉処理業の免許や営業許可を取得する必要があり、食品衛生管理責任者の設置も必要でござ
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います。 

 また現在、捕獲獣の大半は、捕獲者が自家用の食肉として処理されておりますので、安定した

供給を確保するためには捕獲者の理解も必要となります。そのほかにも、ジビエ独自の販路開拓

や、野生獣であるがゆえに生じる品質管理の難しさなど、さまざまな課題が考えられます。ジビ

エカーの導入、処理加工施設の設置につきましては、既に設置導入をしております先進地の取り

組み、また、地域の方々や有害鳥獣駆除班の意見等を参考にしながら、慎重に検討を重ねていき

たいと考えております。 

○議長（川 正男君） 三園議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君） そこで、もう時間が４分しかありませんので、いわゆる有害鳥

獣駆除委託料というのが毎年払われております。これは成果表を見ますと、銃器班が８人です

ね。箱わな班が８人、合計１６人でありますが、この委託先はどのようにして決めてあるのか。

特に銃器については、いわゆる２人１組じゃないと出動できんでしょう。８人しか銃器班はいな

いんですけど、なかなか市民から希望があっても出動ができていない実態ではないですか。その

ために、銃器でイノシシが何頭とれたかというのを調べたわけですが、２６年度は６８頭ですよ。

２７年度は７９頭、２８年度は６４頭、箱わなは２６年が２０７頭、２７年が２４９頭、２８年、

２５７頭ということで、圧倒的に箱わなのほうが捕獲している。したがって、この２８年度で

２３６万２,０００円の予算が使われてありますが、この委託先、あるいは委託料がどうなって

いるのか、答弁願いたいと思います。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 農林振興課長に答弁をさせます。 

○議長（川 正男君） 農林振興課長。 

○農林振興課長（松尾 正和君） ２８年度の場合で、有害駆除委託料につきましては２３６万

２,０００円を有害駆除班のほうに支払いをしております。有害駆除に当たる燃料費、それから、

餌代、活動費、そういったもろもろの費用に対処するために委託料を支払っておるところでござ

います。 

 以上です。 

○議長（川 正男君） 三園議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君） その支払いについて不足は出ていないわけですか。あるいは出

動はかなっていますか。いわゆる市民から、今イノシシが出てありますと係にお電話してもなか

なか対処できていないでしょう。このことについてお願いしたいと思いますが。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 農林振興課長に答弁をさせます。 
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○議長（川 正男君） 農林振興課長。 

○農林振興課長（松尾 正和君） 農家のほうから有害鳥獣の出没情報等の連絡があった場合には、

駆除班のほうに連絡をしまして、迅速な駆除の活動に当たっていただいております。 

 捕獲の関係につきましては、箱わなのほうにつきましてはウリボウが頭数も入りますので、捕

獲わなのほうが捕獲数としては大量になっております。銃の場合は、できるだけ一人では入らず、

グループで銃の処理に当たっておりますけれども、それぞれ銃の面、それから、箱わなの面、い

ろいろ役割もございますので、そういった役割を分担しながら、有害駆除に当たっているところ

でございます。 

○議長（川 正男君） 三園議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君） 内容をよく吟味してください。そればっかりじゃなくて、もう

時間がありませんから。これが２０１７年に完成しましたジビエカーです。この来月２５、２６、

２７日の３日間、鹿児島で全国ジビエサミットというのが開催されますが、そこに展示されるよ

うにしてあります。この車の中に全部解体処理、冷蔵、運搬まで入っている施設、車ができてい

るわけです。これは高知県の梼原町に１台入っているだけで、今度、鹿児島で第４回の日本ジビ

エサミットで展示されるということですから、総務産業常任委員会では見に行くことにしてあり

ますので、ぜひ市役所のほうからも職員を派遣していただくようにお願いして、以上で終わりま

す。 

○議長（川 正男君） これで１３番三園三次郎議員の質問を終わります。 

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 

○議長（川 正男君） ここで暫時休憩とします。再開は１５時４５分より再開します。 

午後３時32分休憩 

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 

午後３時45分再開 

○議長（川 正男君） 再開します。 

 次に、６番、上野恭子議員の発言を許します。６番、上野恭子議員。 

○議員（６番 上野 恭子君） 議長の許可をいただきましたので、早速、質問に入らせていただ

きます。 

 いよいよ今回の１２月議会と３月議会のタイム機会となりました。まず、今回の質問におきま

しては、３番、４番は以前に質問をしたと思いますが、もう一度質問させていただきます。 

 さて、１つ目、学生議会の開催についてでございます。それから２つ目、改正個人情報保護法

と生活保護法について、それから３つ目、市民公園設置について、４つ目、市民サービス案内窓

口設置についてでございます。 
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 １番、学生議会の開催についてでございます。 

 傍聴席の究真館高校の生徒さんもいなくなり、ちょっと寂しい思いではありますけれども、一

生懸命質問をさせていただきます。 

 平成２８年度より公職選挙法改正で１８歳選挙権も施行され、今後の市政づくりに広く若者の

意見、アイデア等を聞くことや、若者が政治に関心を持つことも大変重要と考えられるので、子

供議会と並行し学生議会の開催も行ってみてはどうかという案でございます。 

 １１月２６日、１１月２３日には、ただいま傍聴に来てありました究真館高校の生徒さんが柿

の出荷のお手伝いをしているという新聞での報道を見ておりました。 

 １８歳選挙権については、うきは市長選が初めてで、２８年７月３日に全国初めての１８歳選

挙投票でございました。子供議会の施行は平成２５年８月からであり、私が議員になりたいと

思った、この子供議会の開催もその思いでもありました。 

 地元で一つの究真館高校と市との交流、懇談会も要望していき、前向きに行政も回答をいただ

いたところで、本当に昨年は市長も講演に行かれたとのことを聞き、うれしく思った次第です。

また高校側よりも、何か地元に、うきは市に役に立つことがあれば積極的に参加をしますとの気

持ちもいただいてまいり、高校とのつながりも感じているところであります。 

 このような中、２８年７月３日の市長選は、１８歳、１９歳、５８１人中２２３人の投票、参

議院選では６２５人中２３０人の投票、衆議院選では５７０人中２０５人の投票でございました。

１８歳以上の選挙にもなり、投票率、参加ばかりを重視するだけではなく、若者が住みたくなる

うきは市にするために、市政に対し考えや思い、アイデア、将来像の意見等、意見参加を促すこ

とも大変重要と考えております。 

 市外からの居住を望むことも大変重要ですが、うきは市とかかわりのある学生、究真館高校、

また中学生との市政交流は、市への思いを育み、居住する心や日常のうきは市を見る目も育ち、

将来の市を担う心も育むことができるのではないかと強く思います。 

 市政への参加の意識を高めていくことも大事でございます。市政参加型でしっかりと次へつな

げていくことも、若者の意見は侮れず、グッドな意見や市で頑張る気持ちも芽生えるのではない

かと思っております。子供議会は、文化連合の子供未来学部のほうより始めていただきました。

こういうことで、学生議会をぜひやっていただきたいという思いです。 

 私は、青少年健全育成の中の議員でございますが、青少年健全育成の中で、今、福祉事務所長

であります梶原元係長にも何度となく、ひっそりと申し上げたこともあります。子供議会もそろ

そろ落ちついてきたと思いますので、大変でしょうが、ぜひ学生議会をよろしくお願いいたしま

す。 

 １回目の質問を終わります。 
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○議長（川 正男君） 髙木市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま学生議会の開催について、若者の意見、アイデア等を聞くこと

や、政治に対する関心を持たせるため、学生議会を開催してはどうかという御提案でありますが、

昨年、選挙権年齢の引き下げに伴い、全国に先駆けて、うきは市長選挙において１８歳選挙が行

われました。 

 高校においては、国が作成した副教材「私たちが拓く日本の未来」の中に、有権者として求め

られる力を身につけるために、模擬選挙や模擬議会を行うといった指導内容の記載がございます。

また、各議会が主催し開催されているものとして、香川県議会や大分市議会による高校生議会の

開催、近隣では小郡市議会において高校生との意見交換会等が行われております。 

 このような中、うきは市では福岡県立浮羽究真館高校において、市長選挙時に模擬投票が行わ

れたり、先ほどまで生徒会役員による一般質問の傍聴が実施されたりしております。高校の教育

課程の編成については、校長の責任のもとで行われておりますことから、福岡県立浮羽究真館高

等学校の今後の学習内容の動向を注視してまいりたいと考えております。 

 なお、うきは市としましては、私自身が福岡県立浮羽究真館高等学校の新１年生を対象に、来

年４月に講話をさせていただくこととなっております。全国初の１８歳選挙となった昨年７月の

うきは市長選挙を契機として、主権者教育の推進に努めてまいりたいと、このように考えており

ます。 

○議長（川 正男君） 上野議員。 

○議員（６番 上野 恭子君） ２回目です。高校がいろんな思いもあるとも思いますが、ぜひ市

のほうから一度提案をしていただきたいと強く願っております。きょうも傍聴の席で生徒さん方

の非常に熱いまなざしを感じました。いろんな子供たちは子供たちの、子供といいましても、も

う半分大人になりかけていた子供で、いい提案もあると思いますし、子供議会よりかは非常に難

航する部分もあるかと思いますけれども、その分、非常に参考になることもあると思います。ぜ

ひ前向きに検討をしていただきたい。若い者のアイデアが出ていくと思いますし、また、それに

つけての市政に対する気持ちもできてきますし、選挙への促す行動となっていくのではなかろう

かと思っております。学生たちがどのように思っているかということも、若者の意見を聞くこと

も非常に市政の上では大事です。子供議会でも、先ほどから市長が申しましたが、公園が欲しい

とか、いろんな希望が出されているというようなことも市長は受けとめられているなと思いまし

た。 

 それで、私たち議員の、ある程度の高齢者の言葉も大変経験上重要とは思いますが、今からを

担う子供たちの意見というのは大変重要と私は思っております。自分たちの子供を見る場合でも、

自分たちよりとりたてていい考えを持っていることもございますので、ぜひその投げかけてみる
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ということ、まず、する、しないというよりか、投げかけてみることをお願いしたいと思います

が、いかがでしょうか。 

 対象は中学生、中学１、２年生、高校１、２年生というところだろうと思いますが、そのよう

なことから、もっと活気のあるうきは市を見出していけるのではなかろうかと思っております。

子供たちは頭もやわらかいし、本当に真剣に考えていろんなことを提案してくると思います。そ

の分、学生議会といっても、非常に行政側は大変な答弁もあると思いますけれども、非常にそれ

が活気をもたらしていく、そういうことはもう目に見えるようであります。どうぞそういう思い

を持っておりますので、投げかけだけはしていただきたい、その答弁をよろしくお願いします。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） まず、世界では１８歳選挙の国が約９割以上を占めております。１８歳

未満の国は３カ国しかございませんで、１６歳がオーストリア、１７歳がインドネシアと北朝鮮、

３カ国のみであります。 

 したがいまして、我が国では昨年、うきは市が１８歳選挙の発祥の地になったんですけれども、

当分、我が国においては、この１８歳というのは、まず絶対ということはあり得ませんが、ほぼ

１８歳の状態が続くのではないかと承知しております。そうしますと、それまでの間、１８歳選

挙発祥の地という看板はずっと掲げていくということになりますので、そういう意味合いでも、

主権者教育についてはしっかり取り組みを進めていきたいと、このように思っております。 

 私ども、ブランド推進課長が窓口となって、定期的に浮羽究真館高校とは意見交換をして、さ

まざまな角度からお互いいろんな活性化につながることを協議させていただいております。その

延長で、今の御指摘についても、いろいろ御意見を伺いたいなとは思います。ただ、時期につい

ては、来春、御案内のように、市議会議員の選挙もございますので、ちょっとタイミングを考え

なくてはいけないという点と、もう一つは、やはり事柄が事柄ですから、執行部だけではなくて、

市議会とともに協議をさせていただいて、取り組みを図っていきたいと、このように考えている

ところであります。 

○議長（川 正男君） 上野議員。 

○議員（６番 上野 恭子君） ３回目です。本当に前は行政との交流もなかなかされていなかっ

たというふうに私捉えておりますが、今しっかりと交流もしていただきまして、市長の呼びかけ

で傍聴もおいでていただきました。とてもうれしいことだと思いました。こういうふうで、少し

ずつでも子供たちにも市政のことを──市長の呼びかけではございませんか。市長の呼びかけだ

ろうと私は思いましたが、どちらにしても、学校のほうから出向いていただくということは非常

に喜ばしいことです。 

 それで、少しずつ、やっぱり子供たちにも、人口も減ってきております。子供の数も少ないと
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いう中で、しっかりと子供たちに市政に対して目を向けてもらうということは将来大事なことだ

ろうと思いますので、今すぐでなくても、そういう思いを持ちながら交流をしていただいて、あ

るときにやはりそういう提案を捉えていただくというようなことも大事ではなかろうかと思いま

す。ぜひ前向きに、頭に常に置いていただいて、学生議会、子供たちも発言する機会があるとい

うのと、ただ一方的に聞くというのでは全然気分は違います。自分たちもそうだと思います。そ

れで、受け身ばかりではなくて、自分たちの思いを発するところもあるという機会をつくってあ

げること、それは非常に大事です。特に、今の子供たちはそれぞれに意見を持っておりますので、

そういう機会を与えてあげるということで、ぜひ前向きの検討をよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 先ほど市長のほうから、懇親の中で少しずつ伝えるということでございましたが、まず、そう

いうことをもう一度確認して、次に移りたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） しかるべき時期に、そういう方向で対応させていただきたいと思ってお

ります。 

○議長（川 正男君） 上野議員。 

○議員（６番 上野 恭子君） それでは、次に移ります。２番、改正個人情報保護法と生活保護

法についてでございます。 

 このことは、私が議員になりまして生活保護についてのいろんなお尋ねとかがありました。そ

れで、そのときには担当課に聞きながら個人的にちゃんと行政がやっておりますからというよう

なことでお伝えをしましたけれども、１２月議会、３月議会の一般質問に限られましたので、今

回初めて生活保護、また個人情報のことについて質問をさせていただきます。 

 個人情報保護法は２００３年５月、平成１５年に、改正法は２９年５月に制定されました。民

生委員は厚生労働大臣からの委嘱で地方公務員の非常勤でございます。学校側の生徒さんへの情

報、名簿については改めて集めていないということでございますが、家庭訪問等において情報を

とることも先生においてはあるということでございました。 

 改正個人情報保護法は平成２５年５月に成立し、現在、民生委員さんのみが地域住民名簿を

持っていますが、国、県、市が自治会活動を重視する中、災害時等において情報開示をして、行

政のアンテナを広げていくことも非常に大切で、区長、自治会長についても地域住民名簿は必要

なのではないかと思うわけでございます。市民にお願いする役員については、区長、首長、それ

から民生委員などなど、いろいろ多岐にわたりますが、役員については市民生活が円滑になるよ

うにいろんな面で隅々まで目が届くように、国、県、市が依頼するもの、また住民が自発的に行

うものとあると思います。 
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 今回の質問の個人情報保護法については、行政の目の届かないところに目をやり、アンテナを

広げることに対しては、保護法の意味を深く理解していく必要があるのではないかと思っており

ます。人命にかかわることについては、個人情報保護法開示がとても大事と思っております。現

在、民生委員さんのみが家族構成等を持っていると聞いておりますが、区長、首長、自治会長も

何らかの情報は必要なのではないだろうかと思っております。 

 次、生活保護についてでございます。今回の質問に当たりましては、過去にお尋ねがあったと

いうことがありましたので、今回聞くようにしたわけでございます。その中には、間違いとか思

い違いもあるようでございます。年間、約６億円程度の予算が上げられておりますが、国が４分

の３の予算、市が４分の１の割合の予算でございます。保護されるべき方がされていないことも

あるのではという思いからの質問でございます。 

 ２５年５月に規定された新生活保護法は、勤労意欲のない者、それから、素行不良者には保護

を行わないとされております。現行生活保護法は、被保護者に対し自立の対策の一つとして、自

治体の裁量で家計簿記帳を求めることができるとされておりますが、現状と今後の対応について

伺います。 

 また、本来救済が必要な困窮者、隠れ困窮者と私書かせていただきましたが、把握はできてい

るのか、民生委員、社会福祉協議会、福祉事務所、徴収対策室、またこれに学校等の連携努力は

されているのか、そのことをお伺いしたいと思います。 

 市の生活保護については、福岡県では半分ぐらいの推移のところにうきは市はいます。決して

少なくないということです。筑後地区で３位程度の推移にいます。これも少なくありません。

１９５０年、昭和２５年に制定された生活保護法は、憲法２５条の生存権の理念に基づき、国が

生活困窮する国民に対し必要な保護を行い、最低限度の生活を保護し、その自立を助長すること

を目的とする法律です。また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。日本

全国市町村では、この間報道がされておりましたが、約１，７２７市町村のうち３６０自治体ほ

どが保護者の家計簿、家計相談、家計簿をつけているというような指導をしているというような

ことでありました。市におきましても、保護係でケースワーカーの方が、わずかな人数ですが、

２人から４人ぐらいいらっしゃると思いますが、非常に努力をされているのはよく知っておりま

す。 

 市において２８年度に保護開始をされた方が４２人、保護をやめた方が３７人であり、生活保

護者が平均、約２９０人ほどいらっしゃいます。入れかわりがあっているということでもありま

す。 

 報道によりますと、シングルマザー等が２人に１人はとても貧困であるというようなことも報

道されておりますが、うきは市での保護者に対する金銭管理指導が１０世帯ほど社会福祉協議会
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でされているというようなことでありました。生活保護は医療費給付、住宅費給付があり、支給

保護費は地域や世帯の状況によって非常に異なりますが、最低の生活費から収入を引いた差の保

護となるというようなことでございます。 

 こういうことで、今の対応と今後の必要性を考える対応、また、個人情報保護法による状況も

見えにくい中からして、本当の困窮者の把握ができているのか、そういうことの答弁をよろしく

お願いします。 

 １回目を終わります。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま改正個人情報保護法と生活保護法について、２つの御質問をい

ただきました。 

 １点目が改正個人情報保護法についての御質問でありますが、本年５月３０日に施行されまし

た改正個人情報保護法は、名簿を取扱者、いわゆる個人情報取扱事業者の範囲を、名簿登載情報

５，０００件からそれ以下まで拡大し、情報管理の厳格化を行ったものであります。 

 国や県でも地域活動を重要視している中で、市においては災害時に支援が必要な方に対する支

援が迅速に行われるよう、災害時避難行動要支援者名簿を各区長、自治協議会を初め、関係機関

にお渡しし、さらに実効性を確保するため、要支援者ごとの支援者の選出を現在、各区にお願い

をしているところでございます。他の自治体では、個人情報保護審査会に諮り、災害時の避難誘

導及び支援に限って、厳格な名簿管理による漏えい防止策を講じることを条件に、自主防災組織

に名簿を提供している例もございますが、うきは市におきましては、昨年度から災害時要支援者

名簿の配付を開始したところでありますので、現在の運用で行いたいと思っております。 

 ２つ目が、現行生活保護法の被保護者に対する自立対策の現状と今後の対策及び民生委員等と

の連携についての御質問でありますが、現在、うきは市では、平成２９年１０月末現在で２９８

世帯、４３２名の方々が生活保護を受けられております。世帯累型別被保護者数としましては、

高齢者世帯が１４３、うち単身世帯が１２３となっています。母子世帯が２３、障害者世帯が

３３、うち単身世帯が２７でございます。傷病者世帯が４９、うち単身世帯が４１、その他の世

帯４８、うち単身世帯２９となっております。なお、単身世帯としての合計は２２０世帯となっ

ているところであります。 

 生活保護に至る理由は、病気や事故等によるけが、また年齢的もの、その他さまざまな事情で

就労できず、生活困窮の状態となり、申請、そして生活保護受給となるケースがほとんどであり

ます。 

 生活保護の相談につきましては、本人またはその家族から受ける場合や、入院、入所されてい

る方の代理として、それぞれの支援員等から受ける場合、民生委員を通して受ける場合、福岡県
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保健福祉環境事務所及びうきは市社会福祉協議会、さらには市行政の関係部署など、さまざまで

ございます。基本的には、来所していただいての相談受け付けとなりますが、要望、または必要

に応じましてケースワーカーが御自宅や入院、入所先等に直接出向きましてお話を伺うことも

多々あります。 

 相談受け付けの結果、保護申請となった場合は、親族、預貯金等の調査の上、生活保護の要否

判定となります。保護開始となれば、さらに保護相談に至る原因と経緯を聞き取りし、問題点等

を的確に把握し、自立可能かどうかの判断とともに、その世帯に見合った支援、指導を行ってい

くものであります。 

 また、療育手帳所持者や認知症を含む精神疾患の方で、金銭の管理が困難な方もおられます。

このような方々には、それぞれ個別に指導を行っています。具体的なケースとして、１つ目が、

保護係へ家計簿の提出を求めているケースが１ケース、２つ目として、居宅世帯で社会福祉協議

会へ金銭管理を委託しているケースが７ケース、３つ目として、入院、入所先で管理している

ケースが３８ケース、４つ目が、成年後見人が管理しているケースが５ケース、合計の５１ケー

スであります。 

 御質問のとおり、生活保護法では自治体の裁量で家計簿の記帳を求めることができるとされて

おります。生活保護費の適切な管理のため、記帳のアドバイスを行うことはありますが、提出を

求めているケースにつきましては、先ほど御説明したように、現在１ケースのみであります。 

 次に、本来救済が必要な困窮者の把握と関係機関との連携についてでありますが、平成２６年

度より、うきは市社会福祉協議会に生活困窮者自立支援事業として委託し、連携して取り組んで

おります。 

 うきは市社会福祉協議会が定期的に開催しております地域座談会や民生委員、その他関係機関

から情報提供がありました場合には、保護係を含めました福祉事務所、徴収対策室、その他関係

機関と連携しまして、隠れ困窮者の把握を含めて対応しているところでありますが、現状では困

窮者の掘り起こしにはなかなか困難な状況であります。仮にそのような方を把握できたとしても、

相談・支援を受け付けないばかりか、接触さえ拒否される方も多く、行き詰まりの状況となるこ

ともしばしばであります。しかし、今後も関係機関との連携を密にし、粘り強く取り組んでいき

たいと考えております。 

○議長（川 正男君） 上野議員。 

○議員（６番 上野 恭子君） 個人情報保護法ですね、これ、先ほどの市長の答弁では、結局、

各区には災害時のときの名簿が行っているということですかね。ちょっと私が把握できませんで

した。 

 厳格な名簿の管理により、よそでは個人情報を発しているところもあるということでございま
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したが、結局、区長さん等にお尋ねすると、その個人情報の、あそこには何人家庭で、障害の方

がいらっしゃる、いらっしゃらない、高齢者がひとり暮らしとか、そういうものは持たないとい

うことでございましたが、それは昨年から配付をしているということでしょうか。そこのところ

をもう一度お尋ねします。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 議員御承知のように、うきは市個人情報保護条例第９条の２に、人の生

命、身体、または財産の保護のために必要がある場合、本人の同意があれば目的外使用もするこ

とができることとなっているところであります。詳細については、市民協働推進課長より答弁を

させます。 

○議長（川 正男君） 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（瀧内 教道君） 災害時の要支援者名簿につきましては、災害時に自力で避

難をすることが困難な方ということで、対象としては７５歳以上の高齢者の方、障害者の方、介

護認定、介護３級以上の方というような条件のもとに調査をし、御本人の同意を得た方について、

昨年度、１１月から各区長、それから民生委員、そして自治会、消防団、そういった関係者のほ

うにお渡しをしているところでございます。 

 先ほど条例にもありますように、それから個人情報保護法の中にもありますように、同意を得

たものでないと第三者に情報を提供することができませんし、例外規定といいますか、あくまで

も災害時に限ってその名簿については使用をするというのが大前提でございます。ですから、そ

の名簿について、ほかの用途で使用するということになりますと、目的外使用ということで個人

情報保護法のほうに触れてまいりますので、厳格な使用をお願いしながらお渡しをしているとこ

ろでございます。 

○議長（川 正男君） 上野議員。 

○議員（６番 上野 恭子君） お役を受けている方等は、災害があったときには何も名簿がない

というようなことを聞き及びましたので、民生委員さんは地域にお一人でありますし、その方々

が情報を持っているというようなことでありますけれども、一人の民生委員さんの負担も大きく

なっていき、民生委員さんの能力がそうであれば問われていくのじゃないかなと思いました。 

 そういうことからして、やはり何かがあったときに手元に役員さんが名簿がないということで

あれば、先ほど市長が言われました厳格な管理のもとに名簿を出すというようなことも考えてみ

てはどうかと思います。近年、災害もたくさんありますし、非常に高齢化率も高くなってきてお

ります。そのうち私たちもその中の仲間入りになりますが、やはりもう足腰悪い方、本当に高齢

者になったらどこか悪くて、とりたてて障害者手帳を持っていなくても、皆さんどこかが悪くて、

もう障害になっている方がたくさんでございます。 
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 そういうことからして、やはり役員さんには最低、区長さんあたりですね、ぜひ民生委員さん

の荷が重くならないように、そういうこともぜひ行政のほうで考えていただきたいと思います。

行政は、やはり役員をつけるということは、行政の届かないアンテナを広くしていくという意味

での役員であろうとも、一方ではそれでもあろうと思います。役員がいて、そういうときに十分

な活動ができないということも非常にネックでございますので、ぜひそのことも行政内で検討し

ていただいて、そして十分な活動ができるように配慮をお願いしたいと思います。国のほうで、

とりたてて情報を流したらいけないという法律があれば、市長会、県議会のほうでも要望してい

ただいたらと思いますけど、まずは市のほうの条例にそういうふうになっているということであ

りますけれども、ただただ条例になっているということではなく、人の命にかかわることはやは

り大事ですので、そこいらあたりをもう一度検討をお願いできたらと思います。 

 それから、生活保護につきましては、私がここで言いたいのは、隠れ生活困窮者がいるのでは

ないかという心配でございます。今、生活保護をしている方に対して、行政が非常に管理を努力

されているのも知っておりますし、徴収対策室等が何人もの方を助けていただいたことも知って

おります。ただ、１カ所の情報だけではなくて、この困窮の中に子供が紛れていないかなという

心配等もありまして質問をしたわけでございますが、地域の懇談会とか、そういうものの中から

探っていっているというようなこともお聞きしましたが、この生活保護の出入りについては、三、

四カ月程度で新たに生活保護をする人、自立ができて、生活保護をやめていく人といらっしゃる

ということですから、年に２回ほどでも結構ですから、連携会議をしていただいて、そして、そ

ういう心配のないような対応をとっていただきたいと思います。 

 そして、生活保護が必要だと思われる方で、かたくなに拒否する方、そういう方に対しての対

応もどうかやっぱり気になるところでありますが、情報の連係プレーと、かたくなに生活保護を

拒否している方についての対応の方法を検討しているようであれば、その回答をお願いします。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 福祉事務所長より答弁をさせます。 

○議長（川 正男君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（梶原 康宏君） 隠れ困窮者ということですが、先ほど市長が答弁いたしました

が、把握するためには関係機関との連絡を密にしておるということですが、その情報をいち早く

連絡をいただいて、担当ケースワーカー等の相談に持っていくことがまず大事なことだと思って

おります。そういう情報を得ましても、特に一例を挙げますと、母子家庭とかになりますと、う

きは市のケースワーカーが現在、男性のみの４名ですので、そういう方々へのアプローチをどう

やっていくのか。時には経理担当とかで女性の職員もおりますし、その職員、あるいは保健師、

保健課のほうにお願いして、保健師等も派遣して、母子家庭の際には、それに見合った相談員と
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して御自宅なりに向かうと。困窮されている方が、まず胸のうちをいかに正確に思いを私どもに

伝えていただけるかということをやっぱりケース会議等の中で現在も常に話し合いをしていると

ころですが、それでも拒否される方はやはり、特に精神の疾患があられる方、強制的に受診とか

入院とかというのがさせられない場合もございますので、現状でちょっとそういうケースも今当

たっていますので、関係機関の協力を得て、今後ふえてくると思いますので、スムーズな申請、

それから、相談等に行けるように努力してまいりたいと、そのように思っております。 

○議長（川 正男君） 上野議員。 

○議員（６番 上野 恭子君） ありがとうございます。本人が拒否をするということであれば、

非常に行政もやりにくいことは存じております。でも見放さずに、やっぱり目を向けていただく

ということの努力をお願いしたいと思います。 

 また、個人情報も先ほどから申したようなことで、ぜひ民生委員さんの負担にならないように、

また人の命にかかわらないような対応を今後考えていただきたいと思います。 

 それでは、３番の市民公園設置についてでございます。時間がなくなってまいりました。急ぎ

ます。 

 市民公園設置についてでございます。このことについては、過去にも何度となく質問をいたし

ました。市内外から多くの方々が集う道の駅、市民図書館、またアリーナ等の近くに子育て支援

として、また人口増対策の一環として、大人、高齢者もともに集える市民公園を設置できないか

という質問でございますが、この市民はもう７年ぐらい前から子育て中のお母さん、それから、

高齢者の方が町なかに公園がないというようなことを、希望をされておりましたので、質問とし

ました。答弁は、校区の子育て支援の公園ですね、児童遊園を利用してくださいということでし

たけど、児童遊園も対して魅力のないような公園でございます。遊具は結構傷んでおりますし、

広さも狭いしですね。本当に子育て支援だろうかというような、目で見てもそういうふうには感

じない公園であります。そしてまた、時間がありませんのでかいつまんでいきますが、家の日陰

であったり、何か遊びたいというような公園でないわけですね。 

 だから本当に、せんだって藤波ダム公園にちょっとお天気のいい日に行きましたら、１家族が

遊んでおりましたけど、次から次と来られて、５家族か６家族に最終的になりましたが、最初は

滑り台で遊んでおりますけれども、南側の土手で草スキーを始めて、子供たちが伸び伸びしてい

るわけですね。それを見て、ああ、こんな公園はいいなと思いました。余り遊具を置くばかりで

なく、配管を埋めたような遊び場と、土手でしっかりと汗を流して遊んでおりましたら、２歳の

子供が滑ってきたら自分で登るわけですね。親御さんも、ここでの子守は本当に楽ですと。そし

て、親同士がいろいろ情報交換をして、とてもいいなと思いました。ところが、あそこは交通ア

クセスがなかなか難しい部分がありますので、滑り台等も必要ですが、ああいうエコ公園みたい
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なのが市内に、もう市内に欲しいと言われるんですね、みんな。それで、これも子育て支援の一

環だろうと思います。もう七、八年ほど前から要望が非常に出ております。ちょっと広く、日当

たりのいいところで、そして木陰があり、ベンチがあり、そういう公園ですね、そういうものが

できないものだろうかと。これだけ子育て支援、それから、子供さんを産んでいただきたいとい

う思いがある中で、そういうものは考えられないのか。これは、こういう公園というのは費用対

効果は考えられません。図書館とか公園とかいうのは、私は費用対効果を考えたらいけないもの

だと思っておりますが、それにつけて、ちょっとかいつまみましたけれども、Ｕターン、Ｉター

ンがありますけど、孫ターンもございます。そういうことからして、前向きに考えていただけな

いか。 

 そしてまた、児童遊園につきましては、日陰が差すところとか、余り魅力的でないところはも

う、新たに今のニーズに合うように考え直す、昔からの公園のあり方ではなくて、社会状況も変

わっておりますし、子供の状況も変わっておりますので、児童遊園のあり方ももうちょっと考え

ていただくというふうに精査をしながら、市民公園、広域的市民公園を考えていただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。１回目を終わります。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま市民公園設置について、子育て支援として、人口増対策の一環

として、市民公園の設置はできないかという御質問でありますが、議員御承知のとおり、現在う

きは市には１２カ所の市立公園がございます。また、道の駅うきはには、防災拠点として、平常

時には休憩施設として、緊急時には災害対策用に活用できるテント設営可能なパーゴラ、かまど

に利用可能なベンチを含む防災機能を有した防災公園が国土交通省によって整備をされました。

さらにあわせて、市が円形劇場の復元を行っており、今月２１日には完成予定の運びとなってい

るところであります。また、アリーナにつきましては、スプリング遊具、ベンチ等を設置してお

ります。 

 現在、新規の公園設置についての計画はありませんが、今後、公共施設等総合管理計画に基づ

き、施設の適切な維持管理に努めていくこととしておりますし、公園としての活用のあり方につ

いても、立地条件も含め検討していかなければならないと認識をしているところであります。 

○議長（川 正男君） 上野議員。 

○議員（６番 上野 恭子君） 少しは行政のほうも考えていただいていると捉えましたが、現在、

幼児期の子供さんたちは比較的、ちょっとぐずったらお母さんたちがスマートフォンを持たせた

りタブレットを持たせたりして画面を右から左にやる、こういう世界で育っております。それで、

自然から学ぶというようなことがなかなかできておりません。自然から学ぶということは、いろ

んな知識も豊富になりますし、子供の脳の発達の中にも大変重要なことがあるのではなかろうか
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と思います。まず、どなたも言われますが、目も悪くなりますけれども、子供たちにああいうの

を持たせたら、右から左にこうこうするばかりですね。だから、子育ての中でも本当に広い公園

ですね、こういうのは身近に、そういうのは大事だと思います。 

 そして、児童遊園がそれだけ力を発揮していないと思うんです。あれは昔からの公園でですね。

それで、余り適当でないところは、もう廃止のことも考えてみたり、ここはというようなところ

は芝ぐらいを張っていただいて、そんなに遊具も置かなくても、みんながちょっと集うところと

してもいいのではないかと思いますので、公園の見直しを全体的にやっていただきたいと思いま

す。 

 それで、本当に藤波ダム公園がまちの中にあったらなというような思いで、もう子供たちのに

こにこした顔が今でも目に浮かびますが、本当に生き生きとして、かわいい子供たちが遊んでお

ります。それで、やっぱりちょっと遠いし、アクセスが無理なので、そういうところでああいう

草スキーとか、ああいうのは本当に喜びますね。だから、本当、遊具ばかり置く公園としないで

も、少し山をつくったりして遊べる公園を考えてみたらどうかと思いますので、公園については

もう一度よく検討していただきたいと思います。これは若いお母さん方からの希望でもあります

ので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、このことについては検討を全体的にしていただくということで、よろしいでしょう

か。その答弁をいただいて、次に移ります。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 住環境建設課長に答弁をさせます。 

○議長（川 正男君） 住環境建設課長。 

○住環境建設課長（江島 高治君） 議員さんの質問のほうでありました、今、市長のほうからも

申しますように、市内では今１２カ所の公園の管理をやっております。町なかでのそういった公

園、広場がないというところでございます。今までは議員さん言われますように、児童遊園をそ

ういった方には利用していただくというところ、それから、ちょっと離れておりますけれども、

今言いますように、藤波ダムとか調音の滝とか、そういった遊具のある程度整備された公園とい

うところがあります。議員さん言われますように、町なかでのそういった公園の計画というとこ

ろでございます。まずはそういった土地が必要なところではないかというふうに思っております

ので、そういった条件等があるときには十分そういった検討も踏まえたところで進めていきたい

というふうに思っております。 

○議長（川 正男君） 上野議員。 

○議員（６番 上野 恭子君） それでは、ぜひよろしくお願いします。市民の方からの強い要望

でございますので、よろしくお願いをいたします。 
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 それでは、４番、市民サービス案内窓口設置についてでございます。このことも過去に一般質

問をしました。 

 まず、高齢化率が高くなっている中、庁舎ロビーにおいて、用件の担当課がわからない方々を

よくお見かけします。市民サービスとして案内窓口設置をする必要があるのではないかという質

問でございますが、新設できればよいのですが、少なくとも市民課の向かって右のほうにお尋ね

窓口とか、御案内窓口とかいうようなものは簡単に設置ができないものかという要望でございま

す。 

 人口３万人程度のうきは市でございますけれども、先ほどから市長が言われますように高齢化

率が３２.３％です。この高齢化率もだんだん高くなっていきますが、高齢者の方は腰や膝や足

も悪く、なかなかうろうろすることもだんだん難しくなってまいりますので、本当に給付時期、

いろんなものの給付金のときも、書類を手にうろうろしている方もよく見かけます。 

 それで、簡単なお尋ね窓口でよいと思いますので、ここに尋ねたらわかるなという窓口を一つ

つくっていただきたいと思います。それ専用でなくても、市民課の方が大変とは思いますけれど

も、本当に市民の方がわからないでいるということは心の痛むことでありますので、ぜひお願い

したいと思います。 

 今までお見かけした中では、市民課の窓口の若い方がカウンターから出てきて案内をしている

姿もよく見かけました。本当に優しく案内をしていただいております。うれしく思いました。で

も窓口があるということは、本当に市民の方の安心にもつながりますし、今からますます高齢化

になりますと、そういう方も多くなると思います。私たちみたいにしょっちゅう行政に来ている

人はわかるんですけど、久々に来る人とかですね、また、外部からいらっしゃった方なんかは、

なかなかわからないんですよね。 

 それで、横のほうにいろいろ課の説明をしてありますけど、もう高齢になりますと目も悪くな

るし、そこまで目配りもできませんので、ぜひ、通路正面から入りますと、市民課に行き当たる

わけですね。そこの端のほうに、なるべく若いお嬢さんのところにでもお尋ね窓口をつくってい

ただけると幸いと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま市民サービス案内窓口設置について、庁舎ロビーへの案内窓口

の設置について御提案をいただきました。 

 平成２６年６月から約３カ月間、若手職員の研修の一環として、庁舎玄関ロビーにおきまして

総合案内係を設置いたしました。これは、総合案内係に従事することにより、庁内の他の課の業

務内容や接遇の基本を学び、市民サービスに寄与することを目的として実施したものでございま

す。研修効果の検証をもとに、案内板の見直しを行い、庁舎の各フロアの東西２カ所に案内板を
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設置しております。また、市民生活課の窓口におきましては、受付整理機、発券機を設置し、申

請書等の処理状況の明確化を図るなど、施設設備の改善を行ってきたところでございます。 

 議員からの御提案にあります新たな案内窓口の設置につきましては、限られた人員の中で業務

を行っている状況を踏まえますと、現時点では案内窓口の設置、案内に特化した窓口の設置につ

いては難しいと判断をしております。しかしながら、接遇研修等を通じまして、全職員に市役所

各課の主な業務等を記載した資料を配付する予定としているところであります。 

 今後とも、職員間の情報連携に努めていくことで、市役所に来庁される市民の方々を職員誰で

もがスムーズに案内できるよう努めてまいりたいと思っております。 

○議長（川 正男君） 上野議員。 

○議員（６番 上野 恭子君） 職員誰でもがスムーズに案内できるというのはわかるんです。と

ころが、来られた方がどこかわからないという状況は、それではなかなか対応ができないわけで

すね。ちょっとお尋ね窓口でこうすれば、ああ、福祉課はあちらです、それは総務課ですから２

階ですと、これだけで結構だと思います。それだけで十分に事足りると思いますし、市民の方々

に不都合を与えるというようなことはないと思いますが、そのことすらできないということで

しょうか、お尋ねです。答弁お願いします。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 総務課長より答弁をさせます。 

○議長（川 正男君） 総務課長。 

○総務課長（楠原 康成君） ただいま上野議員さんから御質問の分でございます。以前の研修を

受けて、案内板等は設置をしてきているところでございます。それから、やっぱり職員一人一人

が自分の行きたい場所がわからない市民の方に対して、御案内等ができるような形にしていくべ

きだろうというふうなことで考えております。 

 そういった意味で、今度、接遇研修を１月に予定しておりますが、その中でも職員のほうに、

各課の主な業務等を記載した資料がございます。そういった部分も職員のほうに配って、案内が

できるような形で対応できるようにしていきたいと考えているところでございます。 

○議長（川 正男君） 上野議員。 

○議員（６番 上野 恭子君） 職員さんの接遇対応については、本当に喜んでおります。もうそ

れは本当にありがたいなと思っております。ただ、どこに尋ねていいかわからないということを

私は考えてほしいということでお願いをしているわけです。それで、だんだん住民の方が若くな

ればいいですけど、お年がいけばですね、そして、お年寄りの方はやっぱり体型も崩れておりま

すから、なかなか上向いてができないような場合もあるんですよ。だから、ああ、あそこに行け

ばわかるなと思って行かれると安心されると思うんです。それで、難しい説明は要りません。こ
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ちらです、あちらですと言っていただければいいわけですから、そういうことはぜひ市民サービ

スですので、検討していただきたいと思います。ますます高齢化になってきますからね、それと、

ひとり暮らしにもなってまいりますので、ぜひそのくらいの対応はお願いしたいと思います。も

う一度答弁をお願いします。検討をお願いしたいと思います。 

○議長（川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 先ほど答弁させていただきましたように、３年前、３カ月でありました

が、新規採用職員の研修の一環として窓口案内係を置きました。そのときのデータがしっかり私

の手元にあるんですが、私が思った以上に、その窓口係にお尋ねされる市民のが少なかったんで

すよね。むしろ、接遇の面で、その窓口係の職員が接遇研修の一環として積極的にお見えになっ

た方に逆にお声がけしなさい、お声かけをしているケースのほうがすごく多かったという実態が

あります。あれから３年がたっていますので、議員そういうふうにおっしゃるのであれば、もう

少し幅広に、市民のニーズを把握しながら、ちょっと検討させていただきたいと、このように

思っております。 

○議長（川 正男君） 上野議員。 

○議員（６番 上野 恭子君） 多くなければなおさら、設置していただいてもそう大変でもない

と思いますので、設置しているだけでも私たちのほうからすれば安心ですので、ぜひ、別につけ

ていただかなくても、市民課の若いお嬢さんのいるところか何かにぜひお願いしたいと思います

ので、検討をしてください。市民課の仕事をする暇がないように忙しければ別に設置をお願いし

なくてはいけませんけれども、そうであればなおさらいいと思いますので、ぜひよろしくお願い

をいたしたいと思います。 

 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（川 正男君） これで６番、上野恭子議員の質問を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（川 正男君） 以上で本日の議事日程は終了します。本日はこれで散会します。 

○事務局長（熊懐 洋一君） 起立、礼。お疲れさまでした。 

午後４時47分散会 
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